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膚
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日
本
中
世
・
近
世
「
賤
民
」
の
権
利
の
な
か
で
も
、
①
斃
牛
馬
の
皮
を
剥
い
で
取
得
す
る
権
利
、

②
埋
葬
す
る
死
体
の
衣
類
を
剥
い
で
取
得
す
る
権
利
、
③
「
癩
者
」
の
身
柄
を
引
き
取
る
権
利
が
と

く
に
注
目
さ
れ
る
。
中
世
史
家
の
三
浦
圭
一
は
「
牛
馬
に
と
っ
て
衣
裳
に
あ
た
る
の
が
皮
革
に
他
な

ら
な
い
」
と
の
べ
て
、
①
と
②
を
「
同
じ
レ
ベ
ル
」
で
見
よ
う
と
し
た
。
横
井
清
も
「
皮
を
剥
い
で

そ
れ
を
取
得
す
る
こ
と
と
死
体
の
衣
類
を
受
け
取
る
こ
と
が
無
縁
な
も
の
と
は
私
も
思
え
な
い
」
と

い
い
、「
身
に
付
け
て
い
る
表
皮
を
剥
ぎ
と
る
権
利
と
行
為
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い

う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
一
方
、
③
は
中
世
的
な
権
利
で
、
引
き
取
ら
れ
た
「
癩
者
」
は
「
賤

民
」
集
団
の
一
員
と
な
っ
た
。「
癩
」
は
「
表
皮
」
に
症
状
の
あ
ら
わ
れ
る
皮
膚
の
病
で
あ
る
か
ら
、

③
も
含
め
て
、「
賤
民
」
の
権
利
は
身
を
覆
っ
て
い
る
「
表
皮
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
一
括
し

て
把
握
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
斃
牛
馬
や
死
体
の
「
身
に
付
け
て
い
る
表
皮
を
剥
ぎ
と
る
権
利
」
や
「
癩
者
」
に
対
す

る
監
督
権
の
宗
教
的
源
泉
が
、
古
く
は
境
界
の
神
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
境

界
の
神
と
は
地
境
な
ど
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
々
の
こ
と
で
、「
賤
民
」
の
信
仰
対
象
で
も
あ
っ
た
。

本
稿
の
課
題
は
、
そ
う
し
た
境
界
の
神
の
本
来
の
姿
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
古
く
は
境
界
の
神
に
対
す
る
信
仰
が
母
子
神
信
仰
、
と
く
に
胎
内
神
＝
御
子
神
へ
の

信
仰
を
骨
子
と
し
て
い
た
こ
と
や
、
境
界
の
神
が
月
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
、
人
間
の
身
の
皮
や

獣
皮
、
衣
類
、
片
袖
を
剥
い
で
取
得
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
境
界
の
神
に
獣
皮

や
衣
類
、
片
袖
を
捧
げ
る
習
俗
が
生
ま
れ
た
こ
と
、
境
界
の
神
が
皮
膚
の
病
の
平
癒
と
い
う
心
願
を

か
な
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
発
症
さ
せ
る
と
も
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
推
定
し
た
。
つ

ま
り
、
境
界
の
神
と
「
身
に
付
け
て
い
る
表
皮
」
と
の
密
接
な
関
係
を
推
定
し
、
ま
た
、「
賤
民
」

の
有
し
た
境
界
の
神
の
代
理
人
と
し
て
の
性
格
の
検
証
と
い
う
今
後
の
課
題
を
提
示
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
月
、
境
界
、
道
祖
神
、「
癩
」、
獣
皮
、「
賤
民
」

は
じ
め
に

❶
境
界
の
神
へ
の
祈
願
―
問
題
の
所
在
―

❷
境
界
の
母
子
神

❸
胎
内
の
霊
水
と
皮

❹
月
の
霊
水

❺
酒
湯
・
猩
々
・
ナ
マ
ハ
ゲ

❻
境
界
の
神
と
衣
類
・
片
袖
・
獣
皮

む
す
び
に
か
え
て
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
文
献
史
料
や
民
俗
資
料
を
利
用
し
て
、
疣
や
瘡
、
疱
瘡
＝
天
然
痘
な
ど

の
皮
膚
に
症
状
の
あ
ら
わ
れ
る
病
と
、
地
境
な
ど
に
祀
ら
れ
た
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ

ミ
）
や
地
蔵
、
石
神
な
ど
の
境
界
の
神
に
対
す
る
信
仰
と
の
関
係
を
検
証
し
、
そ
れ

を
手
が
か
り
に
し
て
境
界
の
神
の
本
来
の
姿
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
作
業
は
、
中
世
・
近
世
「
賤
民
」
が
有
し
た
斃
牛
馬
の
皮
を
剥
ぎ
取
る
権

利
な
ど
の
宗
教
的
源
泉
を
探
ろ
う
と
す
る
取
り
組
み
の
一
環
を
な
す
。
そ
こ
で
、
は

じ
め
に
本
稿
に
底
流
す
る
問
題
意
識
に
つ
い
て
簡
単
に
の
べ
て
お
き
た
い
。

雑
誌
『
東
北
学
』
七
（
二
○
○
二
年
）
は
、
日
本
中
世
史
家
の
横
井
清
ら
の
鼎
談

を
掲
載
し
て
い
る
）
1
（

。
テ
ー
マ
は
「
差
別
の
底
に
あ
る
卑
賤
や
穢
れ
と
い
う
観
念
」
で

あ
る
。
そ
の
鼎
談
で
横
井
は
、
斃
牛
馬
の
「
皮
を
剥
い
で
、
そ
れ
を
取
得
す
る
と
い

う
行
為
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
」
と
指
摘
し
、
葬
送
な
ど
、

人
間
の
「
死
体
を
始
末
す
る
時
に
死
体
が
身
に
付
け
て
い
た
衣
類
を
取
得
す
る
権

利
が
賤
民
に
認
め
ら
れ
」
て
い
た
事
実
と
、「
賤
民
」
が
も
っ
て
い
た
「
皮
を
剥
ぎ

取
得
す
る
権
利
を
、
三
浦
さ
ん
は
同
じ
レ
ベ
ル
で
見
よ
う
と
し
た
」
と
の
べ
て
、
中

世
「
賤
民
」
史
研
究
を
主
導
し
た
三
浦
圭
一
の
独
自
な
視
点
に
注
目
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
視
点
に
つ
い
て
の
横
井
の
見
解
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。「
そ
れ
が
ど
う

展
開
す
る
か
は
、
三
浦
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
不
明
な
ん
だ
け
ど
、
大
事
な
視

点
だ
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
か
ら
は
生
命
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る

か
、
死
体
を
具
体
的
に
ど
う
捉
え
る
か
、
宇
宙
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

球
体
を
成
す
よ
う
な
世
界
観
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
皮
を
剥
い
で
そ
れ
を

取
得
す
る
こ
と
と
死
体
の
衣
類
を
受
け
取
る
こ
と
が
無
縁
な
も
の
と
は
私
も
思
え
な

い
。（
略
）
皮
剥
ぎ
と
部
落
差
別
の
問
題
は
極
め
て
密
接
な
問
題
で
す
。
差
別
の
根

源
に
そ
の
行
為
や
穢
れ
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。
一
方
で
、
そ
れ

と
同
じ
世
界
に
お
い
て
、
死
者
の
衣
類
を
取
得
す
る
こ
と
が
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
観
点
は
、
私
ら
が
携
わ
っ
て
い
た
部
落
史
研
究
の
中
に
は

な
か
っ
た
」
と
の
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
「
牛
馬
に
と
っ
て
衣
裳
に
あ
た
る
の
が
皮

革
に
他
な
ら
な
い
）
2
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」
と
い
う
三
浦
の
指
摘
を
受
け
て
、
横
井
は
「
身
に
付
け
て
い
る

表
皮
を
剥
ぎ
と
る
権
利
と
行
為
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
新

た
に
提
起
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
斃
牛
馬
の
場
合
に
即
し
て
い
え
ば
、「
斃

牛
馬
処
理
権
」
と
い
う
概
念
や
「
斃
死
し
た
牛
馬
を
取
得
す
る
権
利
」
と
い
う
説
明

に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
権
利
、
つ
ま
り
皮
を
剥
ぎ
取
る
権
利
を
独
自
に
考
え
る

べ
き
だ
と
い
う
の
が
横
井
の
見
解
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

関
連
し
て
、
三
浦
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
薬
師
寺
公
文
所
の
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
二
月
の
掟
法
に
、
一
旦
追
放
さ
れ

た
犯
人
が
「
領
内
に
還
住
し
徘
徊
し
て
い
る
の
を
発
見
し
た
な
ら
ば
、
宿
者
・
非
人

は
そ
の
も
の
の
衣
類
を
剥
ぎ
と
っ
て
重
ね
て
領
内
追
放
を
実
施
す
る
と
記
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
）
3
（

。
こ
う
し
た
衣
類
の
取
得
は
「
領
内
追
放
」
と
い
う
境
界
と

深
く
か
か
わ
る
行
為
、
い
い
か
え
れ
ば
犯
人
を
こ
ち
ら
側
か
ら
向
こ
う
側
の
世
界
へ

送
り
出
す
際
の
行
為
と
い
っ
て
よ
く
、
死
者
を
他
界
＝
異
界
へ
送
り
出
す
際
の
衣
類

の
取
得
に
照
応
す
る
。
と
も
あ
れ
、「
身
に
付
け
て
い
る
表
皮
を
剥
ぎ
と
る
権
利
と

行
為
」
は
、
生
き
て
い
る
者
の
衣
類
の
取
得
も
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
諸
権
利
の
ほ
か
に
、
中
世
「
賤
民
」
に
は
「
癩
者
」
に
対
す
る
監
督
権

も
あ
っ
た
。
丹
生
谷
哲
一
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
ら
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
近
世

初
期
の
『
日
葡
辞
書
』
や
『
日
本
大
文
典
』
の
「
賤
民
」
に
関
す
る
記
述
に
ふ
れ
て
、

「
獣
の
皮
を
剥
ぎ
、
癩
者
を
監
督
し
、
刑
を
執
行
し
、
か
つ
自
身
、
乞
食
の
一
種
で

も
あ
る
河
原
者
、
そ
し
て
、
特
異
な
乞
食
と
し
て
の
癩
者
、
と
い
っ
た
枠
組
に
お
い

て
、
中
世
の
そ
れ
と
何
ら
異
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
」
と
の

べ
て
い
る
）
4
（

。

そ
こ
で
、
横
井
の
指
摘
と
の
関
連
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、「
癩
」
が
瘡
の
病
の
一

つ
、
皮
膚
の
病
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
と
、
斃
牛
馬
や

埋
葬
す
る
死
体
な
ど
の
「
身
に
付
け
て
い
る
表
皮
を
剥
ぎ
と
る
」
行
為
ば
か
り
で
な
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く
、「
癩
者
」
の
監
督
と
い
う
行
為
も
「
表
皮
」
に
か
か
わ
る
権
利
と
し
て
「
同
じ

レ
ベ
ル
」
で
見
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
「
賤
民
」

の
諸
権
利
は
、
身
を
覆
っ
て
い
る
「
表
皮
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
一
括
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
諸
権
利
の
源
泉
で
あ
る
。
す
で
に
藤
沢
靖
介
は
、

近
世
「
賤
民
」
が
権
益
を
有
し
た
旦
那
場
・
勧
進
場
を
、
神
仏
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ

る
宗
教
的
領
域
と
見
な
し
、
そ
こ
で
の
斃
牛
馬
処
理
の
宗
教
的
性
格
を
指
摘
し
て
い

る
）
5
（

。
し
か
し
、「
賤
民
」
の
諸
権
利
の
宗
教
的
源
泉
と
さ
れ
る
神
仏
の
具
体
的
内
容

や
、
神
仏
と
「
表
皮
」
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

日
本
民
俗
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
名
社
大
社
の
神
々
が
「
穢
れ
」（
死
穢
、
産
穢
、

血
穢
な
ど
）
を
忌
避
し
た
の
に
対
し
、
民
俗
的
世
界
に
は
「
穢
れ
」
を
厭
わ
な
い
神
々

が
多
く
存
在
し
た
と
い
う
）
6
（

。
近
世
「
賤
民
」
は
も
と
よ
り
、
中
世
「
賤
民
」
の
祀
っ

て
い
た
神
々
も
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
も
し
「
賤
民
」
の
祀
っ
て
い
た
神
々
と
「
表
皮
」

と
の
深
い
関
係
が
具
体
的
に
検
証
さ
れ
た
な
ら
、
そ
う
し
た
神
々
と
斃
牛
馬
の
皮
や

死
体
の
衣
類
な
ど
を
剥
ぎ
取
る
権
利
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
「
癩
者
」
に
対
す
る
監

督
権
と
の
関
係
が
、
一
つ
の
検
討
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
そ
れ
ら
諸
権
利
の
行
使
者
が
「
賤
民
」
と
し
て
抑
圧
・
差
別
さ
れ
る
社
会
の
特

質
を
、
民
俗
の
深
層
か
ら
照
ら
し
出
す
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
賤
民
」
が
祀
っ
て
い
た
神
々
と
「
表
皮
」
と
の
密
接

な
関
係
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
の
検
証
は
史
料
的
に
容
易
で
は
な
い
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、「
表
皮
」
＝
皮
膚
に
症
状
の
あ
ら
わ
れ
る
病
の
治
癒

を
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
や
地
蔵
、
石
神
な
ど
の
境
界
の
神
に
祈
願
す
る
習
俗

と
、
境
界
の
神
に
付
随
し
た
「
表
皮
」
＝
衣
類
・
片
袖
・
獣
皮
を
め
ぐ
る
習
俗
や
伝

承
で
あ
る
。
文
献
史
料
と
民
俗
資
料
の
伝
存
状
況
か
ら
い
っ
て
、
ま
ず
は
皮
膚
の
病

と
境
界
の
神
に
対
す
る
信
仰
と
の
関
係
を
検
証
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
境
界

の
神
の
本
来
の
姿
を
見
極
め
、
そ
の
上
で
本
来
的
な
境
界
の
神
と
中
世
・
近
世
「
賤

民
」
の
祀
っ
て
い
た
神
々
と
の
共
通
性
や
、
そ
う
し
た
神
々
と
「
賤
民
」
の
も
つ
諸

権
利
と
の
関
係
な
ど
の
検
討
へ
、
作
業
・
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
の
が
適
切
な
手
順
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
方
法
的
に
は
発
見
的
方
法
と
し
て
の
類
推
を
多
用
す
る
。
類
推
と
は

「
二
つ
の
特
殊
的
事
例
が
多
数
の
本
質
的
な
点
に
お
い
て
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
他

の
属
性
に
関
し
て
も
類
似
の
存
在
す
る
こ
と
を
推
論
す
る
も
の
で
、
特
殊
か
ら
他
の

特
殊
へ
の
推
理
」
の
こ
と
で
あ
る
）
7
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。
た
し
か
に
、
類
推
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
結

論
は
蓋
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
物
事
」
の
総
体
を
よ
り
整
合
的
か
つ
体

系
的
に
説
明
で
き
る
場
合
は
、
得
ら
れ
た
結
論
を
確
実
性
の
高
い
一
つ
の
仮
説
と
し

て
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

な
お
、
本
稿
の
文
中
の
地
名
は
、
依
拠
し
た
史
料
や
報
告
資
料
に
記
さ
れ
た
地
名
、

も
し
く
は
そ
れ
ら
が
作
成
さ
れ
た
当
時
の
地
名
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

❶
境
界
の
神
へ
の
祈
願
―
問
題
の
所
在
―

道
祖
神（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）　

峠
や
坂
、
村
の
入
り
口
の
辻
、
渡
し
場
な
ど
の
地
境
に

祀
ら
れ
て
い
た
神
と
し
て
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
村
の
中
央
の
辻
に
祀
ら
れ
て
い
た
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
も
少
な
く
な

い
。
人
び
と
は
、
こ
う
し
た
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
に
子
授
け
、
縁
結
び
、
下
の

病
の
治
癒
な
ど
を
祈
願
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
路
傍
の
神
に
行
路
の
安
全
を
祈

願
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
奥
州
名
取
郡
笠
島
の
道
祖
神
の
享
保
二
年

（
一
七
一
七
）
の
縁
起
に
は
、「
民
人
、
旅
行
の
恙
な
き
を
祈
り
、
男
女
の
嫁
娶
を
願

ふ
」
と
あ
り
）
8
（

、
文
政
一
三
年
（
一
八
三
○
）
の
縁
起
に
は
、「
男
女
の
根
疾
む
時
、

ま
た
、
子
な
き
者
祈
る
時
は
、
霊
験
新
か
也
」
と
あ
る
）
9
（

。

こ
れ
ら
の
祈
願
の
な
か
で
、
ま
ず
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
下
の
病
の

治
癒
で
あ
る
。
な
ぜ
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
に
梅
毒
な
ど
の
下
の
病
の
治
癒
を

祈
願
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
下
の
病
と
は
ど
の
よ
う
な
病
で
あ
っ
た

の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の

が
、
永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
か
ら
同
一
○
年
に
か
け
て
日
本
に
伝
播
し
た
と
い
う

梅
毒
が
、
唐
瘡
・
広
東
瘡
・
楊
梅
瘡
・
琉
球
瘡
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
）
10
（

、
つ
ま

り
瘡
の
病
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
軟
性
下
疳
や
淋

病
に
あ
っ
て
も
、
や
は
り
局
所
が
腫
れ
、
粘
膜
が
侵
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
点
に
注

目
す
れ
ば
、
人
び
と
は
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
に
下
の
病
と
い
う
皮
膚
に
症
状
の

あ
ら
わ
れ
る
病
、
つ
ま
り
皮
膚
の
病
の
治
癒
を
祈
願
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
へ
の
祈
願
の
な
か
に
は
、

裳
瘡
と
い
わ
れ
た
疱
瘡
に
か
か
わ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
う
し
た
伝
承
が
各
地
に
残
っ

て
い
る
。
か
つ
て
疱
瘡
は
一
生
に
一
度
、
誰
も
が
罹
患
し
た
皮
膚
の
病
で
あ
っ
た
か

ら
、
疱
瘡
の
回
避
で
は
な
く
、
そ
の
軽
い
こ
と
を
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。

道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
は
、
古
く
か
ら
疱
瘡
の
守
護
神
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
摂
州
武
庫
郡
西
宮
夷
社
の
百
太
夫
を
想
起
し
た
い
。
こ
の
百

太
夫
が
疱
瘡
の
守
護
神
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、「
百
太
夫
殿
」
と
書
か
れ
た
享
保

初
年
の
疱
瘡
の
守
り
札
）
11
（

や
『
今
古
参
考
南
水
漫
遊
拾
遺
』（
一
の
巻
）
の
記
述
）
12
（

な
ど

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
中
世
の
『
遊
女
記
』
に
「
百
大
夫
は
、
道
祖
神
の
一
名
な

り
」
と
あ
り
）
13
（

、
毎
年
正
月
に
百
太
夫
像
の
顔
に
白
粉
を
塗
る
「
道
祖
神
系
の
神
仏
に

共
通
の
再
生
儀
礼
）
14
（

」
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
疱
瘡
の
守
護
神
百
太
夫
が
道
祖

神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
近
世
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
紀
伊
続
風
土
記
』（
巻
四
五
）
に
は
、
伊
都

郡
菖
蒲
谷
村
の
「
加
佐
塞
神
社
」
に
つ
い
て
、「
村
の
東
に
あ
り
、
土
人
瘡
神
と
称
し
、

瘡
病
に
は
此
神
に
祈
れ
は
、
速
に
応
験
あ
り
と
い
ふ
、
塞
の
神
の
号
の
上
に
瘡
と
い

ふ
こ
と
を
そ
へ
て
い
ふ
に
や
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
15
（

。
古
く
か
ら
「
塞
の
神
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
祭
神
が
、
の
ち
に
「
瘡
神
」
と
も
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い

は
そ
の
逆
で
あ
る
の
か
判
明
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
効
験
が
瘡
の

病
の
治
癒
に
特
化
し
た
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
皮
膚
の
病
と
の
関
連
で
、
小
正
月
の
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
の
火
祭

り
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
火
祭
り
で
は
門
松
や
輪
注
連
な
ど
が
焼
か
れ
た
が
、
た
と

え
ば
越
後
の
風
俗
に
つ
い
て
記
し
た
『
北
越
月
令
』（
嘉
永
二
年
〔
一
八
四
九
〕
序
）

に
は
、「
松
の
節
の
焼
た
る
は
霜
や
け
の
薬
と
し
、
こ
げ
余
れ
る
青
竹
の
根
は
灸
治

の
箸
に
し
て
よ
ろ
し
」
と
あ
る
）
16
（

。
こ
の
よ
う
に
、
門
松
な
ど
の
焼
け
残
り
は
霜
焼
け

と
い
う
皮
膚
の
病
に
効
く
と
さ
れ
て
お
り
、
灸
も
皮
膚
を
刺
激
す
る
治
療
法
の
一
つ

で
、
焼
け
残
り
と
皮
膚
と
の
か
か
わ
り
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
焼
け
残
り
の

帯
び
た
霊
力
が
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
の
霊
力
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
に
梅
毒
な
ど
の
下
の
病

の
治
癒
を
祈
願
す
る
習
俗
の
形
成
は
、
陰
陽
の
形
を
し
た
そ
の
神
体
に
起
因
し
た
と

い
う
よ
り
も
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
が
皮
膚
の
病
（
皮
膚
に
症
状
の
あ
ら
わ
れ

る
病
、
皮
膚
が
侵
さ
れ
る
病
）
に
効
験
が
あ
る
と
い
う
古
く
か
ら
の
信
仰
に
起
因
し

た
と
考
え
る
方
が
事
実
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

地
蔵　

つ
ぎ
に
、
地
蔵
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
道
祖
神

（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
と
同
様
に
、
地
蔵
に
は
地
境
に
祀
ら
れ
て
い
る
も
の
が
き
わ
め
て

多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

資
料
集
と
し
て
、
柳
田
国
男
監
修
『
日
本
伝
説
名
彙
）
17
（

』
を
利
用
す
る
。
そ
れ
は
全

国
的
規
模
で
各
種
文
献
か
ら
広
く
採
取
し
た
伝
説
集
で
、
多
彩
な
伝
説
を
「
木
の
部
」

や
「
石
・
岩
の
部
」、「
祠
堂
の
部
」
な
ど
、
伝
説
の
付
随
し
て
い
る
場
所
に
よ
っ
て

分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
祠
堂
の
部
」
に
「
地
蔵
」
の
項
が
あ
る
。
そ
こ
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
地
蔵
も
、
多
く
は
国
境
や
村
境
、
峠
、
辻
、
橋
の
た
も
と
、
堤
、

岸
辺
な
ど
の
地
境
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
地
蔵
の
な
か
に
は
祈
願
の
内

容
の
判
明
す
る
も
の
が
五
二
体
あ
る
。
個
々
の
地
蔵
は
「
夜
泣
き
地
蔵
」（
夜
泣
き
）

や
「
乳
貰
地
蔵
」（
授
乳
）、「
疣
取
り
地
蔵
」（
疣
）、「
く
さ
地
蔵
」（
瘡
）、「
雨
上

げ
地
蔵
」（
日
和
乞
い
）
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
に
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
機
能
分
化
が

著
し
い
。
表
は
、
そ
う
し
た
五
二
体
の
地
蔵
を
祈
願
の
内
容
別
に
分
類
し
、
そ
の
数



［皮膚の病と境界の神］……鯨井千佐登

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
地
蔵
へ
の
祈
願
、
い
い
か
え
れ
ば
地
蔵
の
効
験
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

安
産
や
子
授
け
、
子
育
て
に
か
か
わ
る
も
の
（
一
五
体
）
と
皮
膚
の
病
の
治
癒
で
あ

る
（
一
三
体
）。
疣
や
瘡
ば
か
り
で
な
く
、
麻
疹
も
皮
膚
に
症
状
の
あ
ら
わ
れ
る
病

で
あ
る
。
表
に
疱
瘡
が
見
え
な
い
の
は
、
資
料
の
多
く
が
種
痘
以
後
の
近
代
の
も
の

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
眼
病
（
一
体
）
は
、
眼
が
皮
膚
と
同
様
に
外
界
と
接
触

す
る
身
体
部
位
で
あ
る
点
で
皮
膚
の
病
と
共
通
し
て
お
り
、
と
り
あ
え
ず
皮
膚
の
病

の
な
か
に
入
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
の
場
合
と
同
様
に
、
多
く
の
地
蔵
が
皮

膚
の
病
に
効
験
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
安
産
や
子
授
け
な
ど
、

出
産
に
か
か
わ
る
効
験
に
つ
い
て
も
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
が
子
授
け
の
神
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
が
縁
結
び
の
神
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
表
に
は
縁
結
び
が
見
え
な
い
。
し
か
し
「
地
蔵
を
以
て
縁
結
び
の
神
と
見

る
観
方
」
も
あ
り
、「
古
く
は
『
沙
石
集
』
に
も
見
え
、
江
戸
の
浅
草
に
は
文
箱
地

蔵
と
い
う
艶
文
を
と
り
も
つ
と
い
う
地
蔵
が
あ
っ
た
し
」、「
東
京
の
保
谷
の
六
地
蔵

は
盂
蘭
盆
の
二
十
四
日
を
縁
日
と
し
て
、
そ
の
日
が
男
女
の
縁
結
び
の
機
会
」
と
も

な
っ
た
と
い
う
）
18
（

。
こ
う
し
た
縁
結
び
や
表
に
あ
げ
ら
れ
た
縁
切
り
の
問
題
は
、
古
代

の
市
や
歌
垣
な
ど
に
端
的
に
見
ら
れ
た
人
と
人
と
の
関
係
の
転
換
の
場
と
い
う
地
境

や
村
の
中
央
の
辻
の
特
性
と
か
か
わ
ら
せ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
別

の
機
会
に
取
り
上
げ
た
い
。

石
神　

地
境
や
村
の
中
央
の
辻
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
仏
が
、
ど
れ
も
道
祖
神
（
サ

イ
ノ
カ
ミ
）
や
地
蔵
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
呼

称
を
も
つ
石
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
現
在
の
秋
田
県
大
館
市
付
近
を
巡

遊
し
た
菅
江
真
澄
（
一
七
五
四
〜
一
八
二
九
年
）
は
、
そ
の
日
記
に
つ
ぎ
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
（『
に
え
の
し
が
ら
み
』
享
和
三
年
〔
一
八
○
三
〕
六
月
二
日
条
）
19
（

）。

杉
沢
の
村
の
ほ
と
り
、
小
坂
の
路
の
か
た
は
ら
な
る
処
に
小
祠
あ
り
。
長
き
石

を
い
く
つ
も
立
な
ら
べ
て
瘡
神
と
申
、
品
累
な
る
草
八
幡
の
ご
と
く
、
身
の
瘡

い
や
し
給
ふ
御
神
と
て
人
ま
う
で
ぬ
。

こ
れ
も
村
境
の
坂
の
路
傍
に
祀
ら
れ
て
い
た
石
神
で
あ
っ
た
が
、「
瘡
神
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
ま
た
、「
瘡
か
き
石
と
て
、
身
に
か
さ
の
あ
る
人
の
い
の
る
」
石
神

（
菅
江
真
澄
『
み
か
べ
の
よ
ろ
い
』
文
化
二
年
〔
一
八
○
五
〕
八
月
一
二
日
条
）
20
（

）
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
出
産
に
か
か
わ
る
祈
願
に
応
え
る
と
信

表1　祈願の内容別地蔵数

出産・育児 その他の病 その他

安産 6 歯痛 5 縁切り 2

夜泣き 4 瘧 2 行旅の安穏 1

子授け 2 口中の荒れと虫歯 1 迷子 1

授乳 2 癪 1 冤罪 1

涎 1 頭痛と目まい 1 大漁 1

小計 15 インフルエンザ 1 富貴 1

皮膚の病 小計 11 笛の上達 1

疣 4 天気 安眠 1

瘡 3 雨乞い 2 小計 9

皮膚病 2 日和乞い 1 合計 52

下の病 1 雨乞いと日和乞い 1

麻疹 1 小計 4

手の荒れ 1

眼病 1

小計 13

柳田国男監修・日本放送協会編『日本伝説名彙』（日本放送出版協会，1950年初版，1971年改版）の「祠
堂の部　地蔵」に依拠して作成した。「下の病」は1体であるが，同一地域に他に3～ 4体あるという。
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じ
ら
れ
て
い
た
石
神
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
。

以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
や
地
蔵
、
石
神
な
ど
に
子

授
け
や
安
産
、
皮
膚
の
病
の
治
癒
な
ど
を
祈
願
す
る
習
俗
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
う

し
た
神
仏
の
多
く
は
地
境
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
村
の
中
央
の
辻
に
祀
ら
れ
て
い
る
道

祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
笹
本
正
治
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
場

所
は
他
界
＝
異
界
と
こ
の
世
の
境
界
領
域
で
、
古
く
は
そ
う
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い

う
）
21
（

。
も
ち
ろ
ん
野
晒
し
で
は
な
く
、
寺
堂
や
社
殿
の
な
か
に
祀
ら
れ
て
い
る
も
の
も

少
な
く
な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
や
地
蔵
、
石
神
な
ど
の
よ
う
に
、
専
ら
地

境
や
村
の
中
央
の
辻
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
仏
を
、
と
り
あ
え
ず
境
界
の
神
と
総
称
し

た
い
。
ま
た
、
祀
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
多
少
と
も
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い

た
自
然
石
や
樹
木
な
ど
も
境
界
の
神
と
見
な
し
て
考
察
を
加
え
て
ゆ
く
。

こ
れ
に
若
干
付
言
す
れ
ば
、
小
松
和
彦
は
日
本
民
俗
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
古
く

は
人
間
が
「
死
後
、
祖
霊
と
な
り
、
他
界
に
こ
も
っ
て
い
て
、
や
が
て
再
び
子
孫
と

し
て
再
生
す
る
と
い
う
『
生
ま
れ
か
わ
り
』
の
観
念
」
も
あ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
）
22
（

。

祖
霊
観
念
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
こ
の
よ
う
に
人
間
の
死
と
誕
生
が
他
界
＝
異
界

と
こ
の
世
の
間
の
霊
魂
の
往
復
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
境
界
領
域
に
存
在

す
る
境
界
の
神
へ
の
子
授
け
や
安
産
の
祈
願
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
境
界
の
神
は
他
界
＝
異
界
と
こ
の
世
の
両
界
を
媒
介

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
境
界
の
神
は
子
授
け
や
安
産
ば
か
り
で
な
く
、
皮
膚
の
病
に
も
効
験

が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
第
二
章
〜
第
五
章
が
問
題
に
す
る
の

は
こ
の
点
で
あ
る
。

❷
境
界
の
母
子
神

小
石
＝
子
石　

本
章
で
は
、
境
界
の
神
に
対
す
る
祈
願
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
検

討
し
、
そ
の
信
仰
が
母
子
神
信
仰
、
と
く
に
胎
内
神
や
誕
生
し
た
御
子
神
へ
の
信
仰

を
骨
子
と
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
す
る
。
最
初
に
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
信
仰

や
地
蔵
信
仰
の
原
基
形
態
と
考
え
ら
れ
る
石
神
信
仰
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

羽
州
山
本
郡
上
強
阪
村
の
阿
弥
陀
堂
を
訪
れ
た
菅
江
真
澄
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の

べ
て
い
る
（『
お
が
ら
の
た
き
』
文
化
四
年
〔
一
八
○
七
〕
四
月
二
○
日
条
）
23
（

）。

堂
の
う
ち
に
つ
か
ね
た
る
、
に
ぎ
て
の
前
に
、
塔
の
火
珠
の
ご
と
く
作
り
た
る

大
な
る
石
の
、
ふ
た
つ
に
破
れ
な
が
ら
す
へ
て
あ
り
。
此
石
、
人
の
か
た
ち
な

せ
る
小
石
を
生
り
。
と
こ
ろ
人
、
か
ゝ
る
い
し
な
ご
ひ
と
つ
を
申
う
け
て
家
に

い
の
り
、
子
な
き
女
の
守
り
と
し
、
又
孕
め
る
も
守
り
と
ぞ
せ
り
け
る
。

深
い
割
れ
目
の
あ
る
大
石
が
、
阿
弥
陀
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
真
澄

の
ス
ケ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
大
石
は
台
座
の
上
に
置
か
れ
た
自
然
石
の
丸
石
で
、
そ

の
周
囲
に
小
石
が
散
ら
ば
っ
て
お
り
、
丸
石
の
割
れ
目
は
陰
門
を
連
想
さ
せ
る
。
と

も
あ
れ
、
右
の
記
述
か
ら
大
石
と
小
石
が
母
子
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

や
、
母
石
の
産
ん
だ
子
石
を
借
り
受
け
て
家
に
持
ち
帰
り
、
子
授
け
や
安
産
の
守
り

神
と
し
て
祈
願
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
母
石
＝
母
神
か
ら
産
ま
れ
た
小
石
＝
子
石
、
す
な
わ
ち
御
子
神
が

祈
願
に
応
え
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
類
例
は
多
く
、
た
と
え
ば
木
内
石
亭

『
雲
根
志
』
前
編
巻
之
一
（
安
永
二
年
〔
一
七
七
三
〕
刊
）
の
「
子
持
石
」
の
項
を

見
る
と
、「
冨
士
山
の
梺
に
子
持
石
村
あ
り
、
里
中
に
一
の
大
石
あ
り
、
か
た
ハ
ら

に
一
穴
あ
り
て
、
其
石
穴
を
ほ
そ
き
竹
に
て
く
ぢ
れ
ハ
、
む
く
ろ
じ
の
ご
と
き
色
青

黒
の
小
石
こ
ろ
び
出
る
」、「
子
な
き
婦
人
一
七
日
身
を
清
く
し
、
朔
日
ご
と
に
此
石

を
清
浄
な
る
水
に
ひ
た
し
、
其
水
を
服
す
る
時
ハ
、
た
ち
ま
ち
子
を
は
ら
む
と
云
伝

へ
り
」
と
あ
る
）
24
（

。
つ
ま
り
、
富
士
山
麓
の
子
持
石
村
の
大
石
に
は
穴
が
あ
り
、
俗
伝

で
は
、
そ
こ
か
ら
ほ
じ
く
り
出
さ
れ
た
小
石
を
浸
し
た
水
を
飲
め
ば
子
を
孕
む
と
い

う
の
で
あ
る
。「
子
持
石
」
＝
大
石
の
穴
の
な
か
は
母
胎
と
見
な
さ
れ
、
そ
こ
か
ら

産
ま
れ
た
小
石
＝
子
石
が
霊
力
を
発
揮
す
る
と
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
は
皮
膚
の
病
に
効
験
の
あ
る
自
然
石
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。
近
代
の
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フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
で
は
あ
る
が
、
前
述
し
た
『
日
本
伝
説
名
彙
』（
以
下
、『
名
彙
』
と

略
記
）
に
よ
る
と
、
長
野
県
諏
訪
郡
上
諏
訪
町
北
沢
に
あ
る
「
疣
石
」
は
、「
高
さ

五
、六
間
の
大
な
る
集
塊
岩
」
で
、「
こ
の
石
か
ら
小
石
を
借
り
て
き
て
、
疣
を
こ
す

る
と
癒
る
」
と
さ
れ
、「
癒
っ
た
ら
借
り
て
き
た
石
に
似
た
も
の
を
添
え
て
返
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
）
25
（

。
注
目
し
た
い
の
は
、「
岩
の
上
部
に

穴
が
あ
る
が
、
一
度
そ
の
穴
の
中
へ
石
を
投
げ
込
ん
で
か
ら
借
り
て
行
く
の
で
な
け

れ
ば
、
効
果
が
な
い
と
も
い
っ
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
俗
信
も
単
な
る

小
石
で
は
効
き
目
が
な
く
、
母
石
の
穴
＝
胎
内
か
ら
産
ま
れ
た
子
石
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
母
子
神
信
仰
の
名
残
で
、
や
は
り
小
石
＝
子
石
が
祈
願
に
応
え
る
と

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
小
石
の
借
用
と
返
納
も
阿
弥
陀

堂
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
類
例
は
多
く
、
た
と
え
ば
岐
阜
県
中
津
川
市
落
合
と
銭

亀
と
の
地
境
の
「
大
岩
の
も
と
に
祠
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
小
石
が
多
く
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
ア
ザ
や
イ
ボ
の
あ
る
人
は
、
こ
の
小
石
を
う
け
て
き
て
、
こ
す
る
と
良
く
と

れ
る
と
言
い
、
と
れ
た
場
合
、
こ
の
小
石
を
返
し
参
詣
す
る
」
と
い
う
）
26
（

。
こ
の
場
合

は
、
祠
が
岩
の
上
部
の
穴
に
相
当
す
る
と
い
え
よ
う
か
。

皮
膚
の
病
に
効
験
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
近
世
の
事
例
と
し
て
は
、
江
戸
浅

草
新
町
の
白
山
社
の
場
合
が
わ
か
り
や
す
い
。
浅
草
新
町
は
山
谷
堀
と
隅
田
川
に
近

く
、
地
境
を
な
す
。『
浅
草
志
』（
文
政
四
年
〔
一
八
二
一
〕
書
写
）
に
は
、「
白
山

権
現　

新
町
の
内
、
此
地
鎮
守
と
す
、
祭
神
陰
神
、
太
神
宮
は
陽
神
四
座
あ
り
、
疱

瘡
神
と
呼
ぶ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
27
（

。
こ
の
よ
う
に
、
白
山
権
現
は
「
陰
神
」
＝
女
神

で
、「
疱
瘡
神
」
＝
疱
瘡
の
守
護
神
と
さ
れ
て
い
た
。
問
題
の
小
石
の
借
用
と
返
納

に
つ
い
て
は
、
江
戸
の
戯
作
者
曲
亭
馬
琴
の
『
馬
琴
日
記
』（
天
保
二
年
〔
一
八
三
一
〕

三
月
四
日
条
）
28
（

）
に
「
今
日
、
太
郎
さ
ゝ
湯
い
た
し
候
ニ
付
、
疱
瘡
棚
、
撤
之
。
白
山

権
現
守
札
并
ニ
幣
、
其
外
供
物
一
式
、
だ
る
磨
を
浅
草
山
谷
白
山
神
主
方
迄
持
参
、

為
納
畢
。（
略
）
年
々
借
用
の
小
石
等
も
進
納
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
浅

草
新
町
の
白
山
社
か
ら
毎
年
小
石
を
借
用
し
、
疱
瘡
成
就
の
の
ち
そ
れ
を
返
納
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
石
の
借
用
と
返
納
が
前
掲
の
諸
事
例
と
共
通
す
る
こ

と
や
、
白
山
社
に
お
け
る
女
神
と
小
石
の
取
り
合
わ
せ
か
ら
、
こ
の
小
石
も
子
石
＝

御
子
神
と
い
っ
て
よ
く
、
疱
瘡
と
い
う
皮
膚
の
病
に
効
験
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
な
お
、「
さ
ゝ
湯
」
＝
酒
湯
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

関
連
し
て
、
奥
州
気
仙
郡
今
泉
村
の
子
安
観
音
堂
の
本
尊
と
さ
れ
た
石
神
に
つ
い

て
も
見
て
み
た
い
。
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
の
今
泉
村
『
風
土
記
御
用
書
出
』
に

は
、「
本
尊　

往
古
男
石
女
石
と
申
両
石
有
之
由
、
女
石
ハ
高
さ
五
尺
程
幅
四
尺
程

ニ
而
、
此
石
の
間
ニ
丸
キ
石
を
挟
ミ
、
其
形
婦
人
之
子
を
産
候
こ
と
く
ニ
御
座
候
間
、

産
形
石
と
唱
来
安
産
之
祈
願
相
懸
申
候
」
と
あ
り
、
一
方
の
「
男
石
ハ
何
方
ニ
在
之

候
哉
相
心
得
候
者
無
御
座
候
」
と
あ
る
）
29
（

。「
女
石
」
の
形
状
か
ら
、「
丸
キ
石
」
は
産

ま
れ
出
よ
う
と
す
る
胎
内
神
＝
御
子
神
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
自
然
石
が

子
安
観
音
堂
の
本
尊
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
、
こ
れ
は
石
神
信
仰
を
ふ
ま

え
て
観
音
信
仰
が
地
域
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
事
例
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
ち

な
み
に
、「
男
石
」
は
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
、
こ
の
信
仰
の
骨
子
は
母
子
神
信
仰
に
あ
り
、「
女
石
」
と
は
い
っ
て
も
、

子
石
＝
御
子
神
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
子
石
＝
御
子
神
を
独
自
に
祀
っ
て
い
る
社
も
あ
っ
た
。
菅
江
真
澄
は

前
述
し
た
阿
弥
陀
堂
の
母
石
の
周
囲
の
子
石
に
つ
い
て
、「
こ
の
う
め
ら
ん
子
石
の

多
か
る
こ
と
あ
り
、
す
く
な
き
こ
と
あ
り
、
い
ま
は
十
あ
ま
り
も
親
石
の
め
ぐ
り
に

在
り
。
す
く
な
き
と
き
は
外
に
あ
そ
び
す
、
多
か
れ
ば
、
み
な
も
と
り
給
ふ
と
い
ひ

な
ら
は
し
の
あ
り
」
と
の
べ
て
、
御
子
神
の
遊
行
性
に
注
目
し
、「
遠
つ
あ
ふ
み
の

荒
井
の
浦
の
ほ
と
近
き
中
の
合
村
な
る
飛
神
と
て
、
曲
玉
を
齋
る
社
に
も
し
か
も
の

か
た
り
あ
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
30
（

。
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
』（
巻
三
○
）
は
『
市

井
雑
談
集
』（
宝
暦
一
四
年
〔
一
七
六
四
〕
刊
）
を
ひ
い
て
、
こ
の
「
飛
神
」
の
こ

と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
）
31
（

。

遠
州
新
居
町
近
郷
中
郷
村
に
、
二
宮
明
神
と
号
す
る
社
あ
り
。
是
社
の
神
体
は

小
き
五
色
の
石
に
し
て
穴
あ
り
。
巾
着
の
根
着
等
に
用
ゆ
べ
き
石
也
。
毎
年
祭

礼
の
時
社
人
立
合
、
彼
石
の
数
を
改
め
封
印
し
箱
に
納
め
置
に
、
翌
年
祭
礼
の
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時
改
れ
ば
其
数
多
少
あ
り
。
或
は
こ
の
石
、
新
居
町
の
近
所
道
の
側
な
ど
に
在

る
を
旅
人
な
ど
拾
ひ
行
去
こ
と
あ
り
。
其
時
は
新
居
の
茶
店
に
て
氏
神
の
石
た

る
よ
し
断
も
ら
ひ
、
彼
社
に
返
し
納
る
と
云
。
加
様
に
所
々
に
出
る
を
以
て
此

社
を
飛
神
の
社
と
呼
ぶ
。

二
宮
明
神
は
浜
名
湖
畔
に
あ
っ
て
地
境
に
位
置
す
る
。
ま
た
、
新
居
に
は
東
海
道

の
関
所
も
あ
っ
た
。
こ
の
二
宮
明
神
の
神
体
と
さ
れ
箱
に
納
め
ら
れ
た
小
石
も
、
阿

弥
陀
堂
の
子
石
と
同
様
に
、
遊
行
性
を
備
え
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
お
そ
ら

く
、
神
聖
な
箱
は
阿
弥
陀
堂
の
母
石
に
相
当
し
、
箱
の
な
か
の
小
石
は
子
石
＝
胎

内
神
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
も
、
武
州
豊
島
郡
雑
司
ケ
谷
村
の
鬼
子
母
神

社
の
境
内
に
あ
る
鷺
明
神
社
の
祭
神
が
、「
痘
瘡
守
護
神
ナ
リ
、（
略
）
神
体
ハ
一
寸

五
分
許
ノ
白
茶
色
ノ
小
石
ナ
リ
」
と
さ
れ
て
い
た
が
（『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
巻

一
六
）
32
（

）、
小
石
と
鬼
子
母
神
社
の
祭
神
と
の
取
り
合
わ
せ
に
注
意
す
べ
き
で
、
こ
れ

も
御
子
神
に
淵
源
す
る
小
石
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
石
神
信
仰
の
特
徴
と
し
て
、
母
子
神
信
仰
、
と
く
に
胎
内
神
＝
御
子
神
へ

の
信
仰
を
骨
子
と
し
て
い
た
こ
と
や
、
御
子
神
＝
子
石
の
借
用
と
返
納
と
い
う
習
俗

が
あ
っ
た
こ
と
、
御
子
神
が
遊
行
性
を
備
え
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど

を
指
摘
し
た
。

陽
物
の
模
型　

つ
ぎ
に
、
小
石
＝
子
石
の
よ
う
な
自
然
物
で
は
な
く
、
陽
物
の
模

型
と
い
う
人
工
物
に
注
目
し
た
い
。

前
述
し
た
奥
州
名
取
郡
笠
島
の
道
祖
神
は
、
村
境
の
坂
の
上
に
祀
ら
れ
て
い
た
境

界
の
女
神
で
、
こ
れ
に
陽
物
の
模
型
を
奉
納
し
祈
願
し
た
（『
源
平
盛
衰
記
』〔
巻
の

七
〕
な
ど
）。
ま
た
、
い
っ
た
ん
奉
納
さ
れ
た
陽
物
の
模
型
を
借
り
受
け
て
家
に
持

ち
帰
り
、
祈
願
成
就
の
の
ち
増
や
し
て
返
納
す
る
習
俗
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
広
く

各
地
に
見
ら
れ
、
尾
州
丹
羽
・
東
春
日
井
両
郡
の
郡
境
の
近
く
に
あ
っ
た
女
神
を

祭
神
と
す
る
田
県
神
社
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。『
尾
陽
歳
事
記
』（
天
保
一
五
年

〔
一
八
四
四
〕
序
）
に
は
、「
社
頭
の
辺
に
木
作
の
男
根
、
時
と
し
て
落
て
在
な
り
。

是
は
陰
茎
の
弱
き
人
、
婚
姻
に
縁
遠
き
人
又
男
女
子
な
き
人
、
下
疳
淋
疾
を
煩
ふ
人

の
祈
願
成
就
の
謝
物
な
り
と
そ
」
と
あ
り
）
33
（

、
沼
沢
喜
一
も
「
病
気
全
治
の
た
め
と
か
、

子
を
授
か
る
た
め
に
貸
し
与
え
ら
れ
る
。
祈
願
が
成
就
す
れ
ば
借
り
た
男
茎
形
は
返

納
さ
れ
る
が
、
同
時
に
他
の
新
し
い
男
茎
形
も
一
緒
に
礼
物
と
し
て
供
え
ら
れ
る
」

と
の
べ
て
い
る
）
34
（

。
ち
な
み
に
、
笠
島
の
道
祖
神
は
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
に
女

神
か
ら
猿
田
彦
に
改
変
さ
れ
た
が
、
祭
神
を
女
神
と
す
る
伝
承
や
陽
物
の
模
型
を
め

ぐ
る
習
俗
が
在
地
か
ら
消
失
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
35
（

。

で
は
、
手
作
り
の
単
な
る
模
型
に
す
ぎ
な
か
っ
た
陽
物
が
、
祈
願
の
対
象
と
さ
れ

た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
前
述
し
た
「
疣
石
」
の
小
石
の
場
合
と
同
様
に
、

奉
納
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
神
の
胎
内
に
入
り
、
新
し
い
生
命
を
獲
得
す
る
と
い

う
信
仰
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
胎
内
神
＝
御
子
神
に
転
化
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
っ
た
ん
女
神
に
奉
納
さ
れ
た
陽
物
の
模
型
を
祈

願
の
対
象
と
す
る
習
俗
も
、
石
神
信
仰
の
場
合
と
同
様
に
、
母
子
神
信
仰
を
基
盤
に

し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
陽
物
の
模
型
の
御
子
神
と
し
て
の
性
格
は
、
そ
の
遊
行
性
に
も
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
奥
州
岩
手
郡
巻
堀
村
の
金
勢
宮
は
、
鉄
製
の
「
男
根
の
形

と
陰
門
の
形
な
る
石
」
を
神
体
と
し
て
い
た
（『
東
遊
雑
記
）
36
（

』）。
菅
江
真
澄
は
こ
の

鉄
製
の
陽
物
の
模
型
に
つ
い
て
、「
あ
る
じ
に
ゆ
へ
を
と
へ
ば
、
む
か
し
、
粟
生
の

草
ひ
き
や
る
女
の
た
ぶ
さ
に
さ
は
る
も
の
あ
り
。
あ
や
し
の
形
な
れ
ば
と
り
捨
た
る

に
、
ふ
た
ゝ
び
し
か
せ
り
。
さ
り
け
れ
ば
と
り
持
か
へ
り
て
、
道
祖
神
と
い
は
ひ
た

い
ま
つ
り
し
が
は
じ
め
と
い
ふ
」
と
の
べ
て
い
る
（『
け
ふ
の
せ
ば
の
ゝ
』
天
明
五

年
〔
一
七
八
五
〕
九
月
八
日
条
）
37
（

）。
つ
ま
り
、
粟
畑
の
草
を
と
る
女
の
髪
に
異
形
の

も
の
が
さ
わ
る
の
で
、
こ
れ
を
道
祖
神
と
し
て
祀
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
遊
行
性
を
備
え
た
鉄
製
の
陽
物
の
模
型
は
御
子
神
で
、
女
陰
石
と
は

母
子
関
係
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
巻
堀
村
の
金
勢
宮
の
よ
う
に
主
神
を
男
女
二
神
と
し
、
並
祀
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
母
子
神
信
仰
は
後
景
に
退
く
。
笠
島
の
道
祖
神
も
、
文

政
一
三
年
（
一
八
三
○
）
の
縁
起
で
は
「
正
殿
猿
田
彦
大
神
」「
相
殿
天
鈿
女
命
」
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と
さ
れ
て
お
り
）
38
（

、
母
神
で
も
母
子
神
で
も
な
い
。
し
か
し
陽
物
の
模
型
の
奉
納
、
借

用
、
返
納
と
い
う
習
俗
に
は
、
変
わ
ら
ず
に
母
子
神
信
仰
の
原
理
が
貫
徹
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
田
県
神
社
の
小
正
月
の
豊
年
祭
で
は
、
一
尺
八
寸
も
の
長
大
な

陽
物
を
備
え
た
藁
人
形
が
女
神
に
奉
納
さ
れ
、
祭
り
が
す
む
と
、
こ
の
陽
物
の
模
型

が
毎
年
順
番
に
各
村
の
田
の
水
口
に
立
て
ら
れ
た
と
い
う
）
39
（

。
こ
う
し
た
豊
年
祭
は
現

象
的
に
は
男
女
二
神
の
結
婚
＝
神
婚
儀
礼
の
演
出
と
見
え
る
が
、
陽
物
の
模
型
が
田

の
水
口
に
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
原
理
的
に
は
母
子
神
信
仰
に
基
づ

く
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
い
っ
た
ん
奉
納
さ
れ
た
こ
の
陽
物
の
模
型
は
、
新
鮮

な
生
命
力
＝
霊
力
を
帯
び
た
御
子
神
に
転
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
こ
の
田
県
神
社
の
事
例
か
ら
陽
物
の
模
型
＝
御
子
神
と
田
に
豊
穣
を
も
た
ら
す

水
と
の
深
い
関
係
が
指
摘
で
き
、
そ
れ
は
子
持
石
村
の
「
子
持
石
」
か
ら
産
ま
れ
た

「
此
石
を
清
浄
な
る
水
に
ひ
た
し
、
其
水
を
服
す
る
時
ハ
、
た
ち
ま
ち
子
を
は
ら
む
」

と
さ
れ
た
子
石
と
霊
水
と
の
関
係
に
照
応
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
男
女
二
神
の
並
祀
は
古
く
か
ら
あ
り
、
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
も
し

く
は
二
年
に
東
西
の
両
京
の
道
辻
に
陰
陽
の
形
を
刻
ん
だ
男
女
二
体
の
人
形
が
祀
ら

れ
た
こ
と
が
あ
る
）
40
（

。
そ
れ
は
「
岐
神
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）

で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
曾
我
物
語
』（
巻
第
二
）
で
は
京
都
出
雲
路
の
道
祖
神
が
夫
婦

神
と
さ
れ
て
い
た
）
41
（

。
こ
の
出
雲
路
の
道
祖
神
の
場
合
の
よ
う
に
夫
婦
神
と
す
る
見
方

は
古
く
、
し
か
も
広
く
流
布
し
て
お
り
、『
北
越
月
令
』（
嘉
永
二
年
〔
一
八
四
九
〕

序
）
に
も
「
二
柱
な
ら
び
た
て
る
石
像
」
を
「
世
に
猿
田
彦
大
神
と
鈿
女
命
と
い
ふ

は
、
さ
も
あ
る
べ
く
お
も
は
る
る
」
と
あ
る
が
）
42
（

、
祈
願
の
方
法
に
照
ら
せ
ば
、
道
祖

神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
信
仰
の
骨
子
は
や
は
り
母
子
神
信
仰
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、「
お
ほ
き
な
る
男
根
を
こ
し
ら
ひ
、
木
に
つ
り
さ
げ
て
、
こ
れ
を
も

さ
い
の
神
の
神
体
と
な
し
て
、
縁
む
す
び
の
神
と
も
、
腰
よ
り
下
の
病
を
い
や
し
給

ふ
と
も
い
ふ
。
こ
の
神
に
い
の
り
を
か
く
る
も
の
木
椀
を
さ
さ
ぐ
。
わ
ん
に
糸
を
つ

け
て
其
神
前
注
連
縄
に
さ
げ
お
け
り
」
と
い
う
地
域
も
あ
っ
た
（『
北
越
月
令
）
43
（

』）。

こ
の
事
例
で
は
陽
物
の
模
型
の
方
が
逆
に
奉
納
を
受
け
る
側
に
立
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
場
合
も
陽
物
の
模
型
に
捧
げ
ら
れ
た
椀
を
母
胎
の
シ
ン
ボ
ル
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
椀
の
奉
納
に
よ
っ
て
陽
物
の
模
型
＝
御

子
神
の
生
命
の
更
新
、
霊
力
の
再
生
が
図
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
女
神
の
伝
承
や
女
陰
石
、
椀
な
ど
と
無
縁
な
陽
物
の
模
型
も
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
、
伊
能
嘉
矩
に
よ
る
と
、
陸
中
上
閉
伊
郡
綾
織
村
の
オ
コ
マ
サ
マ
の
場
合
は
、

奉
納
さ
れ
た
多
く
の
陽
物
の
模
型
が
神
体
と
さ
れ
て
お
り
、「
其
の
本
尊
と
し
て
秘

し
置
く
の
は
、
約
二
尺
余
の
石
棒
」
で
、「
其
の
崇
拝
の
動
機
は
、（
一
）
男
女
下
部

の
疾
病
平
癒
を
祈
る
と
、（
二
）
婦
女
の
安
産
を
祈
る
と
て
、
其
の
崇
拝
の
方
法
は
、

（
甲
）
新
た
に
神
体
を
模
造
し
て
奉
納
祈
願
す
る
と
、（
乙
）
祠
内
に
納
め
あ
る
神
体

を
借
り
受
け
て
家
に
帰
り
、
祈
願
成
就
の
後
、
更
に
新
造
の
神
体
を
添
え
、
合
せ
て

二
個
と
し
て
返
納
す
る
と
の
二
様
」
で
あ
っ
た
と
い
う
）
44
（

。
こ
の
オ
コ
マ
サ
マ
に
は
女

神
の
伝
承
も
女
陰
石
も
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
祠
の
な
か
に
安
置
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
、
そ
の
祠
は
多
く
の
神
体
が
籠
っ
て
い
る
母
胎
を
意
味

し
、
前
述
し
た
二
宮
明
神
の
神
体
＝
小
石
の
入
れ
ら
れ
た
箱
に
相
当
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。

地
蔵　

地
蔵
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。『
名
彙
』
に
は
、
徳
島
県
名
東
郡
の

「
子
持
地
蔵
」
の
こ
と
が
、「
村
の
名
は
不
明
で
あ
る
が
堤
の
上
に
子
を
抱
い
た
地
蔵

が
あ
る
。
そ
の
台
座
の
上
に
も
ま
た
小
さ
な
地
蔵
が
あ
り
、
子
を
求
む
る
者
は
こ
れ

を
借
り
て
帰
り
、
抱
き
寝
を
す
る
と
い
い
、
験
が
あ
れ
ば
二
つ
に
し
て
返
す
と
い
う
」

と
記
さ
れ
て
い
る
）
45
（

。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、「
台
座
」
の
上
の
「
小
さ
な
地
蔵
」

で
あ
る
。
自
然
石
を
地
蔵
と
呼
ん
で
い
る
事
例
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
や
、
祈
願

成
就
の
の
ち
「
二
つ
に
し
て
返
す
」
習
い
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
小
さ
な

地
蔵
」
は
自
然
石
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
地
蔵
の
傍
ら
に
あ
る
小
石
を
借
り
受
け
て
家
に
持
ち
帰
り
、
増
や
し
て

返
納
す
る
習
俗
は
、
皮
膚
の
病
の
治
癒
を
祈
願
す
る
場
合
に
も
見
ら
れ
た
。
た
と
え

ば
、
羽
州
の
男
鹿
半
島
を
巡
遊
し
た
菅
江
真
澄
の
日
記
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
聞
が

記
さ
れ
て
い
る
（『
お
が
の
あ
き
か
ぜ
』
文
化
元
年
〔
一
八
○
四
〕
九
月
一
○
日
条
）
46
（

）。



国立歴史民俗博物館研究報告
第 集　 年 月

野
路
を
行
て
潮
海
の
へ
た
に
出
て
、
大
口
と
い
ふ
や
か
た
あ
り
。
こ
ゝ
に
、
も

が
さ
の
地
蔵
菩
薩
と
て
石
仏
の
お
は
し
ま
せ
り
。
も
が
さ
い
ま
だ
せ
ざ
る
童

を
つ
れ
来
て
、
こ
の
み
ほ
と
け
の
前
よ
り
、
い
し
な
ご
ひ
と
つ
を
借
り
も
て
き

て
、
是
に
小
石
い
く
ら
も
そ
へ
て
復カ
ヘ

し
、
か
へ
り
ま
を
し
す
と
な
ん
。

「
へ
た
」
は
八
郎
潟
の
湖
岸
、「
や
か
た
」
は
集
落
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
疱
瘡
前
の
子
ど
も
を
連
れ
て
来
て
「
も
が
さ
の
地
蔵
菩
薩
」
の
前
に
あ
っ
た

小
石
を
持
ち
帰
り
、
疱
瘡
の
軽
い
こ
と
を
祈
っ
て
守
り
神
と
し
、
お
礼
参
り
の
と
き

に
増
や
し
て
返
納
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
疱
瘡
を
回
避
す
る
た
め
に
借
り

受
け
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
改
め
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ど
の
地
方
で
も

同
様
で
、
出
雲
国
の
鷺
明
神
と
い
う
海
辺
に
祀
ら
れ
て
い
た
疱
瘡
の
守
護
神
の
場
合

も
、「
近
村
の
者
疱
瘡
前
に
は
此
の
社
段
の
石
を
申
請
け
帰
り
、
疱
瘡
成
就
の
上
返

す
」
習
い
で
あ
っ
た
（
野
田
成
亮
〔
泉
光
院
〕『
日
本
九
峰
修
行
日
記
』
文
化
一
一

年
〔
一
八
一
四
〕
四
月
一
一
日
条
）
47
（

）。

こ
の
よ
う
に
、
人
び
と
の
祈
願
に
応
え
た
の
は
、
地
蔵
の
傍
ら
に
あ
っ
た
小
石
で
、

そ
の
借
用
と
返
納
の
習
俗
も
石
神
や
陽
物
の
模
型
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
。
と

す
れ
ば
、「
子
持
地
蔵
」
や
「
も
が
さ
の
地
蔵
菩
薩
」
は
大
石
＝
母
石
を
形
象
化
し

た
も
の
で
、
そ
の
傍
ら
の
小
石
は
子
石
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
で
は
、「
年
少
の
僧
の
端
正
で
美
麗
な
も
の
が
、

そ
の
ま
ま
地
蔵
の
す
が
た
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
」
と
い
い
）
48
（

、
後
世
の
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
に
お
い
て
も
、
地
蔵
が
童
子
の
姿
で
立
ち
現
れ
た
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
つ
ま
り
、「
子
持
地
蔵
」
や
「
も
が
さ
の
地
蔵
菩
薩
」
は
子
石
や
陽
物
の
模
型

と
置
換
可
能
な
御
子
神
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
岩
手
県
上
閉
伊
郡
松
崎
村
新
張
の
「
遊
び
地
蔵
」
の

伝
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
樹
下
に
台
石
ば
か
り
あ
っ
て
地
蔵
様
は
お
ら
ぬ
。
こ
の
地

蔵
は
常
に
方
々
へ
遊
び
に
行
き
、
と
き
に
は
酒
屋
の
前
、
遊
女
屋
の
前
な
ど
に
行
っ

て
い
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
三
年
に
一
度
ぐ
ら
い
自
分
の
台
座
へ
お
還
り
に
な

り
、
ま
た
す
ぐ
ど
こ
か
へ
出
か
け
て
行
か
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
）
49
（

。
こ
の
姿
の

見
え
な
い
「
遊
び
地
蔵
」
の
遊
行
性
は
、
子
石
や
陽
物
の
模
型
と
共
通
す
る
。
と
す

れ
ば
、「
台
石
」「
台
座
」
が
「
遊
び
地
蔵
」
＝
御
子
神
と
対
を
な
す
大
石
＝
母
石
に

相
当
す
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
「
遊
び
地
蔵
」
の
場
合
か
ら
類
推

す
る
と
、
陸
中
上
閉
伊
郡
綾
織
村
の
オ
コ
マ
サ
マ
の
本
尊
＝
石
棒
が
多
く
の
神
体
を

代
表
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、「
子
持
地
蔵
」
も
「
台
座
」
と
い
う
大
石
＝
母
石
の

上
に
置
か
れ
た
小
石
＝
子
石
の
代
表
格
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
確

証
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
び
と
の
心
願
を
か
な
え
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た

も
の
が
、「
子
持
地
蔵
」
の
「
台
座
」
の
上
に
あ
る
小
石
＝
子
石
で
あ
っ
た
こ
と
に

は
変
わ
り
な
く
、「
も
が
さ
の
地
蔵
菩
薩
」
の
場
合
も
そ
の
傍
ら
に
あ
る
小
石
＝
子

石
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
武
蔵
と
相
模
の
国
境
の
峠
村
の
鼻
欠
地
蔵
は
「
鎌
倉
道
の
傍
に
あ

り
。
巨
巌
の
壁
立
し
た
る
所
に
こ
の
尊
像
を
鐫
り
出
だ
せ
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
（『
江
戸
名
所
図
会
』
巻
之
二
）
50
（

）。
こ
の
よ
う
に
造
形
さ
れ
た
地
蔵
は
、
大
石
の
な

か
か
ら
立
ち
現
れ
る
御
子
神
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
姿
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、

そ
う
し
た
彫
刻
の
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

樹
木
と
葉　
「
遊
び
地
蔵
」
の
伝
説
に
は
「
樹
下
に
台
石
ば
か
り
あ
っ
て
地
蔵
様

は
お
ら
ぬ
」
と
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
樹
木
も
皮
膚
の
病
の
治
癒
な
ど
の
祈
願
に
応

え
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
南
方
熊
楠
『
南
方
随
筆
』

（
一
九
二
六
年
刊
）
に
は
、「
紀
州
西
牟
婁
郡
稲
成
村
大
字
糸
田
に
、
大
な
る
イ
ス
ノ

キ
」
が
あ
り
、「
疣
を
病
む
者
、
こ
の
木
の
か
た
わ
ら
な
る
地
蔵
の
石
像
に
祈
り
、

そ
の
小
枝
を
折
り
、
葉
に
て
疣
を
撫
で
、
捨
て
帰
る
に
必
ず
平
癒
す
と
云
う
」
と
あ

る
）
51
（

。
こ
の
事
例
で
は
、
皮
膚
の
病
に
直
接
霊
力
を
発
揮
し
た
の
は
地
蔵
の
傍
ら
に

あ
っ
た
樹
木
の
小
枝
の
葉
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
日
本
九
峰
修
行
日
記
』（
文
化
一
二

年
〔
一
八
一
五
〕
二
月
二
六
日
条
）
52
（

）
に
は
、
丹
波
国
氷
上
郡
の
兵
主
明
神
の
「
社
後

に
大
石
あ
り
、
六
間
廻
り
、
是
に
玉
垣
あ
り
、
上
に
一
丈
五
尺
廻
り
の
け
や
き
生
い

掛
れ
り
、
是
を
疱
瘡
木
と
云
ふ
、
疱
瘡
を
守
護
の
神
木
也
」
と
見
え
、「
此
宮
は
産

神
也
」
と
も
あ
る
。
樹
木
は
大
石
の
傍
ら
に
あ
っ
て
、
疱
瘡
守
護
の
神
木
と
さ
れ
て
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い
た
。
一
方
、「
此
宮
は
産
神
也
」
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
大
石
は
安
産
や
子

授
け
の
祈
願
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
疱
瘡
守
護
の
神
木

と
安
産
祈
願
の
石
神
の
取
り
合
わ
せ
は
、
京
都
松
尾
神
社
の
「
南
の
本
社
」、
す
な

わ
ち
「
月
読
の
神
宮
」
に
も
見
ら
れ
た
（
黒
川
道
祐
『
雍
州
府
志
』
巻
の
三
、
貞
享

三
年
〔
一
六
八
六
〕
刊
）
53
（

）。

こ
れ
ら
の
樹
木
や
小
枝
の
葉
に
対
す
る
信
仰
も
母
子
神
信
仰
、
御
子
神
信
仰
と
無

関
係
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
問
題
の
所
在
の
指
摘
だ
け
に
と
ど

め
て
お
き
た
い
。

前
章
で
は
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
や
地
蔵
、
石
神
な
ど
の
境
界
の
神
に
対
す

る
「
崇
拝
の
動
機
」
と
そ
れ
ら
の
効
験
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
本
章
で
は
「
其
の

崇
拝
の
方
法
」
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
す
で
に
小
島
瓔
礼
は
、『
桃
太
郎
の
母
』

を
は
じ
め
と
す
る
石
田
英
一
郎
の
仕
事
を
ふ
ま
え
て
、「
大
地
の
生
殖
力
を
象
徴
す

る
大
母
神
同
様
に
、
道
祖
神
に
は
母
子
神
信
仰
の
性
質
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
」
と
の
べ
て
い
た
）
54
（

。
樹
木
と
葉
の
場
合
は
と
も
か
く
、
本
章
で
検
討
し
た
ど
の

事
例
か
ら
も
母
子
神
信
仰
の
名
残
が
看
取
で
き
る
。
境
界
の
神
に
対
す
る
信
仰
が
、

元
来
は
母
子
神
、
と
く
に
胎
内
に
籠
り
新
し
い
生
命
を
獲
得
し
た
胎
内
神
、
あ
る
い

は
新
鮮
な
生
命
力
＝
霊
力
を
備
え
て
誕
生
し
た
御
子
神
へ
の
信
仰
を
骨
子
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

❸
胎
内
の
霊
水
と
皮

杓
子
と
薬
師　

長
野
県
下
高
井
郡
宇
木
の
「
疣
取
り
地
蔵
」
の
「
前
に
小
さ
な
水

溜
が
作
っ
て
あ
る
が
、
そ
の
水
を
頂
い
て
疣
に
つ
け
る
と
と
れ
る
」
と
い
う
俗
信
が

あ
っ
た
）
55
（

。
ま
た
、
周
防
大
島
で
は
「
地
蔵
様
の
お
水
を
つ
け
る
と
疣
が
お
ち
る
」
と

さ
れ
て
お
り
）
56
（

、
地
蔵
の
水
や
大
石
の
水
に
か
か
わ
る
俗
信
が
広
く
各
地
に
分
布
し
て

い
た
。
つ
ま
り
、
境
界
の
神
を
め
ぐ
る
信
仰
世
界
で
は
、
水
が
皮
膚
の
病
に
効
く
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
霊
水
は
境
界
の
母
子
神
と
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
最
初
に
、
越
前
国
南
条
郡
湯
尾
峠
の
境
界
の
神
の
場
合

か
ら
見
て
ゆ
く
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
湯
尾
峠
の
茶
屋
で
は
疱
瘡
の
守
り
札
を
発
行
し
て

い
た
。
井
原
西
鶴
の
『
男
色
大
鑑
』
巻
二
（
貞
享
四
年
〔
一
六
八
七
〕
刊
）
に
も
取

り
上
げ
ら
れ
、「
越
前
の
国
湯
尾
峠
の
茶
屋
の
軒
端
に
、
大
き
な
る
し
や
く
し
を
し

る
し
て
、
孫
じ
や
く
し
と
て
、
疱
瘡
か
ろ
き
守
札
を
出
す
」
と
あ
り
）
57
（

、
の
ち
の
『
日

本
九
峰
修
行
日
記
』（
文
化
一
二
年
〔
一
八
一
五
〕
六
月
一
六
日
条
）
58
（

）
に
は
、「
峠
に

茶
屋
四
軒
あ
り
、
此
茶
屋
二
軒
よ
り
守
出
る
」
と
あ
る
。
こ
の
守
り
札
は
「
孫
じ
や

く
し
」
＝
「
孫
嫡
子
」
と
称
し
、
杓
子
の
版
画
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
杓
子
の
代

用
物
と
い
っ
て
よ
い
）
59
（

。

ま
た
、
湯
尾
峠
の
様
子
を
描
い
た
『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』
巻
之
二
（
享
和
三

年
〔
一
八
○
三
〕
刊
）
の
図
版
か
ら
、
疱
瘡
が
治
癒
し
た
の
ち
瘢
痕
の
消
去
を
願
っ

て
こ
こ
を
訪
れ
、「
孫
嫡
子
」
を
受
け
取
る
旅
人
の
い
た
こ
と
が
わ
か
る
）
60
（

。
つ
ま
り
、

杓
子
の
代
用
物
で
あ
る
「
孫
嫡
子
」
は
、
疱
瘡
を
軽
く
す
る
だ
け
で
な
く
、
瘢
痕
を

消
す
霊
力
も
発
揮
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』（
巻
之
二
）
に
は
、
茶
屋
の
奥
に
「
孫
嫡
子
大

明
神
」
と
書
か
れ
た
暖
簾
や
、
そ
の
左
手
に
神
棚
な
ど
が
描
か
れ
て
お
り
、「
孫
嫡

子
」
を
発
行
し
て
い
た
茶
屋
が
「
孫
嫡
子
大
明
神
」
を
祀
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

ま
た
、
茶
屋
の
西
側
に
は
孫
嫡
子
社
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
「
孫
嫡
子
」

の
発
揮
し
た
霊
力
、
す
な
わ
ち
杓
子
の
そ
れ
は
、「
孫
嫡
子
大
明
神
」
の
霊
力
と
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

問
題
は
、
民
俗
的
信
仰
世
界
で
は
杓
子
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
柳
田
国
男
は
、
杓
子
や
柄
杓
の
原
形
は
瓢
箪
で
、
杓
子
も
霊
魂
の
〈
容
器
〉
と

さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
て
い
る
）
61
（

。
た
し
か
に
、
そ
の
指
摘
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
し

か
し
、「
は
や
り
め
」
が
「
お
玉
杓
子
で
目
を
洗
ふ
と
治
る
）
62
（

」
と
い
う
栃
木
県
芳
賀

郡
茂
木
町
地
方
の
俗
信
を
想
起
す
る
と
、
霊
水
の
〈
容
器
〉
と
し
て
の
杓
子
と
い
う

性
格
も
看
過
で
き
な
い
。
柳
田
自
身
が
あ
げ
て
い
る
諸
事
例
）
63
（

、
す
な
わ
ち
「
杓
子
の
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上
向
き
と
下
向
き
と
に
よ
つ
て
、
年
内
の
晴
雨
を
占
ふ
」
濃
州
美
江
寺
の
祭
事
や
、

「
杓
子
池
」
と
い
う
「
池
に
杓
子
を
入
れ
て
水
を
掻
き
濁
す
を
以
て
有
効
な
る
雨
乞

い
方
法
と
し
て
居
た
」
江
州
愛
智
郡
西
菩
提
寺
村
の
習
俗
、「
柄
杓
を
担
い
で
あ
る

く
と
雨
が
降
る
」
と
い
う
信
州
の
俗
信
な
ど
を
想
起
す
れ
ば
、
杓
子
は
水
を
湛
え
た

〈
容
器
〉
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
民
俗
的
信
仰
世
界
で
は
、
杓
子
は

霊
魂
の
籠
る
水
を
湛
え
た
〈
容
器
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
お
玉
杓
子
で
目
を
洗
ふ
と
治
る
」
と
い
う
俗
信
は
、
霊
魂
の
籠
っ
た
〈
容
器
〉
の

な
か
の
水
に
対
す
る
信
仰
の
名
残
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
類
例
は
多
く
、

既
述
の
「
子
持
石
」
か
ら
産
ま
れ
た
「
此
石
を
清
浄
な
る
水
に
ひ
た
し
、
其
水
を
服

す
る
時
ハ
、
た
ち
ま
ち
子
を
は
ら
む
」
と
か
、「
十
五
夜
に
四
辻
に
行
っ
て
石
を
拾

い
こ
れ
を
水
に
入
れ
て
そ
れ
で
霜
焼
を
洗
う
と
治
る
」（
静
岡
県
静
岡
市
）
64
（

）
な
ど
と

い
う
俗
信
も
、
子
石
＝
御
子
神
の
籠
っ
た
〈
容
器
〉
の
な
か
の
水
に
対
す
る
信
仰
の

名
残
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
杓
子
＝
〈
容
器
〉
の
な
か
の
霊
水
が
疱
瘡
を
軽
く
し
、
そ
の
瘢
痕
を

消
す
と
さ
れ
、
ま
た
、
そ
こ
に
籠
っ
た
霊
魂
が
「
孫
嫡
子
大
明
神
」
と
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
峠
に
祀
ら
れ
て
い
た
「
孫
嫡
子
大
明
神
」
は
一
種

の
胎
内
神
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た
杓
子
の
代
用
物
と
し
て
「
孫
嫡
子
」

と
い
う
守
り
札
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
推
定
は
、

前
述
し
た
境
界
の
神
に
対
す
る
信
仰
が
胎
内
神
へ
の
信
仰
を
骨
子
と
し
て
い
た
と
い

う
推
定
と
符
合
す
る
。

同
様
に
、
大
石
の
水
が
皮
膚
の
病
に
効
く
と
い
う
俗
信
も
、
胎
内
の
霊
水
に
対
す

る
信
仰
の
名
残
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
、
長
野
県
南
佐
久
郡
「
小
海
村
市
野

沢
の
奥
に
も
、
石
の
割
目
か
ら
水
が
湧
き
出
し
、
ど
ん
な
旱
天
に
も
乾
い
た
こ
と
の

な
い
石
」
が
あ
り
、「
こ
の
水
を
つ
け
る
と
疣
が
癒
る
」
と
さ
れ
て
い
た
）
65
（

。
広
島
県

高
田
郡
有
保
村
成
戸
の
も
の
は
「
高
さ
五
尺
よ
り
一
間
半
ぐ
ら
い
の
石
」
で
、「
岩

頭
に
窪
み
が
あ
っ
て
一
斗
ぐ
ら
い
の
水
が
溜
り
、
旱
天
に
も
乾
い
た
こ
と
が
な
い
」

と
い
い
、
そ
の
水
で
「
眼
病
ま
た
は
疣
を
洗
う
と
治
る
」
と
さ
れ
て
い
た
）
66
（

。
前
述
し

た
割
れ
目
か
ら
子
石
を
産
ん
だ
母
石
や
穴
の
あ
る
「
子
持
石
」、「
疣
石
」
な
ど
の
場

合
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
大
石
も
母
石
で
、
お
そ
ら
く
胎
内
に
涸
れ
る
こ
と

の
な
い
霊
水
を
湛
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
霊
水
が
皮
膚
の
病
に
効
く
と
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
遊
歴
雑
記
』
五
篇
中
巻
（
文
政
九
年
〔
一
八
二
六
〕
奥
書
）
に
は
「
孫

嫡
子
」
の
由
来
を
の
べ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
縁
起
が
記
さ
れ
て
い
る
）
67
（

。
す
な
わ
ち
、
疱

瘡
の
守
護
神
が
あ
ら
わ
れ
、「
茶
店
の
主
に
謂
て
曰
、
吾
爰
に
止
り
て
永
く
諸
人
の

疱
瘡
麻
疹
等
を
守
護
し
て
、
必
ず
怪
我
な
か
ら
し
め
ん
、
是
よ
り
吾
を
湯
尾
大
明
神

と
崇
む
べ
し
、
符
あ
り
汝
に
授
け
ん
、
秘
め
置
て
疱
瘡
の
者
に
施
す
べ
し
」
と
語
っ

た
と
さ
れ
、「
後
柏
原
院
の
御
宇
勅
許
あ
り
て
神
符
を
諸
国
へ
配
る
事
と
な
り
て
、

国
々
に
も
能
知
て
湯
尾
峠
の
孫
嫡
子
と
て
貴
べ
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
縁

起
で
は
、
疱
瘡
の
守
護
神
が
「
湯
尾
大
明
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
注
目
し
た
い

の
は
、
そ
の
本
地
が
薬
師
如
来
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、「
本
地
ハ
東
方
薬
師
瑠
璃

光
如
来
と
か
や
」、「
薬
師
の
垂
跡
と
し
て
守
護
し
賜
ふ
」
な
ど
と
あ
っ
た
。
前
述
し

た
推
論
を
ふ
ま
え
る
と
、
杓
子
の
な
か
の
御
子
神
＝
胎
内
神
の
本
地
が
薬
師
如
来
と

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
胎
内
神
と
薬
師
如
来
と
の
習
合
を

示
す
事
例
は
少
な
く
な
い
。

そ
の
こ
と
も
「
孫
嫡
子
大
明
神
」
＝
胎
内
神
と
い
う
推
定
の
一
つ
の
根
拠
と
な
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
胎
内
神
と
薬
師
如
来
と
の
習
合
を
示
す
事
例
と
し
て
、
奥
州
加

美
郡
小
栗
山
村
の
「
舟
形
十
二
社
権
現
社
」
の
場
合
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
安
永

五
年
（
一
七
七
六
）
の
小
栗
山
村
『
風
土
記
御
用
書
出
』
に
よ
れ
ば
、
別
当
は
同
郡

高
城
村
の
羽
黒
派
雞
運
寺
で
、
社
地
に
は
「
高
サ
壱
丈
八
尺
、
廻
リ
九
丈
」
の
「
御

蔵
石
」
が
あ
る
と
い
い
）
68
（

、
こ
の
社
の
信
仰
が
石
神
信
仰
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
現
在
に
お
い
て
も
祭
日
は
四
月
八
日
で
、
四
二
年
に
一
度
、

「
御
蔵
石
」
の
も
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
小
さ
な
秘
仏
を
社
殿
に
迎
え
、
安
置
す
る
習

い
で
あ
る
と
い
い
、
最
近
で
は
一
九
七
一
年
に
と
り
行
わ
れ
て
い
る
）
69
（

。
近
世
で
は
こ

れ
を
「
開
帳
」
と
呼
ん
で
お
り
）
70
（

、
近
世
中
期
の
『
封
内
風
土
記
』
に
は
「
本
地
薬
師



［皮膚の病と境界の神］……鯨井千佐登

像
後
光
記
曰
、
天
正
七
年
九
月
八
日
、
別
当
船
形
山
雞
運
寺
、
権
大
僧
都
法
印
三
光

院
敬
白
）
71
（

」
と
あ
る
か
ら
、
社
殿
に
迎
え
ら
れ
拝
観
の
対
象
と
な
っ
た
秘
仏
は
、
薬
師

如
来
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
四
二
年
に
一
度
、「
御
蔵
石
」
の
も
と

か
ら
薬
師
如
来
が
立
ち
現
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
胎
内
仏

と
い
っ
て
よ
く
、
お
そ
ら
く
そ
の
原
形
は
「
御
蔵
石
」
と
い
う
母
石
と
対
を
な
す
小

石
＝
子
石
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
で
当
社
の
祭
神
に
つ
い
て
見
る
と
、『
封
内
風
土

記
』
に
は
「
所
祭
玉
依
姫
命
、
日
神
、
月
神
、
十
二
神
也
」
と
あ
る
。「
玉
依
姫
命
」

は
「
御
蔵
石
」
を
神
体
と
す
る
母
神
で
、「
日
神
、
月
神
」
は
当
社
の
本
地
仏
を
薬

師
如
来
と
し
た
た
め
に
、
そ
の
脇
侍
の
日
光
菩
薩
と
月
光
菩
薩
に
あ
た
る
神
々
と
し

て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
十
二
神
」
は
薬
師
信
仰
と
の
関
係

で
は
十
二
神
将
と
な
る
が
、
山
の
女
神
が
一
二
柱
の
御
子
神
を
産
む
と
い
う
伝
承
に

照
ら
せ
ば
）
72
（

、
そ
の
原
形
は
御
子
神
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
古
く
は
そ
う
し
た
御
子

神
の
本
地
仏
と
し
て
薬
師
如
来
が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
船
形

十
二
社
権
現
社
」
と
い
う
呼
称
も
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
修
験
者

が
自
然
石
を
神
体
と
す
る
母
子
神
信
仰
を
ふ
ま
え
、
子
石
を
「
薬
師
像
」
と
い
う
秘

仏
に
置
き
換
え
た
り
、
そ
れ
を
当
社
の
本
地
仏
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
薬
師
信
仰

を
地
域
社
会
に
浸
透
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
薬
師
如
来
の
前
身
が
御

子
神
＝
胎
内
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
の
一
つ
と
見
な
し
て
よ
い
と
思
わ
れ

る
。ま

た
、
和
歌
山
県
那
賀
郡
粉
河
町
の
皆
乗
寺
の
薬
師
如
来
は
「
杓
薬
師
」
と

い
っ
た
。「
杓
」
と
は
柄
杓
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
通
称
も
胎
内
神
と
薬

師
如
来
と
の
深
い
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。『
名
彙
』
に
よ
る
と
、
こ
の
皆
乗
寺
の

「
代
々
の
住
僧
は
小
さ
な
杓
で
呪
禁
す
る
。
住
僧
が
祈
願
者
の
も
っ
て
き
た
杓
の
裏

へ
『
戒
』
と
い
う
字
を
三
遍
書
い
て
は
消
し
て
、
そ
の
上
に
灸
を
す
え
て
瘡
の
上
に

も
っ
て
行
き
、
薬
師
の
真
言
を
三
遍
唱
え
る
」
と
い
う
）
73
（

。
こ
の
よ
う
に
、
薬
師
如
来

と
杓
＝
〈
容
器
〉
と
皮
膚
の
病
の
三
者
の
関
係
を
示
す
事
例
は
、
湯
尾
峠
の
「
孫
嫡

子
」
を
め
ぐ
る
縁
起
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

薬
師
如
来
と
の
歌
問
答　

つ
ぎ
に
、
瘡
の
病
が
薬
師
如
来
と
の
歌
問
答
に
よ
っ
て

治
癒
し
た
と
い
う
霊
験
譚
を
手
掛
か
り
に
、
病
に
侵
さ
れ
た
皮
膚
が
ど
の
よ
う
に
し

て
綺
麗
な
肌
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
す
な
わ
ち
皮
膚
の
病
の
治
癒
を
め

ぐ
る
表
象
を
探
り
た
い
。

『
一
休
関
東
咄
』
上
巻
（
寛
文
一
二
年
〔
一
六
七
二
〕
刊
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
霊
験
譚
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
）
74
（

。
瘡
の
病
を
患
っ
た
男
が
三
河
国
の
峰
の
薬
師

に
毎
日
参
詣
し
た
が
、
効
験
が
な
い
の
で
一
休
和
尚
か
ら
授
け
ら
れ
た
狂
歌
一
首
、

「
な
む
や
く
し
衆
病
悉
除
の
ぐ
わ
ん
な
れ
ば
身
よ
り
仏
の
名
こ
そ
を
し
け
れ
」（
自
分

の
身
体
の
こ
と
よ
り
仏
の
名
が
す
た
る
の
が
惜
し
い
）
を
寺
の
内
院
で
詠
み
上
げ
る

と
、
薬
師
が
「
村
雨
ハ
た
ゞ
一
と
き
の
物
ぞ
か
し
を
の
が
ミ
の
か
さ
そ
こ
に
ぬ
ぎ
を

け
」（
蓑
笠
に
身
の
瘡
を
掛
け
て
い
る
）
と
い
う
一
首
を
返
し
た
。
驚
い
た
男
は
「
あ

り
が
た
き
仏
ち
よ
く
や
、
と
、
し
ば
ら
く
、
ら
い
は
い
し
、
を
き
あ
が
り
て
ミ
れ
ば
、

ミ
の
か
さ
ハ
、
を
ち
て
、
あ
と
も
な
し
」
と
い
う
霊
験
譚
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
、
薬
師
の
返
歌
に
あ
る
「
を
の
が
ミ
の
か
さ
そ
こ
に
ぬ
ぎ
を
け
」
と
い
う

句
と
「
ミ
の
か
さ
ハ
、
を
ち
て
、
あ
と
も
な
し
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

病
に
侵
さ
れ
た
皮
が
剥
げ
落
ち
て
治
癒
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
様
の
霊
験
譚
が
広
く
各
地
に
分
布
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
但
馬
国
気
多
郡
大

岡
山
に
は
「
瘡
ノ
痂
嶺
」（
カ
サ
ノ
フ
タ
ト
ウ
ゲ
）
の
由
来
を
語
る
も
の
が
あ
っ
た
。

『
但
馬
考
』
巻
之
六
（
一
八
九
四
年
刊
）
に
よ
る
と
）
75
（

、
瘡
の
病
を
患
っ
た
白
河
院
が

薬
師
を
本
尊
と
す
る
大
岡
寺
に
参
籠
し
た
が
、
効
験
が
な
い
の
で
帰
路
に
つ
き
、
こ

の
峠
で
「
南
無
薬
師
諸
病
悉
除
ノ
願
タ
テ
ヽ
身
ヨ
リ
仏
ノ
名
コ
ソ
惜
ケ
レ
」
と
詠
ん

だ
と
こ
ろ
、
薬
師
が
「
村
雨
ハ
タ
ヽ
一
時
ノ
物
ソ
カ
シ
己
カ
ミ
ノ
カ
サ
ソ
コ
ニ
ヌ
ギ

ヲ
ケ
」
と
返
し
た
。
白
河
院
が
「
コ
ノ
仏
語
ヲ
聞
セ
玉
ヒ
シ
カ
ハ
、
御
身
ノ
瘡
、
タ

チ
マ
チ
痂
ヲ
チ
テ
イ
エ
ニ
キ
ト
ナ
ン
」
と
い
う
も
の
で
、
同
書
に
は
「
今
ニ
此
道
ニ

瘡
ノ
痂
嶺
ト
イ
フ
所
ア
リ
、
コ
ノ
縁
ナ
リ
ト
語
リ
伝
フ
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
場
合
も
痂
皮
が
剥
げ
落
ち
て
治
癒
し
た
と
い
う
表
象
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、『
但

馬
考
』
が
「
大
岡
ハ
山
ノ
名
也
、
此
神
ハ
式
内
ニ
テ
何
レ
ニ
カ
当
ル
、
未
考
、
今
ハ
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白
山
権
現
ト
云
テ
、
当
山
ノ
鎮
守
ト
ス
、
又
薬
師
ア
リ
、
寺
ノ
本
尊
也
」
と
し
て
い

た
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
白
山
権
現
と
い
う
女
神
と
薬
師
が
対

を
な
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
霊
験
譚
の
成
立
基
盤
を
探
る
手
が
か
り
の
一
つ

と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

皮
膚
の
病
の
治
癒
を
め
ぐ
る
表
象
に
つ
い
て
は
、
中
世
後
期
の
『
石
山
寺
縁
起
絵

詞
』（
巻
五
）
に
記
さ
れ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
霊
験
譚
も
参
考
に
な
る
）
76
（

。
長
者
の
娘
が

「
癩
」
を
患
い
、
石
山
寺
に
参
籠
す
る
。
あ
る
晩
、
長
者
は
夢
を
見
る
。
そ
れ
は
寺

堂
に
籠
り
仮
眠
し
て
い
る
娘
が
、
鞭
の
よ
う
な
〈
棒
状
の
も
の
〉
を
手
に
し
た
老
僧

に
よ
っ
て
柿
色
の
衣
を
剥
ぎ
取
ら
れ
、
寺
堂
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
と
い
う
夢
で
あ
っ

た
。
さ
て
、
下
向
の
途
次
、
長
者
が
娘
の
身
体
を
見
て
み
る
と
、
瘡
は
あ
と
か
た
も

な
く
消
え
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
黒
田
日
出
男
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
柿
色

の
衣
は
「
癩
」
の
身
と
な
っ
た
娘
の
皮
膚
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
）
77
（

、
こ
の
場
合
も
病

に
侵
さ
れ
た
皮
が
剥
が
れ
て
治
癒
す
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
記
述
と
い
っ
て
よ

い
。
な
お
、
老
僧
が
手
に
し
て
い
た
〈
棒
状
の
も
の
〉
は
子
石
や
陽
物
の
模
型
、
あ

る
い
は
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
の
ホ
タ
キ
棒
な
ど
に
あ
た
る
と
推
察
さ
れ
、
ま
た
、

堂
の
な
か
は
胎
内
に
見
立
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
が
堂
の
床
に
放
置
さ

れ
た
数
珠
の
輪
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）
78
（

。
こ
の
ほ
か
、

説
経
節
の
『
信
徳
丸
』
で
も
、「
羽
生
の
小
屋
」
に
籠
っ
た
「
癩
者
」
信
徳
丸
の
身

体
を
、
許
嫁
の
乙
姫
が
鳥
箒
と
い
う
〈
棒
状
の
も
の
〉
で
三
度
撫
で
る
と
、
身
体
に

突
き
刺
さ
っ
て
い
た
一
三
五
本
の
釘
が
抜
け
落
ち
、「
癩
」
の
病
か
ら
回
復
し
た
と

語
ら
れ
て
い
た
）
79
（

。
こ
れ
も
病
に
侵
さ
れ
た
皮
が
剥
げ
落
ち
て
治
癒
す
る
と
い
う
考
え

に
基
づ
い
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
問
答
歌
か
ら
推
定
で
き
る
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
る
。
薬
師
の
返
歌
、

「
村
雨
ハ
た
ゞ
一
と
き
の
物
ぞ
か
し
を
の
が
ミ
の
か
さ
そ
こ
に
ぬ
ぎ
を
け
」
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
瘡
の
病
を
患
っ
た
者
が
こ
の
薬
師
の
指
示
に
従
っ
た
と
す
れ
ば
、「
村

雨
」
を
浴
び
て
か
ら
身
の
瘡
を
脱
い
だ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
首
は
霊
水

を
浴
び
れ
ば
病
に
侵
さ
れ
た
皮
が
剥
げ
落
ち
て
治
癒
す
る
と
い
う
観
念
や
、
そ
う
し

た
霊
水
を
寺
の
内
院
や
峠
な
ど
の
境
界
領
域
に
お
い
て
、
薬
師
如
来
が
浴
び
せ
る
と

い
う
考
え
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

関
連
し
て
、
旧
暦
六
月
一
日
の
「
朝
水
に
尻
を
浸
し
て
倒
に
な
つ
て
見
る
と
桑
の

木
に
皮
が
引
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
栃
木
県
芳
賀
郡
の
俗
信
が
想
起
さ
れ
る
）
80
（

。
屋

内
に
籠
り
、
静
か
に
し
て
い
る
日
と
さ
れ
て
い
た
六
月
一
日
に
、
人
間
の
皮
が
む
け

て
綺
麗
に
な
る
と
か
蛇
が
脱
皮
す
る
な
ど
と
い
う
伝
承
が
東
日
本
の
各
地
に
分
布
し

て
い
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
ム
ケ
朔
日
の
俗
信
は
、
さ
か

さ
に
な
る
と
尻
の
水
が
頭
の
方
に
流
れ
落
ち
て
皮
が
む
け
、
そ
の
結
果
、「
桑
の
木

に
皮
が
引
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
」
の
が
見
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
霊
水
に

よ
っ
て
皮
が
む
け
、
そ
れ
を
桑
の
木
が
取
得
す
る
と
い
う
信
仰
に
淵
源
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
皮
を
取
得
す
る
桑
の
木
は
、
第
六
章
で
の
べ
る

よ
う
に
境
界
の
神
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
大
石
や
地
蔵
の
霊
水
、
あ
る
い
は
湯
尾
峠
の
「
孫
嫡
子
」
や
「
杓
薬

師
」
の
杓
（
柄
杓
）
な
ど
が
皮
膚
の
病
に
効
く
と
い
う
俗
信
も
、
霊
水
を
浴
び
れ
ば

皮
が
剥
げ
落
ち
、
綺
麗
な
肌
に
な
る
と
い
う
信
仰
に
起
源
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
察
さ
れ
、
疣
や
痣
が
「
と
れ
る
」
と
か
「
お
ち
る
」
な
ど
と
伝
承
さ
れ
て
い
た

の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
皮
膚
と
同
様
に
外
界
と
接
触
す
る
眼
の
病
に
効

く
と
い
う
俗
信
も
、
同
じ
観
念
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
霊
水
が
胎
内
に
あ
り
、
も
し
胎
内
神
＝
御
子
神
を

前
身
と
す
る
薬
師
如
来
が
霊
水
を
浴
び
せ
た
と
す
れ
ば
、
境
界
の
母
子
神
と
霊
水
と

の
関
係
は
よ
り
は
っ
き
り
す
る
。
つ
ま
り
、
母
神
の
胎
内
の
霊
水
を
御
子
神
が
浴
び

せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
子
石
や
陽
物
の
模
型
が
皮
膚
の
病
に
効
験
が
あ
る
と
信

じ
ら
れ
て
い
た
の
も
、
そ
れ
ら
が
霊
水
を
湛
え
た
胎
内
に
籠
る
御
子
神
だ
っ
た
か
ら

で
は
な
か
ろ
う
か
。

前
述
し
た
但
馬
国
の
大
岡
山
の
峠
路
で
の
奇
瑞
に
関
連
し
て
、
奈
良
県
山
辺
郡
都

介
野
村
の
「
皮
む
き
峠
」
の
伝
説
が
想
起
さ
れ
る
。『
名
彙
』
に
よ
れ
ば
、「
お
露
と

い
う
女
が
悪
疾
に
罹
り
、
四
国
巡
礼
に
出
す
こ
と
に
し
て
、
三
度
こ
の
峠
ま
で
送
っ
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た
が
帰
っ
て
く
る
の
で
、
面
の
皮
を
む
い
て
屍
を
雪
中
に
埋
め
て
家
に
帰
る
と
、
す

で
に
先
に
帰
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
こ
こ
を
皮
む
き
峠
と
い
う
よ
う
に
な
っ

た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
）
81
（

。
こ
れ
も
境
界
の
神
の
霊
力
に
よ
っ
て
皮
が
む
け
、
そ
の

結
果
、「
癩
」
が
治
癒
す
る
と
い
う
信
仰
を
背
景
に
し
て
成
立
し
た
伝
説
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
浴
び
る
霊
水
を
連
想
さ
せ
る
「
お
露
」

と
い
う
女
性
の
名
前
や
「
雪
」、
そ
れ
に
籠
り
を
連
想
さ
せ
る
「
雪
中
に
埋
め
て
」

と
い
う
文
句
で
あ
る
。

以
上
本
章
で
は
、
第
一
に
霊
水
を
浴
び
る
と
皮
が
剥
げ
落
ち
、
そ
の
結
果
、
皮
膚

の
病
が
治
癒
す
る
と
い
う
観
念
、
第
二
に
母
神
の
胎
内
に
霊
水
が
湛
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
観
念
、
第
三
に
胎
内
神
＝
御
子
神
が
そ
う
し
た
霊
水
を
浴
び
せ
る
と
い
う
観

念
の
存
在
を
推
定
し
、
以
下
の
諸
章
で
検
討
す
る
論
点
を
提
示
し
た
。

❹
月
の
霊
水

若
水　

本
章
で
は
、
前
章
で
指
摘
し
た
論
点
と
の
関
連
で
、
月
の
霊
水
や
地
上
に

お
り
た
露
、
月
神
と
境
界
の
神
と
の
類
似
性
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
、
皮
を
剥
ぎ
落

と
す
境
界
の
神
の
霊
水
が
、
も
と
は
月
の
霊
水
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
す

る
。ニ

コ
ラ
イ･

Ａ･

ネ
フ
ス
キ
イ
は
「
月
と
不
死
」（
一
九
二
八
年
）
と
い
う
論
文

の
な
か
で
、
多
く
の
民
族
が
月
の
斑
点
に
人
の
姿
を
認
め
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
、

「
屢
々
こ
の
人
が
多
少
と
も
、
水
と
関
係
の
あ
る
の
は
興
味
深
い
」
と
の
べ
て
い
た
）
82
（

。

ネ
フ
ス
キ
イ
の
研
究
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
石
田
英
一
郎
の
問
題
意
識
も
同
様
で
あ

る
。
二
、三
の
事
例
を
あ
げ
れ
ば
、
ア
イ
ヌ
の
伝
説
で
は
お
月
様
の
な
か
に
水
汲
み

の
手
桶
を
さ
げ
た
子
ど
も
、
あ
る
い
は
「
水
汲
女
」
が
い
る
と
い
い
）
83
（

、
沖
縄
本
島
の

首
里
や
那
覇
で
は
月
の
な
か
の
黒
い
影
を
ア
カ
ナ
ー
と
呼
び
、
水
担
桶
（
た
ご
）
を

か
つ
い
で
立
っ
て
い
る
と
い
う
）
84
（

。
ネ
フ
ス
キ
イ
に
よ
る
と
、
ア
カ
ナ
ー
と
は
猩
々
の

よ
う
に
赤
い
顔
と
髪
を
有
す
る
童
子
の
こ
と
で
、
ま
た
、
ア
カ
ナ
ー
の
原
語
は
ア
カ

リ
ヤ
で
あ
る
と
い
う
。

両
氏
が
と
く
に
注
目
し
た
の
は
宮
古
島
に
お
け
る
伝
承
で
あ
る
。
石
田
が
参
照
し

た
慶
世
村
恒
任
『
宮
古
史
伝
』（
一
九
二
七
年
）
に
は
、
水
担
桶
を
か
つ
い
だ
ア
カ

リ
ヤ
ニ
ザ
が
月
の
世
界
に
立
っ
て
お
り
、「
毎
年
、
シ
ツ
の
新
夜
に
は
柄
杓
を
取
っ

て
ス
デ
水
を
汲
ん
で
は
撒
き
ち
ら
す
の
で
、
今
で
も
そ
の
夜
は
小
雨
が
降
る
と
い
わ

れ
て
い
る
」
と
あ
る
）
85
（

。「
ス
デ
水
」
と
は
脱
皮
や
脱
殻
に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
ら
せ

る
月
の
霊
水
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
シ
ツ
と
は
旧
の
五
・
六
月
の
甲
午
の
日
か
ら

そ
の
翌
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
節
句
の
こ
と
で
、
新
夜
と
は
そ
の
初
め
の
夜
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
今
な
お
そ
の
夜
の
内
に
井
水
を
汲
み
と
り
こ
れ
を
浴
び
た
ら
若
返

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
水
は
若
水
と
い
う
」
と
同
書
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
柄

杓
を
手
に
し
た
月
の
ア
カ
リ
ヤ
ニ
ザ
に
よ
っ
て
地
上
に
撒
き
散
ら
さ
れ
た
霊
水
が
、

井
戸
か
ら
汲
み
上
げ
ら
れ
る
若
水
だ
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
浴
び
れ
ば
若
返
る

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

石
田
は
、
こ
う
し
た
琉
球
に
残
る
「
信
仰
や
説
話
は
、
万
葉
の
時
代
に
は
日
本
内

地
に
お
い
て
も
人
び
と
の
心
の
現
実
に
活
き
て
い
た
も
の
」
と
し
、
そ
れ
は
『
万
葉

集
』（
巻
第
一
三
）
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
か
ら
推
定
で
き
る
と
の
べ
て
い
る
）
86
（

。

天
橋
も　

長
く
も
が
も　

高
山
も　

高
く
も
が
も　

月
読
の　

持
て
る
を
ち
水   

い
取
り
来
て　

君
に
奉
り
て　

を
ち
得
て
し
か
も　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
三
二
四
五
番
）
87
（

）

「
を
ち
水
」
と
あ
る
の
が
、
人
を
若
返
ら
せ
る
若
水
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

若
返
る
と
は
外
貌
が
若
々
し
く
美
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
石
田
は
、「
月

読
の　

持
て
る
を
ち
水
」
と
い
う
句
は
「
琉
球
を
も
ふ
く
む
日
本
列
島
の
南
北
に
広

く
伝
え
ら
れ
て
い
た
月
や
若
水
の
思
想
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
」
で
、『
万
葉
集
』
に

見
え
る
こ
の
「
月
読
」
や
「
月
読
壮
士
」（
ツ
ク
ヨ
ミ
ヲ
ト
コ
）、「
月
人
壮
士
」（
ツ

キ
ヒ
ト
ヲ
ト
コ
）
な
ど
は
、
月
の
表
面
の
陰
影
を
、
水
桶
を
天
秤
棒
で
か
つ
ぐ
人
の

姿
と
見
た
結
果
、
造
形
さ
れ
た
人
物
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
月

読
」
ら
は
宮
古
島
で
語
ら
れ
て
い
た
ア
カ
リ
ヤ
ニ
ザ
に
あ
た
り
、
宮
古
島
の
若
水
ば
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か
り
で
な
く
、「
日
本
内
地
」
に
お
け
る
正
月
の
若
水
も
元
来
は
月
の
霊
水
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

露　

後
世
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
お
い
て
も
、
月
は
皮
膚
の
病
を
治
す
と
信
じ
ら
れ

て
お
り
、「
三
日
月
様
に
毎
月
豆
腐
を
上
げ
る
と
く
さ
が
治
る
」（
栃
木
県
芳
賀
郡
茂

木
町
地
方
）
88
（

）
と
か
、「
月
見
の
日
、
里
芋
の
葉
に
溜
つ
て
ゐ
る
露
を
い
ぼ
の
上
に
塗

る
」（
攝
津
豊
中
町
）
89
（

）
な
ど
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
は
露
で
あ

る
。月

を
雨
や
雪
、
露
な
ど
の
源
泉
と
す
る
観
念
は
普
遍
的
な
も
の
で
、
松
前
健
は
そ

う
し
た
「
月
と
水
と
の
結
び
つ
き
の
理
由
」
と
し
て
、「
月
の
表
面
が
青
白
く
、
い

か
に
も
水
の
色
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
や
、
ま
た
実
際
に
月
に
雲
や
霞
が
か
か
っ
た

り
、
そ
の
色
が
特
別
で
あ
る
場
合
は
、
翌
朝
雨
が
降
っ
た
り
す
る
な
ど
、
雨
雪
と
の

関
連
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
か
、
ま
た
夜
露
な
ど
が
、
月
夜
の
と
き
な
ど
に
、
草
原

や
田
畠
な
ど
に
下
り
、
朝
に
は
ぐ
っ
し
ょ
り
と
ぬ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
夜

空
の
支
配
者
な
る
月
神
の
わ
ざ
と
考
え
た
こ
と
」、
さ
ら
に
「
月
と
海
潮
と
の
関
係

の
認
識
」
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
）
90
（

。
こ
の
よ
う
に
、
天
上
の
月
が
雨
や
雪
、
露
な
ど
を

も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
特
定
の
時
間
や
空
間
に
月
の
霊
水
が
も

た
ら
さ
れ
る
と
い
う
観
念
も
当
然
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
月
の
住
人
ア
カ
リ
ヤ
ニ

ザ
が
シ
ツ
の
新
夜
に
「
ス
デ
水
」
を
撒
き
散
ら
す
と
い
う
伝
承
だ
け
で
な
く
、「
月

見
の
日
、
里
芋
の
葉
に
溜
つ
て
ゐ
る
露
を
い
ぼ
の
上
に
塗
る
」
と
い
う
「
い
ぼ
の
ま

じ
な
ひ
」
や
、「
初
雪
で
い
ぼ
を
こ
す
る
と
よ
い
」（
長
野
県
長
野
市
）
91
（

）
と
い
う
俗
信

の
起
源
も
、
特
定
の
時
間
に
お
り
る
露
や
降
る
雪
な
ど
を
月
の
霊
水
と
見
な
す
観
念

に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

夏
の
若
水
を
発
見
し
た
吉
成
直
樹
は
、
旧
暦
七
月
「
十
六
日
に
盆
棚
に
供
え
た
里

芋
の
葉
に
つ
い
た
露
を
疣
に
つ
け
る
と
治
る
」
と
か
、「
盆
の
十
六
日
に
、
里
芋
畑

で
里
芋
の
葉
に
つ
い
て
い
る
水
滴
を
疣
（
イ
モ
ブ
ラ
）
に
つ
け
、『
イ
モ
ブ
ラ
、
ノ

ケ
ノ
ケ
』
と
言
う
と
治
る
」
と
い
っ
た
高
知
県
の
盆
の
水
の
俗
信
、
つ
ま
り
一
五
日

と
い
う
満
月
の
夜
に
お
り
た
露
を
め
ぐ
る
俗
信
に
注
目
し
、
そ
こ
に
「
月
が
も
た
ら

す
露
が
肌
を
き
れ
い
に
す
る
」
と
い
う
観
念
を
見
い
だ
し
て
い
る
）
92
（

。
ま
た
、
七
夕
の

日
に
「
里
芋
の
葉
の
露
で
顔
を
洗
う
と
き
れ
い
に
な
る
」
と
か
、「
竹
の
葉
に
お
り

た
露
を
疣
に
つ
け
る
と
治
る
」
と
い
っ
た
七
夕
の
露
を
め
ぐ
る
俗
信
も
取
り
上
げ
、

こ
れ
ら
の
俗
信
の
背
景
に
は
「
脱
皮
モ
チ
ー
フ
に
も
と
づ
く
水
に
よ
る
蘇
り
の
観
念

が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
も
、
石
田
や
大
林
太
良
）
93
（

の
議
論
を
ふ
ま
え
た
吉

成
の
所
論
に
従
い
た
い
。

関
連
し
て
、
九
世
紀
後
半
に
定
着
し
た
と
い
う
九
月
九
日
の
公
家
の
女
性
の
年
中

行
事
＝
「
菊
の
綿
」（
菊
の
着
せ
綿
）
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
前
日
に
菊
の
花
に

覆
い
か
ぶ
せ
て
夜
露
を
含
ま
せ
た
真
綿
で
顔
や
身
体
を
ぬ
ぐ
い
、
若
返
ろ
う
と
す
る

祝
儀
で
あ
る
。
公
家
の
世
界
で
は
も
っ
ぱ
ら
菊
の
方
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
た
が
、

五
月
一
日
の
夜
明
け
に
、
サ
ン
ザ
シ
の
木
か
ら
落
ち
る
露
で
顔
を
洗
う
と
、「
い
つ

ま
で
も
顔
が
美
し
く
な
る
と
い
う
俗
信
が
、
と
く
に
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
む
か
し
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
）
94
（

」
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
普
遍
性
を
も
つ
露
の

方
に
注
目
す
べ
き
で
、「
菊
の
綿
」（
菊
の
着
せ
綿
）
も
月
が
も
た
ら
す
霊
水
へ
の
信

仰
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、『
曾
我
物
語
』（
巻
第
二
）
の
「
酒
の
事
」
に
は
、「
桑
の
木
三
本
あ
り
け

る
に
、（
略
）
か
の
木
の
う
ろ
に
、
竹
の
葉
を
ゝ
へ
る
物
あ
り
。
と
り
の
け
て
見
る

に
、
水
な
り
。
な
め
て
み
れ
ば
、
美
酒
也
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
と
り
て
、
国
王
に

さ
ゝ
ぐ
」
と
い
う
説
話
や
、「
あ
る
者
の
家
に
、
杉
三
本
あ
り
。
そ
の
木
の
し
た
ゞ

り
、
岩
の
上
に
を
ち
た
ま
り
、
酒
と
な
る
」
と
い
う
説
話
が
見
え
る
が
、
ど
ち
ら
の

酒
も
「
天
よ
り
く
だ
る
雨
露
の
め
ぐ
み
」
で
、
竹
の
葉
や
杉
の
葉
に
お
り
た
露
で
あ

る
）
95
（

。
そ
う
し
た
酒
が
「
百
薬
長
」
と
さ
れ
、「
不
死
の
薬
」
＝
若
返
ら
せ
る
霊
水
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
、
月
の
霊
水
が
雨
や
雪
、
露
と
な
っ
て
特
定
の
時
空
間
、
な
か
で
も
植
物
の

葉
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
観
念
や
、
そ
の
も
た
ら
し
手
で
あ
る
月
の
住
人
＝
月
神

に
対
す
る
信
仰
、
あ
る
い
は
月
の
霊
水
を
浴
び
れ
ば
脱
皮
し
て
若
返
り
、
し
た
が
っ

て
皮
膚
の
病
も
治
癒
し
、
ま
た
、
酒
と
な
っ
た
そ
れ
を
飲
ん
で
も
若
返
る
と
い
う
観
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念
な
ど
の
存
在
を
推
定
し
た
。

月
と
境
界
の
神　

こ
う
し
た
観
念
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、「
皮
む
き
峠
」
で
皮

を
む
か
れ
て
綺
麗
な
肌
に
な
っ
た
「
お
露
」
と
い
う
女
性
の
名
前
や
降
り
積
も
っ
た

「
雪
」、「
瘡
ノ
痂
嶺
」（
カ
サ
ノ
フ
タ
ト
ウ
ゲ
）
に
お
け
る
「
村
雨
」
な
ど
が
、
峠
と

い
う
境
界
領
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
月
の
霊
水
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。

ま
た
、
前
掲
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
俗
信
も
想
起
し
た
い
）
96
（

。
資
料
に
は
「
十
五
夜
」
と

あ
る
が
、
旧
暦
の
八
月
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

十
五
夜
に
四
辻
に
行
っ
て
石
を
拾
い
こ
れ
を
水
に
入
れ
て
そ
れ
で
霜
焼
を
洗
う

と
治
る
（
静
岡
県
静
岡
市
）。

お
そ
ら
く
、
満
月
の
晩
の
四
辻
＝
境
界
領
域
に
あ
っ
た
小
石
は
子
石
、
つ
ま
り
御

子
神
、
小
石
を
入
れ
た
〈
容
器
〉
は
母
胎
、〈
容
器
〉
の
な
か
の
水
は
月
の
霊
水
と

見
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
霜
焼
け
に
効
く
と
い
う
俗
信
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
俗
信
か
ら
月
と
境
界
領
域
や
境
界
の
神
と
の
密
接

な
関
係
が
看
取
で
き
る
。
そ
の
点
は
、
伯
陽
と
遊
子
の
「
夫
婦
も
ろ
と
も
に
月
に
心

を
と
め
し
故
に
、
天
上
の
果
を
う
け
」、
死
後
、
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
と
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
『
曾
我
物
語
』（
巻
第
二
）
に
載
せ
ら
れ
た
説
話
か
ら
も
窺

え
る
）
97
（

。
こ
の
説
話
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
厳
密
な
考
証
が
求
め
ら
れ
る
が
、
と
り

あ
え
ず
例
示
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
、
境
界
の
神
が
月
神
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
せ
る
節
も
あ
る
。
両
者
の
類
似
性
の
一
つ
は
、
皮
を
剥
ぐ
霊
力
も
し
く
は
脱
皮
さ

せ
る
霊
力
を
発
揮
し
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
指

摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
月
神
が
弓
矢
を
所
持
し
て
い
る
と
い
う
観
念
（「
天
の
原

行
き
て
射
て
む
と
白
真
弓
引
き
て
隠
れ
る
月
人
を
と
こ
」〔『
万
葉
集
』
巻
第
一
○
、

二
○
五
一
番
）
98
（

〕
の
歌
や
、
ツ
ク
ヨ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
を
二
十
六
夜
様
と
呼
び
、
弓
を
持
ち

箭
を
携
え
て
屋
根
の
棟
に
あ
ら
わ
れ
た
と
す
る
羽
州
米
沢
地
方
の
伝
承
）
99
（

）
が
存
在
し

た
が
、
そ
う
し
た
月
神
と
同
様
に
、「
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
の
神
像
の
中
に
は
、
弓
矢
を
持

つ
て
居
る
も
の
が
、
相
州
の
小
仏
峠
は
じ
め
各
地
に
在
る
」
と
い
い
）
100
（

、「
矢
の
根
地

蔵
」
と
か
「
矢
取
地
蔵
」
な
ど
）
101
（

、
矢
と
の
因
縁
を
語
る
地
蔵
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
境
界
の
神
も
弓
矢
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
月

神
と
境
界
の
神
と
の
類
似
性
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
鎌
倉
末
期
に
成
立
し
た
『
八
幡
愚
童
訓
』
に
見
え
る

月
神
と
『
大
和
国
添
上
郡
奈
良
奈
良
坂
村
旧
記
』
に
見
え
る
境
界
の
神
で
あ
る
。

前
者
の
『
八
幡
愚
童
訓
』
に
登
場
す
る
月
神
＝
高
良
大
明
神
に
つ
い
て
指
摘
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
第
一
に
そ
の
手
で
、
海
中
に
久
し
く
住
ん
で
い
た
礒
良
の

顔
を
三
度
撫
で
、
顔
に
吸
い
付
い
た
「
諸
ノ
カ
キ
ヒ
セ
（
牡
蠣
の
殻
―
註
）
ト
云
物
」

を
剥
ぎ
落
と
し
た
こ
と
で
あ
り
）
102
（

、
そ
の
場
面
が
、
鳥
箒
で
信
徳
丸
の
身
体
を
三
度
撫

で
「
癩
」
の
病
か
ら
回
復
さ
せ
る
前
述
し
た
場
面
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
「
赤
衣
」
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
弓
矢
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
で
、

史
料
に
は
「
月
神
空
中
自
リ
出
ヅ
。
御
冠
ニ
赤
衣
ヲ
着
シ
、
平
エ
ビ
ラ
ヤ
ナ
グ
ヒ

胡
籙
ヲ
負
、
鏑
矢
二

ニ
御
弓
ヲ
執
具
シ
持
セ
給
」
う
と
あ
る
）
103
（

。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
高
良
大
明
神
が
鏑
矢

を
所
持
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
鏑
矢
と
は
矢
の
先
に
鳴
鏑
を
つ
け
た
も
の

で
、
そ
の
鳴
鏑
と
は
「
木
、
鹿
角
、
牛
角
、
青
銅
な
ど
で
蕪
の
形
に
つ
く
り
、
中
空

に
し
て
周
囲
に
数
個
の
小
孔
を
う
が
っ
た
も
の
」
で
あ
る
）
104
（

。

一
方
の
『
大
和
国
添
上
郡
奈
良
奈
良
坂
村
旧
記
』
は
、
こ
れ
を
翻
刻
し
た
藪
田
嘉

一
郎
に
よ
れ
ば
、「
大
和
国
添
上
郡
奈
良
坂
村
（
現
在
奈
良
市
奈
良
阪
町
）
に
住
ん

で
い
た
夙
人
の
謂
れ
を
説
く
古
記
録
で
あ
る
。
内
容
は
（
一
）
平（
な
ら
）城

津
彦（
神

霊欠
）

祠　

（
二
）
南
良
春
日
宮
三
社
縁
記　
（
三
）
夙
人
元
来
（「
元
和
四
年
弓
削
夙
人
記
録
」

引
「
正
中
元
年
弓
削
夙
氏
相
模
記
及
若
宮
勧
請
記
」）　
（
四
）
箱
石
（
元
明
天
皇
陵

碑
）
の
四
種
で
あ
る
。
編
纂
は
近
世
で
あ
る
が
、
中
世
の
記
録
を
履
ま
え
て
お
り
、

こ
の
地
に
あ
っ
た
シ
ュ
ク
の
翁
猿
楽
な
ど
の
伝
承
を
物
語
る
の
で
、
わ
が
芸
能
史
の

資
料
と
し
て
も
相
当
の
価
値
を
持
つ
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
）
105
（

。
蛇
足
な
が
ら
以
下
、

本
資
料
に
若
干
の
考
察
を
加
え
、
奈
良
と
南
山
城
の
地
境
を
な
す
奈
良
坂
の
境
界
の

神
へ
の
信
仰
が
、
や
は
り
母
子
神
信
仰
を
骨
子
と
し
て
い
た
こ
と
や
、
月
神
と
境
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界
の
神
と
の
類
似
性
を
示
す
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
こ
の
境
界
の
神
が
月
神
の
高
良

大
明
神
と
同
様
に
弓
矢
、
と
く
に
鏑
矢
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

い
）
106
（

。（
一
）
の
〈
平
城
津
彦
神
霊
祠
〉
に
は
、「
宝
亀
二
年
（
七
七
一
―
註
）
正
月
施（
し
き
）基

皇
子
ニ
追
号
ヲ
献
タ
テ
マ
ツリ

、
春
日
宮
ノ
御
宇
田
原
天
皇
ト
曰
、
此
ノ
月
田
原
天
皇
之
霊

祠
ヲ
平
城
山
ノ
頂
ニ
営
ツ
ク
リ
玉
フ

造
、
称
シ
テ
平
城
津
彦
ノ
神
霊
祠
ト
曰
」
と
あ
り
、「
后
ニ

（
宝
亀
一
一
年
一
一
月
―
註
）
霊
夢
（
ニ
）
依
ツ
テ
、
天
照
皇
太
神
（
ヲ
）
以
（
テ
）

平
城
霊
祠
ノ
左
ニ
遷
宮
ス
、
号
シ
テ
春
日
宮
ト
曰
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
施

基
皇
子
」
＝
「
田
原
天
皇
」
の
霊
を
祠
に
祀
っ
て
「
平
城
津
彦
ノ
神
霊
祠
」（「
平
城

霊
祠
」）
と
称
し
、
そ
の
左
方
に
「
天
照
皇
太
神
」
と
い
う
女
神
を
祀
っ
て
「
春
日
宮
」

と
称
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
女
神
の
右
方
に
位
置
す
る
「
霊
祠
」
に
つ
い
て
、

藪
田
は
「
奈
良
坂
に
は
古
代
に
関
屋
が
あ
り
、
こ
の
神
は
坂
の
神
で
あ
り
、
関
の
神

で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
住
み
つ
い
た
シ
ュ
ク
の
者
が
、
シ
ュ
ク
、
シ
キ
の
類
似
音
に

よ
っ
て
施
基
皇
子
（
略
）
を
附
会
し
、
そ
の
御
霊
を
祀
る
社
と
し
た
」
と
推
定
し
て

い
る
）
107
（

。
た
し
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
地
の
「
シ
ュ
ク
の
者
」
が
信
仰
し
て

い
た
「
坂
の
神
」「
関
の
神
」
で
芸
能
神
で
も
あ
る
境
界
の
神
、
す
な
わ
ち
シ
ュ
ク
神
、

シ
キ
神
の
シ
ュ
ク
、
シ
キ
の
類
似
音
に
よ
っ
て
「
施
基
皇
子
」
を
付
会
し
た
と
推
定

す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
し
そ
う
な
ら
、
第
六
章
で
の
べ
る
よ
う
に
シ
ュ
ク
神
は

胎
内
神
＝
御
子
神
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
境
界
の
母
子
神
を
「
施
基
皇
子
」
の
霊
と

「
天
照
皇
太
神
」
に
改
変
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、（
二
）
の
〈
南
良
春
日
宮
三
社
縁
記
〉
に
宝
亀
一
一

年
（
七
八
○
）
一
一
月
、「
社
北
方
ニ
父
田
原
天
皇
作
賜
フ
軍
幡
・
大
弓
矢
石
ノ
筥

ニ
納
メ
、
埋
ミ
塚
ヲ
山
陵
（
ニ
）
淮
ス
、
俗
ニ
矢
幡
塚
ト
曰
フ
」
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。「
父
」
と
あ
る
の
は
「
田
原
天
皇
」
＝
「
施
基
皇
子
」（
以
下
、
表
記

を
「
施
基
皇
子
」
に
統
一
）
の
子
「
春
日
王
」
に
と
っ
て
の
と
い
う
意
味
で
、
こ
の

一
文
は
本
社
の
北
方
の
「
俗
ニ
矢
幡
塚
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
塚
の
由
来
を
語
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
矢
幡
塚
」
は
「
山
陵
」
に
準
じ
た
も
の
、
つ
ま
り
「
施
基
皇
子
」

の
墓
に
擬
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
「
軍
幡
・
大
弓
矢
」
を
入
れ
た
「
石
ノ
筥
」

が
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
施
基
皇
子
」
の
霊
と
墓

に
埋
め
ら
れ
た
「
軍
幡
・
大
弓
矢
」
と
は
同
体
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
（
一
）

の
〈
平
城
津
彦
神
霊
祠
〉
の
祭
神
説
と
関
連
さ
せ
れ
ば
、「
施
基
皇
子
」
の
霊
、
つ

ま
り
「
春
日
宮
」
＝
女
神
の
右
方
の
祭
神
と
弓
矢
と
の
密
接
な
関
係
が
推
定
で
き
る
。

ま
た
、「
石
ノ
筥
」
＝
〈
容
器
〉
の
な
か
の
「
軍
幡
・
大
弓
矢
」
を
一
種
の
胎
内
神
＝

御
子
神
と
見
れ
ば
、
右
方
の
祭
神
も
胎
内
神
＝
御
子
神
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
施

基
皇
子
」
の
霊
が
も
と
は
シ
ュ
ク
神
、
シ
キ
神
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
と
符
号
す
る
。

こ
の
右
方
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
霊
に
つ
い
て
は
別
伝
が
あ
る
。（
二
）
の
〈
南
良

春
日
宮
三
社
縁
記
〉
に
は
、「
当
社
ハ
俗
ニ
曰
ク
、
中
央
ハ
南
良
春
日
宮
大
宮
神
也
、

右
方
ハ
宇
佐
八
幡
神
、
誉
田
天
皇
ノ
霊
社
也
、
左
方
ハ
春
日
若
宮
ナ
リ
」
と
あ
り
、

俗
説
で
は
中
央
の
「
大
宮
神
」
の
右
方
に
「
宇
佐
八
幡
神
」
＝
「
誉
田
天
皇
ノ
霊
」、

す
な
わ
ち
応
神
天
皇
の
霊
を
祀
る
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ

の
「
宇
佐
八
幡
神
」
の
「
八
幡
」（
ヤ
ハ
タ
）
と
、
俗
に
い
う
「
矢
幡
塚
」
の
「
矢
幡
」

（
ヤ
ハ
タ
）
の
音
の
類
似
で
、
こ
の
点
か
ら
も
右
方
の
祭
神
と
矢
と
の
密
接
な
関
係

が
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
塚
に
埋
め
た
と
さ
れ
る
〈
容
器
〉
の
な
か
の
「
軍
幡
・
大

弓
矢
」
と
関
連
さ
せ
れ
ば
、
八
幡
信
仰
が
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
の
母
子
に
対
す
る

信
仰
を
骨
子
と
し
、
そ
の
応
神
天
皇
の
霊
を
祀
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
右
方
の
祭
神
は
元
来
は
御
子
神
で
、
そ
れ
が
応
神
天
皇
の
霊
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、「
大
宮
神
」
の
左

方
の
「
春
日
若
宮
」
は
、（
三
）
の
〈
夙
人
元
来
〉
に
よ
れ
ば
最
も
新
し
く
、
保
延

二
年
（
一
一
三
六
）
の
勧
請
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、「
矢
幡
塚
」
の
縁
起
を
媒
介
に
し
て
、
右
方
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
霊
を
「
施

基
皇
子
」
の
霊
と
す
る
祭
神
説
と
応
神
天
皇
の
霊
と
す
る
祭
神
説
に
つ
い
て
検
討

し
、
そ
れ
が
も
と
は
胎
内
神
＝
御
子
神
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
弓
矢
と
密
接
な
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
た
。

こ
の
「
矢
幡
塚
」
に
は
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
も
う
一
つ
の
伝
承
が
あ
っ
た
。（
二
）
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の
〈
南
良
春
日
宮
三
社
縁
記
〉
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

蟇
目
秘
伝
ニ
、
鏑
矢
ノ
根
ノ
鳴
口
ニ
松
尾
大
明
神
ヲ
勧
請
ス
習
ナ
ラ
イ

有
ニ
依
テ
、

鏑
矢
ノ
根
ヲ
抜
取
リ
、
別
ツ
石
シ
壺
ノ
内
ニ
納
、
塚
ノ
辺
ニ
埋
メ
末
社
ニ
准

ズ
、
石
亀
神
是
也

｢
鏑
矢
ノ
根
ノ
鳴
口
ニ
松
尾
大
明
神
ヲ
勧
請
ス｣

と
い
う
の
は
、『
古
事
記
』
の
「
此

の
神
（
大
山
咋
神
―
註
）
は
近
淡
海
国
の
日
枝
の
山
に
坐
し
、
亦
葛
野
の
松
尾
に
坐

し
て
、
鳴
鏑
を
用も

つ
神
ぞ
）
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」
と
い
う
記
述
を
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
奈
良
坂
で
は
鏃

を
つ
け
な
い
「
蟇
目
」
と
い
う
大
型
の
鳴
鏑
＝
「
鏑
矢
ノ
根
」
の
「
鳴
口
」、
つ
ま

り
〈
容
器
〉
の
小
孔
に
「
松
尾
大
明
神
」
を
勧
請
し
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
松
尾
大
明
神
」
を
〈
容
器
〉
の
な
か
に
籠
ら
せ
る
こ
と
を
意
味
し

た
と
推
察
さ
れ
、
そ
う
し
た
伝
承
に
習
い
、「
石
シ
壺
」
に
入
れ
た
鳴
鏑
を
「
矢
幡

塚
」
の
辺
り
に
埋
め
て
「
末
社
」
に
準
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
石
亀

神
」
が
鳴
鏑
と
い
う
〈
容
器
〉
の
な
か
に
籠
る
胎
内
神
＝
御
子
神
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
石
亀
神
」
と
い
う
境
界
の
神
は
鏑
矢
の

鳴
鏑
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
藪
田
が
「
本
社
一
廓
の
北
西
に
石
瓶
社
と
い
う
の
が
あ
る
が
（
略
）

も
と
石
亀
社
と
い
う
。
小
祠
の
中
に
板
石
あ
り
、
上
に
石
塊
を
立
て
る
）
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」
と
の
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
石
亀
神
」
の
淵
源
は
石
神
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
鳴
鏑
を
納
め
た
「
石
シ
壺
」
を
「
塚
ノ
辺
ニ
埋
メ
」
た
と
い
う
伝
承

が
、
の
ち
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
石
亀
神
」
に

対
す
る
信
仰
は
母
子
神
信
仰
、
と
く
に
胎
内
神
＝
御
子
神
へ
の
信
仰
を
骨
子
と
し
て

い
た
と
い
っ
て
よ
く
、
奈
良
坂
の
諸
々
の
境
界
の
神
に
対
す
る
信
仰
の
起
源
は
、
こ

の
「
石
亀
神
」
信
仰
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
う

し
た
神
々
が
「
癩
」
に
効
験
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
霊
力
に
よ

る
「
春
日
王
」
の
「
白
癩
」
の
治
癒
と
い
う
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
月
神
の
高
良
大
明
神
と
奈
良
坂
の
境
界
の
神
の
ど
ち
ら
も
、
弓
矢
、

と
く
に
鏑
矢
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
お
そ

ら
く
、
鏑
矢
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
鳴
鏑
が
母
胎
に
も
擬
せ
ら
れ
る
べ

き
御
子
神
の
籠
る
〈
容
器
〉
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
高
良
大

明
神
の
「
赤
衣
」
や
、
酒
を
好
む
猩
々
の
よ
う
な
月
の
住
人
ア
カ
ナ
ー
の
赤
顔
・
赤

髪
と
の
関
連
で
、
境
界
の
神
で
あ
る
シ
ュ
ク
神
が
猿
に
似
た
小
童
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
や
、「
宿
神
」
＝｢

翁
の
面｣

が
赤
く
な
り
「
酒
に
酔
う
奇
特
を
顕
わ

す
と
信
じ
ら
れ
」
て
い
た
こ
と
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
）
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。

こ
う
し
た
月
神
と
境
界
の
神
と
の
類
似
性
、
共
通
性
は
供
物
に
も
見
ら
れ
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
、「
三
日
月
様
に
毎
月
豆
腐
を
上
げ
る
と
く
さ
が
治
る
」（
栃
木
県
芳

賀
郡
茂
木
町
地
方
）
と
か
、
四
日
月
に
「
豆
腐
を
供
え
る
と
痣
が
と
れ
る
」（
静
岡

県
榛
原
郡
相
良
町
）
111
（

）
な
ど
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
が
、
豆
名
月
に
大
豆
を
供
え
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
大
豆
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
一
方
、「
疣
地
蔵
」
の
な
か
に

は
「
疣
を
祈
願
し
御
礼
に
は
豆
を
供
え
る
」（
栃
木
県
足
利
郡
山
辺
村
田
中
）
112
（

）
も
の

が
あ
り
、
豆
腐
を
供
え
る
「
豆
腐
地
蔵
」
も
各
地
に
あ
っ
た
）
113
（

。
こ
の
類
似
性
も
、
境

界
の
神
が
月
神
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

以
上
の
べ
て
き
た
月
と
境
界
領
域
や
境
界
の
神
と
の
深
い
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
前

章
で
の
べ
た
霊
水
が
元
来
は
月
の
霊
水
と
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ

る
。

❺
酒
湯
・
猩
々
・
ナ
マ
ハ
ゲ

酒
湯　

本
章
で
は
、
疱
瘡
と
い
う
皮
膚
の
病
を
め
ぐ
る
治
療
法
や
儀
礼
、
そ
れ
ら

と
深
く
か
か
わ
る
猩
々
と
い
う
疱
瘡
の
守
護
神
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
第
三
章
と
第
四
章
で
試
み
た
推
論
を
補
強
し
、
さ
ら
に
境
界
の
神
と

他
界
＝
異
界
か
ら
訪
れ
る
神
々
と
の
位
置
関
係
を
推
定
し
た
い
。

ま
ず
、
酒
湯
か
ら
見
て
ゆ
く
。
酒
湯
と
は
疱
瘡
が
結
痂
し
た
の
ち
、
米
の
と
ぎ
汁

に
酒
な
ど
を
加
え
た
湯
を
患
者
の
身
体
に
か
け
る
習
俗
を
い
う
。
ま
た
、
そ
の
湯
の
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こ
と
も
酒
湯
と
い
っ
た
。
以
下
、
酒
湯
の
語
を
後
者
の
意
味
に
限
定
し
て
使
用
す
る

場
合
は
、「
酒
湯
」
と
表
記
す
る
。

こ
の
酒
湯
に
つ
い
て
、
医
師
の
香
月
牛
山
は
『
小
児
必
要
養
育
草
』（
元
禄
一
六

年
〔
一
七
○
三
〕
序
）
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（

）
巻
五
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

わ
が
日
本
の
風
俗
に
て
、
痘
瘡
収か

せ靨
て
、
い
ま
だ
痂ふ
た

お
ち
ざ
る
前
に
、
米
ノ
泔

水
に
酒
少
シ
ば
か
り
を
如
へ
、
或
は
鼠
の
糞
二
つ
ば
か
り
入
レ
て
、
沸
湯
と
な

し
て
、
そ
の
湯
に
て
痘
を
洗
ひ
沐
浴
す
れ
ば
、
痘
よ
く
か
せ
て
、
病
者
こ
ゝ
ろ

よ
き
に
い
た
る
な
り
、
こ
れ
を
酒
湯
と
い
ふ

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
沐
浴
は
二
番
湯
以
降
の
も
の
で
、
同
書
に
は
「
手
巾
を
湯

に
ひ
た
し
し
ぼ
り
て
、
痘
の
上
に
押
つ
け
て
、
温
た
る
が
よ
き
な
り
、
和
俗
こ
れ
を

一
番
湯
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
最
初
の
酒
湯
は
「
酒
湯
」
に
浸
し
て
絞
っ
た
手
拭
を
肌

に
押
し
当
て
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、「
酒
湯
」
に
入
れ
る
鼠
の

糞
に
つ
い
て
は
、「
毒
あ
れ
ば
、
人
に
よ
り
て
、
か
へ
つ
て
瘡
痕
た
ゞ
る
ゝ
者
あ
り
、

用
ヒ
ざ
る
が
よ
き
な
り
」
と
い
う
の
が
牛
山
の
見
解
で
あ
っ
た
。

酒
湯
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
引
用
文
に
「
そ
の
湯
に
て
痘
を
洗
ひ
沐
浴
す

れ
ば
、
痘
よ
く
か
せ
て
」
と
あ
る
か
ら
、
牛
山
は
痂
皮
を
乾
燥
さ
せ
、
落
痂
し
や
す

く
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
医
師
の
橘
南
谿
の
『
痘
瘡
水
鏡

録
』（
天
明
元
年
〔
一
七
八
一
〕
刊
）
に
は
、「
是
早
ク
落
痂
セ
シ
ム
ル
ノ
法
ナ
リ
」

と
あ
り
）
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、
幕
臣
の
片
山
勇
八
の
『
随
筆
日
記
』（
文
政
一
一
年
〔
一
八
二
八
〕）
に
も
、

「
痘
済
て
後
か
さ
ふ
た
か
た
ま
り
た
る
所
、
白
水
に
酒
を
少
し
加
へ
湯
に
な
し
て
、

手
掛
な
と
に
て
た
び
〳
〵
た
で
ゝ
や
れ
ば
早
く
落
る
也
と
い
へ
り
」
と
あ
る
）
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。
酒
湯

が
落
痂
を
促
す
治
療
法
、
つ
ま
り
痂
皮
を
剥
ぎ
落
と
す
治
療
法
と
見
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
一
に
「
酒
湯
」
が
単
な
る
湯
で
は

な
く
、
米
の
と
ぎ
汁
に
酒
を
加
え
た
も
の
で
、
し
か
も
医
師
の
反
対
す
る
鼠
の
糞
を

入
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
牛
山
が
酒
湯
は
「
わ
が
日
本
の
風
俗
」

で
、
中
国
や
朝
鮮
で
は
「
米
ノ
泔
水
に
て
洗
ふ
事
を
見
ず
」
と
の
べ
て
い
た
こ
と
、

第
三
に
「
其
家
、
痘
を
煩
ふ
者
あ
れ
ば
、
神
の
棚
と
て
、
新
に
こ
し
ら
へ
」、「
酒
湯

を
か
け
て
後
」、「
痘
の
神
（
疱
瘡
の
守
護
神
―
註
）
の
棚
な
ど
も
仕
舞
」
う
習
い
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
（
以
上
、『
小
児
必
要
養
育
草
』
巻
四
、
巻
五
）。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
酒
湯
が
落
痂
を
促
す
治
療
法
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の

起
源
は
経
験
的
な
知
識
と
い
う
よ
り
も
信
仰
に
基
づ
く
治
療
法
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

で
は
、
沐
浴
さ
せ
た
り
、「
酒
湯
」
の
つ
い
た
手
拭
を
肌
に
押
し
当
て
た
り
す
る

治
療
法
の
原
形
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
天
平
九
年
（
七
三
七
）
六

月
の
「
典
薬
寮
勘
申   

疱
瘡
治
方
事
」
に
は
、

又
取
月
汁
、
水
和
浴
之

又
婦
人
月
布
拭
小
児

と
あ
る
）
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。
天
平
九
年
（
七
三
七
）
は
疱
瘡
流
行
の
年
だ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
「
典
薬

寮
勘
申
」
は
同
年
六
月
二
六
日
の
太
政
官
符
の
も
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
勧
申
は

「
傷
寒
後
禁
食
」「
傷
寒
豌
豆
病
治
方
」「
豌
豆
瘡
滅
瘢
」
の
三
つ
の
部
分
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
三
つ
目
の
「
豌
豆
瘡
滅
瘢
」
は
疱
瘡
の
瘢
痕
の
治
療
法
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。
前
掲
の
記
述
は
二
つ
目
の
「
傷
寒
豌
豆
病
治
方
」、
つ
ま
り
疱

瘡
の
治
療
法
に
見
え
、
五
項
目
の
う
ち
の
最
後
の
二
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
疱

瘡
の
最
終
段
階
で
の
治
療
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
後
世
の
酒
湯
に
対
応
す
る
。
後

者
の
「
婦
人
月
布
拭
小
児
」
は
平
安
時
代
の
『
医
心
方
』（
巻
一
四
、
第
五
七
「
治

傷
寒
豌
豆
瘡
方
」）
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
『
千
金
方
』
に
あ
る
「
婦
人
月
布
拭
之
）
118
（

」、

つ
ま
り
「
女
性
の
メ
ン
ス
の
つ
い
た
布
で
患
部
を
拭
う
こ
と
）
119
（

」
に
依
拠
し
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
前
者
の
「
取
月
汁
、
水
和
浴
之
」
は
『
医
心
方
』
に
は
見
え

な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
月
布
」
が
「
女
性
の
メ
ン
ス
の
つ
い
た
布
」
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
月
汁
」
も
経
水
＝
月
水
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
胎
内
か
ら
流
出
す
る
血
液
が
疱
瘡
の
最
終
段
階
で
効
く
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
経
血
が
強
い
力
を
も
つ
と
い
う
信
仰
は
、
た
と
え
ば

ア
イ
ヌ
が
痘
瘡
の
上
に
そ
れ
を
塗
る
治
療
法
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
」
と
い
う
）
120
（

。
こ
れ
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ら
「
月
汁
」
を
混
ぜ
た
水
を
浴
び
た
り
、「
月
布
」
で
患
部
を
拭
っ
た
り
す
る
治
療

法
は
、「
月
が
あ
ら
ゆ
る
女
性
の
月
経
や
妊
娠
に
関
係
あ
る
と
い
う
、
最
も
原
始
的

な
観
念
）
121
（

」、
つ
ま
り
天
上
の
月
や
水
上
に
浮
か
ぶ
月
影
へ
の
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
確
証
は
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
民
俗
信
仰
的

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
治
療
法
が
天
平
九
年
（
七
三
七
）
六
月

二
六
日
の
太
政
官
符
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
、
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
胎
内
の
霊
水
が
後
世
の
米
の
と
ぎ
汁
に
酒
な
ど
を
加
え
た
「
酒
湯
」

と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
婦
人
の
母
胎
で
あ
ろ
う
が
、
境

界
の
神
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
が
、
母
胎
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
前
述
し
た
母

神
の
胎
内
に
皮
膚
の
病
に
効
く
霊
水
が
湛
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
信
仰
が
存
在
し
て

い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
酒
湯
に
は
も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
石
塚
尹

『
護
痘
錦
嚢
』（
文
政
七
年
〔
一
八
二
四
〕
刊
）
に
記
さ
れ
て
い
る
酒
湯
は
、
つ
ぎ

の
通
り
で
あ
る
）
122
（

。
毛
氈
を
敷
い
て
、
結
痂
直
後
の
子
ど
も
を
座
ら
せ
、
頭
上
に
サ
ン

ダ
ワ
ラ
を
か
か
げ
る
。
つ
い
で
盥
に
入
れ
た
「
酒
湯
」
に
ク
マ
ザ
サ
を
浸
し
、
よ
く

水
を
き
っ
て
、
サ
ン
ダ
ワ
ラ
の
上
か
ら
そ
そ
ぎ
か
け
る
真
似
を
三
度
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
サ
ン
ダ
ワ
ラ
は
米
俵
の
蓋
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
頭
上
に
か
か
げ
る
こ

と
は
、
釣
り
鐘
状
を
し
た
空
俵
を
子
ど
も
に
被
せ
る
こ
と
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
が
空
俵
と
い
う
〈
容
器
〉
の
な
か
に
籠
り
、
笹
の
葉
に
付
着

し
た
「
酒
湯
」
を
三
度
浴
び
せ
ら
れ
る
、
そ
う
し
た
儀
礼
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ク
マ
ザ
サ
な
ど
の
笹
を
用
い
る
こ
と
は
一
つ
の
作
法
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の

こ
と
か
ら
、
川
部
裕
幸
が
指
摘
し
た
よ
う
に
酒
湯
と
湯
立
て
神
事
と
の
密
接
な
関
係

が
推
定
で
き
る
が
）
123
（

、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
笹
の
葉
に
付
着
し
た
「
酒
湯
」
は
、
笹
の

葉
に
お
り
た
露
を
意
味
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
江
戸
屋
敷
に
仕
え
た
津
軽
藩
士
の
斎
藤
正
孝
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

に
『
私
家
年
中
躾
帳
』
を
書
い
て
国
許
へ
送
っ
て
い
る
が
、
斎
藤
が
指
示
し
た
酒
湯

の
内
容
は
、
サ
ン
ダ
ワ
ラ
を
敷
い
て
、
そ
こ
に
子
ど
も
を
座
ら
せ
、
頭
上
に
も
う
一

枚
の
サ
ン
ダ
ワ
ラ
を
か
か
げ
、「
酒
湯
」
を
少
し
た
ら
す
と
い
う
儀
礼
で
あ
っ
た
）
124
（

。

二
枚
の
サ
ン
ダ
ワ
ラ
は
空
俵
と
い
う
〈
容
器
〉
を
あ
ら
わ
し
、
そ
こ
に
子
ど
も
が

籠
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
タ
イ
プ
の
酒
湯
も
結
痂
直
後
＝
落
痂
直
前
に
と
り
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
う
し

た
儀
礼
の
成
立
が
、
母
胎
に
擬
せ
ら
れ
た
〈
容
器
〉
の
な
か
に
入
っ
て
籠
り
、
新
し

い
生
命
を
獲
得
し
て
誕
生
＝
再
生
す
る
と
い
う
観
念
や
、
笹
の
葉
に
お
り
た
露
、
つ

ま
り
月
の
霊
水
を
浴
び
る
と
皮
が
剥
げ
落
ち
、
綺
麗
な
肌
に
な
る
と
い
う
脱
皮
再
生

の
観
念
と
無
関
係
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
疱
瘡
と
い
う
皮
膚
の
病
を
め
ぐ
る
治
療
法
や
儀
礼
に
お
い
て
、
患
者
に
浴

び
せ
る
霊
水
が
胎
内
の
血
液
や
月
の
霊
水
に
対
す
る
信
仰
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
を
推
定
し
た
。

猩
　々

前
述
し
た
よ
う
に
、
疱
瘡
患
者
が
出
る
と
、
棚
を
新
た
に
拵
え
、
家
内
で

疱
瘡
の
守
護
神
を
祀
る
習
俗
が
あ
っ
た
。
江
戸
で
は
サ
ン
ダ
ワ
ラ
に
御
幣
を
立
て

た
も
の
を
祀
っ
て
い
た
事
例
が
あ
る
（
山
東
京
伝
『
昔
話
稲
妻
表
紙
』
文
化
三
年

〔
一
八
○
六
〕
刊
の
巻
之
二
の
挿
絵
）
125
（

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
京
都
で
は
猩
々
を
祀
っ
て

い
た
。
富
本
繁
太
夫
の
京
坂
滞
留
日
記
で
あ
る
『
筆
満
可
勢
』
五
巻
（
天
保
七
年

〔
一
八
三
六
〕
二
月
一
二
日
条
）
126
（

）
に
は
、「
当
所
は
疱
瘡
神
を
祭
に
猩
々
祭
り
と
言
て
、

張
子
の
猩
々
人
形
、
酒
甕
に
干
杓
抔
持
し
形
有
り
、
是
を
さ
ん
だ
わ
ら
の
上
へ
為
乗
、

其
脇
へ
張
子
の
達
摩
を
置
く
。
都
て
余
は
江
戸
の
通
り
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
京
都
で
は
猩
々
を
疱
瘡
の
守
護
神
＝
「
疱
瘡
神
」
と
し
、
そ
の

神
体
と
し
て
猩
々
人
形
を
祀
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
猩
々
が
「
疱
瘡

神
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
疱
瘡
患
者
が
出
る

と
周
囲
を
赤
ず
く
め
に
し
た
か
ら
、
顔
や
髪
の
赤
い
猩
々
が
「
疱
瘡
神
」
に
選
ば
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
赤
い
も
の
は
い
く
ら
で
も
あ
り
、
猩
々
で
あ
る
必
然

性
は
な
い
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
猩
々
人
形
の
手
に
し
て
い
た
酒
甕
と
「
干

杓
」
＝
柄
杓
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
そ
れ
ら
を
も
つ
猩
々
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で

あ
っ
た
の
か
。
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謡
曲
『
猩
）々
127
（

』
を
想
起
し
た
い
。
そ
れ
は
秋
の
月
夜
に
、
潯
陽
の
江
の
ほ
と
り
で

高
風
が
待
っ
て
い
る
と
、
壺
を
手
に
し
た
猩
々
が
海
中
か
ら
あ
ら
わ
れ
、
酒
を
飲
み
、

舞
い
を
舞
い
、
酒
の
入
っ
た
壺
を
高
風
に
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
留
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
一
に
高
風
に
授
け
ら
れ
た
壺
の
な
か
の
酒
が
く
め
ど
も

尽
き
な
い
酒
で
あ
っ
た
こ
と
（「
よ
も
尽
き
じ
、
万
代
ま
で
の
、
竹
の
葉
の
酒
」）、

第
二
に
酒
が
不
老
の
薬
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
（「
老
ひ
せ
ぬ
や
、
薬
の
名
を
も
菊
の

水
」）、
第
三
に
酒
が
露
と
の
関
係
で
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
（「
竹
の
葉
の
酒
」「
菊

の
水
」「
理
り
や
白
菊
の
、
き
せ
綿
を
暖
め
て
、
酒
を
い
ざ
や
汲
ふ
よ
」）、
第
四
に

シ
テ
の
猩
々
の
扮
装
が
「
赤
い
童
顔
の
面
を
着
け
、
赤
頭
を
か
ぶ
り
、
上
着
も
袴
も

赤
地
と
い
う
特
殊
な
姿
）
128
（

」
を
し
て
い
た
こ
と
、
第
五
に
舞
台
設
定
が
月
夜
で
、
月
と

猩
々
と
の
深
い
関
係
が
推
定
で
き
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
謡
曲
『
猩
々
』

は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、「
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
を
通
じ
、
俗
に
十
六
猩
々
と

呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
様
々
な
同
工
異
曲
や
同
名
異
曲
な
ど
が
生
ま
れ
た
」
と
い
う
）
129
（

。

関
連
し
て
、『
庭
訓
往
来
註
』（
万
治
元
年
〔
一
六
五
八
〕
刊
）
の
「
市
町
之
興
行
」

の
註
に
見
え
る
猩
々
と
禹
風
の
物
語
が
想
起
さ
れ
る
）
130
（

。
こ
の
物
語
で
は
、
潯
陽
の
江

の
ほ
と
り
で
禹
風
が
待
っ
て
い
る
と
、
猩
々
が
海
中
か
ら
あ
ら
わ
れ
、
酒
を
飲
ん
だ

あ
と
の
空
の
瓶
＝
壺
と
笹
を
禹
風
に
与
え
る
。

浪
ノ
間
近
ク
ヨ
レ
ル
ヲ
見
ハ
、
大
ナ
ル
瓶
ヲ
抱
テ
上
ル
、
此
瓶
ヲ
浜
辺
ニ
居

置
、
至
極
詠
舞
テ
酒
ヲ
飲
ム
、
其
後
此
瓶
ヲ
禹
風
ニ
得
サ
セ
タ
リ
、
又
持
タ
リ

シ
篠
ヲ
モ
ト
ラ
セ
タ
リ
、
猖
（
マ
マ
）々

ノ
云
、
今
コ
ソ
本
体
ヲ
見
ヘ
申
タ
レ
、
相
構

テ
ヲ
ソ
レ
給
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ツ
ボ
ヲ
取
テ
家
ニ
帰
リ
給
テ
、
明
日
ヨ
リ
酒
ヲ
売

セ
給
ベ
シ
、
其
壺
ニ
此
サ
ヽ
ノ
葉
ヲ
門
ノ
頭
ニ
立
テ
給
ヘ
、
暇
申
テ
サ
ラ
バ
ト

テ
、
海
中
ヲ
分
テ
ゾ
入
ニ
ケ
ル
、
禹
風
ハ
ツ
ボ
ヲ
抱
テ
、
家
ニ
帰
リ
、
サ
ヽ
ノ

葉
ヲ
門
ニ
指
テ
、
明
日
ヨ
リ
酒
ヲ
売
ン
ト
テ
拵
ヘ
ケ
リ
、
ヤ
ウ
〳
〵
夜
明
テ
、

ツ
ボ
ノ
内
ヲ
見
レ
バ
、
何
モ
ナ
カ
リ
シ
壺
ニ
酒
清
々
ト
湛
ヘ
タ
リ
、
是
ヲ
取
テ

人
ニ
沽
レ
ト
モ
不
尽
、
此
酒
ヲ
飲
ム
人
ハ
齢
ヲ
ノ
ベ
、
病
ヲ
治
ス
ト
也
、
天
ノ

コ
ン
ツ
キ
ト
云
フ
酒
是
ナ
リ
、
年
月
積
リ
行
ト
モ
尽
ル
事
ナ
シ

文
意
の
不
明
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
猩
々
の
指
示
通
り
、
笹
の
葉
を
門
に
さ
し
て

お
く
と
、
翌
朝
、
壺
は
く
め
ど
も
尽
き
な
い
酒
を
湛
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
壺
の
な
か
の
酒
が
、
笹
の
葉
に
お
り
た
夜
露
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ

る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
文
字
通
り
の
「
天
ノ
コ
ン
ツ
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
飲
ム

人
ハ
齢
ヲ
ノ
ベ
、
病
ヲ
治
ス
」
霊
水
で
あ
っ
た
。
な
お
、
佐
成
謙
太
郎
は
「
古
く
こ

の
趣
の
説
話
が
あ
つ
て
、
本
曲
（『
猩
々
』
―
註
）
も
庭
訓
抄
（『
庭
訓
往
来
註
』
―

註
）
も
そ
れ
に
拠
つ
た
の
で
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
」
と
の
べ
て
い
る
）
131
（

。

『
庭
訓
往
来
註
』
の
物
語
や
謡
曲
『
猩
々
』
に
登
場
す
る
猩
々
は
、
く
め
ど
も
尽

き
な
い
酒
、
す
な
わ
ち
天
に
あ
る
不
老
不
死
の
薬
を
も
ち
、
そ
う
し
た
霊
水
＝
夜
露

の
お
り
る
笹
の
葉
を
も
つ
存
在
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
月
が
雨
や
雪
、
露

な
ど
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
猩
々
が
持
参
し
た
笹
の
葉
に
お

り
た
露
は
月
の
霊
水
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
猩
々
は
古
く
は
月
の
霊
水

を
も
つ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

月
と
猩
々
と
の
深
い
関
係
は
、
猩
々
が
夜
露
の
お
り
る
笹
の
葉
を
持
参
し
た
こ
と

だ
け
で
な
く
、
第
二
に
謡
曲
『
猩
々
』
に
お
い
て
、
海
中
か
ら
の
猩
々
の
出
現
が
盃

に
浮
か
ぶ
月
影
に
た
と
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
（「
さ
か
づ
き
〔
月
の
意
を
含
む
〕
も

浮
び
出
て
、
友
に
逢
ふ
ぞ
嬉
し
き
」）
や
、
髪
を
か
き
あ
げ
て
月
を
望
む
猩
々
の
所

作
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
シ
テ
の
猩
々
が
、
月
神
の
高
良
大
明
神
と
同
様
に
「
赤

衣
」
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
、
第
四
に
首
里
や
那
覇
で
は
、
水
担
桶
を
か
つ
い
で
月

に
立
っ
て
い
る
ア
カ
ナ
ー
が
、
赤
い
顔
と
髪
を
し
た
童
子
と
さ
れ
、
と
き
ど
き
地
上

の
海
辺
に
お
り
て
く
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
）
132
（

（
水
上
に
浮
か
ぶ
月
影
を
想
定
す
れ
ば

海
中
か
ら
出
現
し
た
こ
と
に
な
り
、
月
自
体
も
海
中
か
ら
出
現
す
る
）、
つ
ま
り
猩
々

に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
、
第
五
に
宮
古
島
で
は
、
ア
カ
ナ
ー
の
原
形
と
も
い
う
べ
き

月
の
住
人
ア
カ
リ
ヤ
ニ
ザ
が
、
シ
ツ
の
新
夜
に
柄
杓
で
月
の
霊
水
を
地
上
に
撒
き
散

ら
す
と
さ
れ
、
そ
う
し
た
琉
球
に
残
る
信
仰
や
説
話
が
万
葉
の
時
代
に
は
日
本
列
島

の
南
北
に
広
く
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
推
定
で
き
る
。

関
連
し
て
、
疱
瘡
の
守
護
神
と
し
て
月
神
を
祀
る
神
社
の
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
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が
想
起
さ
れ
る
。『
年
中
重
宝
記
』（
元
禄
六
年
〔
一
六
九
三
〕
自
序
）
に
は
「
毎
年

春
秋
冬
の
あ
い
だ
所
々
に
疱
瘡
は
や
る
。（
京
都
―
註
）
松
尾
の
東
南
月
読
の
神
に

い
の
り
て
よ
し
」
と
あ
り
）
133
（

、
前
掲
の
『
疱
瘡
護
囊
』
に
は
「
本
邦
に
て
ハ
痘
疹
守
護

の
神
ハ
出
雲
国
大
社
の
末
社
に
鷺
森
明
神
と
い
ふ
あ
り
て
、
一
説
に
文
徳
仁
寿
三
年

神
命
に
よ
り
て
こ
れ
を
祭
る
、
神
体
ハ
天
月
神
命
な
り
と
い
へ
り
」
と
あ
る
。「
鷺

森
明
神
」
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
月
神
を
疱
瘡
の
守
護
神

と
す
る
信
仰
の
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
照
ら
せ
ば
、
猩
々
が
古

く
は
「
を
ち
水
」
を
も
つ
「
月
読
」
や
柄
杓
で
「
ス
デ
水
」
を
地
上
に
撒
き
散
ら
す

ア
カ
リ
ヤ
ニ
ザ
な
ど
と
同
様
に
月
の
住
人
＝
月
神
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。以

上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
月
と
猩
々
が
深
い
関
係
に
あ
り
、
元
来
は
猩
々
も
し

く
は
そ
の
前
身
が
月
の
霊
水
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
猩
々
が
疱
瘡
の
守

護
神
と
信
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
月
の
霊
水
を
浴
び

れ
ば
皮
が
剥
げ
落
ち
、
綺
麗
な
肌
に
な
る
と
い
う
信
仰
が
、
か
つ
て
存
在
し
た
と
推

定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
酒
甕
と
柄
杓
を
手
に
し
た
猩
々
人
形
は
、

疱
瘡
患
者
に
酒
と
い
う
霊
水
を
浴
び
せ
る
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
た
、
そ
の
酒
は
月
の
霊
水
に
淵
源
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
つ
ぎ
に
注
目
し
た
い
の
は
、
御
幣
や
猩
々
人
形
が
サ
ン
ダ
ワ
ラ
の
上
に
置

か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
サ
ン
ダ
ワ
ラ
は
米
俵
の
蓋
の
こ
と

で
、〈
容
器
〉
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
御
幣
や
猩
々
人
形
を
神
体

と
す
る
「
疱
瘡
神
」
は
〈
容
器
〉
＝
母
胎
に
籠
っ
た
胎
内
神
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
猩
々
人
形
の
な
か
に
は
下
半
身
が
酒
甕
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
（
志
水

軒
朱
蘭
『
疱
瘡
心
得
草
』
寛
政
一
○
年
〔
一
七
九
八
〕
刊
）
134
（

）、
そ
れ
は
酒
甕
と
い
う
〈
容

器
〉
＝
母
胎
か
ら
誕
生
＝
再
生
し
つ
つ
あ
る
状
態
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
猩
々
は
酒
を
湛
え
た
胎
内
に
籠
る
御
子
神
で
、
そ
の
酒
を
疱
瘡
患
者
に
柄

杓
で
浴
び
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
胎
内
の
酒
の
淵
源
は
、

月
の
霊
水
で
あ
り
、
母
神
の
「
経
血
」（
経
水
＝
月
水
）
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

要
す
る
に
、
サ
ン
ダ
ワ
ラ
の
上
に
置
か
れ
た
猩
々
人
形
は
、
母
胎
に
籠
り
、
そ
こ
か

ら
立
ち
現
れ
、
月
の
霊
水
を
ふ
り
か
け
る
御
子
神
へ
の
信
仰
の
伝
統
を
ふ
ま
え
て
造

形
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
疱
瘡
の
発
症
か
ら
酒
湯
の
完
了
ま
で
の
間
、
家
内
に
祀
ら
れ
て
い
た
「
疱

瘡
神
」、
す
な
わ
ち
御
幣
や
猩
々
人
形
と
サ
ン
ダ
ワ
ラ
の
取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
た
「
疱
瘡
神
」
が
、
胎
内
神
＝
御
子
神
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
胎
内
の
霊
水
の

淵
源
が
月
の
霊
水
で
あ
っ
た
こ
と
、
御
子
神
が
そ
う
し
た
霊
水
を
浴
び
せ
る
役
割
を

担
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
推
定
し
た
。
と
す
れ
ば
、
酒
湯
は
「
疱
瘡
神
」
の
役
割
の

人
間
に
よ
る
代
行
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

去
来
す
る「
疱
瘡
神
」　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
家
内
に
祀
ら
れ
て
い
た
「
疱
瘡
神
」

は
、
ど
こ
か
ら
訪
れ
た
神
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

菅
江
真
澄
は
羽
州
の
庄
内
で
、
村
境
の
路
傍
に
捨
て
ら
れ
た
「
疱
瘡
神
」
を
実
見

し
て
い
る
（『
あ
き
た
の
か
り
ね
』
天
明
四
年
〔
一
七
八
四
〕
九
月
二
二
日
条
）
135
（

）。

路
の
か
た
は
ら
に
わ
ら
う
だ
し
き
て
、
そ
が
上
に
、
あ
し
な
が
の
わ
ら
ぐ
つ
、

五
色
の
紙
の
み
て
ぐ
ら
、
か
は
ら
け
の
さ
ら
に
糸
つ
ら
ぬ
き
て
長
箸
そ
へ
た
る

は
、
も
が
さ
の
神
祭
る
と
て
そ
の
家
に
も
の
し
て
、
村
さ
と
の
は
し
に
捨
た
る

也
け
り
。

「
わ
ら
う
だ
」
＝
サ
ン
ダ
ワ
ラ
の
上
に
御
幣
を
立
て
、
藁
靴
や
皿
、
箸
な
ど
を
供

え
て
祀
っ
て
い
た
「
も
が
さ
の
神
」
＝
「
疱
瘡
神
」
を
、
疱
瘡
成
就
の
の
ち
、
村
境

と
い
う
他
界
＝
異
界
と
こ
の
世
の
境
界
領
域
に
ま
で
運
び
、
そ
こ
に
捨
て
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
習
俗
の
存
在
は
「
疱
瘡
神
」
が
村
境
か
ら
訪
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

よ
う
。

と
い
う
の
は
、
小
石
＝
子
石
や
陽
物
の
模
型
な
ど
の
場
合
も
、
そ
れ
ら
を
借
り
受

け
て
家
に
持
ち
帰
り
、
祈
願
成
就
の
の
ち
、
も
と
あ
っ
た
場
所
へ
返
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
馬
琴
日
記
』（
天
保
二
年
〔
一
八
三
一
〕
三
月
四
日

条
）
136
（

）
に
も
、「
今
日
、
太
郎
さ
ゝ
湯
（
酒
湯
―
註
）
い
た
し
候
ニ
付
、
疱
瘡
棚
、
撤
之
。

白
山
権
現
守
札
并
ニ
幣
、
其
外
供
物
一
式
、
だ
る
磨
を
浅
草
山
谷
白
山
神
主
方
迄
持
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参
、
為
納
畢
、
白
米
一
袋
・
鳥
目
百
銅
、
外
ニ
奉
納
幟
代
銀
壱
匁
、
年
々
借
用
の
小

石
等
も
進
納
之
」
と
あ
り
、
白
山
権
現
を
祀
る
白
山
社
か
ら
小
石
を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
借
用
し
、
酒
湯
を
済
ま
す
と
、
す
べ
て
返
納
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
も
と
あ
っ
た
場
所
へ
返
す
の
が
作
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
庄
内
に
お
い
て
は
「
疱
瘡
神
」
を
村
境
に
放
置
し
て
お
り
、
あ
え
て

祀
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
疱
瘡
神
」
が
他
界
＝
異
界
、
す
な
わ
ち
人
び
と

の
関
与
で
き
な
い
村
境
の
向
こ
う
側
の
世
界
か
ら
訪
れ
た
神
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
帰
っ
て
も
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
事
実
、
疱
瘡
成
就
の

の
ち
、「
疱
瘡
神
」
送
り
と
称
し
て
、
御
弊
を
立
て
た
サ
ン
ダ
ワ
ラ
や
箕
を
川
や
海

へ
流
す
習
俗
が
広
く
各
地
に
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
猩
々
の
場
合
も
同
様
で
、
そ
の
ゆ

き
先
と
し
て
古
く
は
海
原
の
彼
方
の
月
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
本
章
で
検
討
の
素
材
と
し
た
「
疱
瘡
神
」
が
、
他
界
＝
異
界
と
こ
の
世
の

境
界
領
域
を
経
て
家
々
を
訪
れ
る
神
、
去
来
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

小
正
月
の
訪
問
者　

と
こ
ろ
で
、
奥
羽
に
は
皮
を
剥
ぎ
に
訪
れ
る
小
正
月
の
訪
問

者
が
い
た
。「
疱
瘡
神
」
と
の
関
連
で
、
そ
う
し
た
小
正
月
の
訪
問
者
に
つ
い
て
も

簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

羽
州
の
男
鹿
半
島
で
は
一
月
一
五
日
の
夜
、「
小
刀
」
を
手
に
し
た
ナ
マ
ハ
ゲ
が

家
々
を
訪
れ
た
。
菅
江
真
澄
は
こ
の
ナ
マ
ハ
ゲ
に
つ
い
て
、「
冬
籠
り
し
て
男
女
柴

火
に
あ
た
る
に
、
肱
、
脛
、
み
な
赤
斑
に
火
形
の
つ
き
ぬ
」、「
そ
の
火ひ

文が
た

を
春
は
鬼

の
来
て
剥
き
去
る
ち
ふ
諺
の
あ
る
に
た
く
へ
て
、
し
か
鬼
の
さ
ま
し
て
出
あ
り
く
生

身
剥
き
ち
ふ
も
の
也
」
と
の
べ
て
い
る
（『
お
が
の
し
ま
か
ぜ
』『
お
が
の
さ
む
か

ぜ
）
137
（

』）。
こ
の
説
明
か
ら
、
冬
籠
り
し
て
い
る
人
び
と
の
肱
や
脛
に
で
き
た
「
火
文
を

春
は
鬼
の
来
て
剥
き
去
る
」
と
い
う
諺
の
あ
っ
た
こ
と
や
、
ナ
マ
ハ
ゲ
が
そ
う
し
た

新
春
に
訪
れ
る
鬼
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ほ
か
に
も
、
奥

州
の
ナ
ゴ
ミ
タ
ク
リ
や
ス
ネ
カ
（
ス
ネ
カ
ワ
タ
ク
リ
も
し
く
は
ス
ネ
カ
ッ
チ
ャ
ギ
の

略
称
）
な
ど
類
例
は
多
く
、
い
ず
れ
も
火
形
の
あ
る
皮
を
剥
ぎ
に
訪
れ
た
。
関
連
し

て
、
や
は
り
奥
羽
の
小
正
月
の
訪
問
者
で
あ
っ
た
カ
セ
ド
リ
（
カ
セ
ギ
ド
リ
）
が
想

起
さ
れ
る
。
カ
セ
ド
リ
に
は
皮
を
剥
ぐ
伝
承
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
折
口
信
夫
は
カ

セ
を
病
に
侵
さ
れ
た
皮
膚
に
出
て
い
る
斑
点
の
こ
と
と
し
、
カ
セ
ド
リ
も
冬
籠
り
し

て
い
る
人
び
と
の
異
常
な
皮
を
剥
ぎ
に
訪
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
）
138
（

（
た
だ
し
、
原
義

に
つ
い
て
は
別
の
解
釈
を
し
て
い
る
）。

こ
の
よ
う
に
、
奥
羽
に
は
火
形
な
ど
の
見
ら
れ
る
皮
を
剥
ぎ
に
訪
れ
る
小
正

月
の
訪
問
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
ナ
マ
ハ
ゲ
が

「
か
ら
〳
〵
」「
こ
ろ
〳
〵
」
と
音
の
す
る
「
小
箱
」
を
腰
に
つ
け
て
来
訪
し
た
こ
と

で
あ
る
（
菅
江
真
澄
『
お
が
の
さ
む
か
ぜ
）
139
（

』）。
内
田
武
志
・
宮
本
常
一
の
両
氏
に
よ

れ
ば
、
秋
田
県
「
由
利
郡
で
は
こ
れ
を
、
な
も
み
は
ぎ
・
な
ま
み
は
ぎ
、
岩
手
県
閉

伊
郡
で
は
、
な
ご
み
た
く
り
」
と
呼
び
、「
出
刃
包
丁
を
持
ち
、
瓢
箪
な
ど
に
入
れ

た
豆
を
が
ち
ゃ
が
ち
ゃ
鳴
ら
し
て
や
っ
て
く
る
な
ど
ど
こ
も
同
様
」
で
あ
っ
た
と
い

う
）
140
（

。
こ
う
し
た
瓢
箪
が
神
霊
の
〈
容
器
〉
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、「
小
箱
」
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
松
本
信
廣
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
）
141
（

。「
古

代
日
本
人
に
と
つ
て
箱
は
、
神
聖
な
性
質
を
持
つ
て
を
る
。
こ
の
中
に
神
の
御
魂
を

お
さ
め
て
持
ち
運
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
箱
は
、
女
巫
の
生
活
に
重
要
な
役
割
を

演
じ
た
も
の
で
あ
る
。
今
も
な
ほ
、
死
人
の
魂
を
呼
び
返
す
職
務
を
つ
か
さ
ど
る
市

子
は
、
そ
の
守
り
神
の
ひ
そ
む
箱
を
た
づ
さ
へ
て
を
る
」。
お
そ
ら
く
、
ナ
マ
ハ
ゲ

ら
の
も
つ
「
小
箱
」
や
瓢
箪
の
な
か
の
豆
は
、〈
容
器
〉
＝
母
胎
に
籠
る
神
霊
、
す

な
わ
ち
胎
内
神
で
は
な
か
っ
た
か
。

一
方
、
仙
台
藩
領
北
部
の
カ
セ
ド
リ
は
、
イ
ヂ
コ
と
呼
ぶ
手
籠
を
も
っ
て
家
々
を

訪
れ
、
家
の
主
人
か
ら
餅
や
米
を
入
れ
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
う
し
た
餅
を
「
た
ま
ご
」

と
呼
ん
で
い
た
）
142
（

。
ま
た
、
盛
岡
藩
領
南
部
の
カ
セ
ド
リ
も
、
藁
製
の
イ
ズ
メ
に
卵
形

の
餅
を
一
つ
入
れ
て
家
々
を
訪
れ
た
）
143
（

。
こ
の
イ
ヂ
コ
や
イ
ズ
メ
と
い
う
語
は
嬰
児
籠

を
意
味
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
人
び
と
は
嬰
児
籠
に
見
立
て
た
〈
容
器
〉
の
な
か
に
、

脱
殻
し
て
再
生
＝
誕
生
す
る
新
し
い
生
命
が
存
在
す
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
関

連
し
て
、
宮
城
県
伊
具
郡
筆
甫
村
に
お
け
る
イ
ズ
コ
＝
嬰
児
籠
を
使
っ
た
神
送
り
の

習
俗
が
想
起
さ
れ
る
。
筆
甫
村
で
は
「
チ
フ
ス
流
行
の
と
き
は
小
さ
い
イ
ズ
コ
を
作
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り
、
中
に
小
豆
飯
と
御
幣
、
銭
二
、三
文
を
入
れ
て
三
辻
や
そ
の
他
の
辻
に
置
い
て

く
る
風
」
が
あ
っ
た
と
い
う
）
144
（

。「
疱
瘡
神
」
送
り
に
類
似
し
た
習
俗
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
照
ら
せ
ば
、
カ
セ
ド
リ
の
手
に
し
た
イ
ヂ
コ
や
イ
ズ
メ
も
、
餅
に
よ
っ
て
あ
ら

わ
さ
れ
た
神
霊
の
〈
容
器
〉
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

カ
セ
ド
リ
の
〈
容
器
〉
の
場
合
は
巣
に
見
立
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ

る
が
、
新
し
い
生
命
を
宿
し
て
い
る
点
で
、
母
胎
と
変
わ
り
な
い
。

以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ナ
マ
ハ
ゲ
や
ナ
ゴ
ミ
タ
ク
リ
、
カ
セ
ド
リ
な
ど
は
、

い
ず
れ
も
御
子
神
の
籠
っ
て
い
る
〈
容
器
〉
を
携
え
て
家
々
を
訪
れ
た
と
推
察
さ
れ

る
。
そ
う
し
た
御
子
神
は
「
疱
瘡
神
」
と
同
様
に
皮
を
剥
ぐ
神
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

が
ナ
マ
ハ
ゲ
ら
の
も
つ
「
小
刀
」
＝
出
刃
包
丁
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
カ
セ
ド
リ
が
手
に
し
た
〈
容
器
〉
の
な
か
に
、
豊
か
な
水
が
湛
え
ら
れ
て

い
る
と
し
て
い
た
地
域
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
の
会
津

藩
『
風
俗
帳
』
に
よ
る
と
、
会
津
藩
領
の
上
郷
の
カ
セ
ド
リ
は
、

物
言
は
ず
し
て
戸
を
叩
く
、
此
合
図
を
心
得
て
件
の
鉢
を
受
取
、
身
代
に
応
し

粟
、
そ
ば
の
団
子
、
鳥
肉（
目
カ
）類
の
物
を
祝
ひ
、
田
地
の
水
口
を
明
け
る
と
て
木
鉢

の
口
を
少
し
割
り
て
渡
す
、
其
砌
ひ
さ
く
に
水
入
れ
て
掛
る
を
か
せ
鳥
の
祝
ひ

と
す
る

と
い
う
）
145
（

。
同
様
の
記
述
が
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
『
風
俗
帳
』
に
も
見
え
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
訪
問
先
の
家
の
主
人
が
木
鉢
に
粟
や
蕎
麦
の
団
子
、
銭
な
ど
を

入
れ
、
そ
れ
を
カ
セ
ド
リ
に
返
却
す
る
際
、「
田
地
の
水
口
を
明
け
る
」
と
い
っ
て

「
木
鉢
の
口
を
少
し
割
り
」、
同
時
に
カ
セ
ド
リ
に
祝
い
の
水
を
浴
び
せ
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
カ
セ
ド
リ
の
も
つ
木
鉢
が
豊
か
な
水
を
湛
え
た
〈
容
器
〉
と
さ
れ
て
い

た
こ
と
や
、
カ
セ
ド
リ
の
浴
び
た
水
が
〈
容
器
〉
の
な
か
の
霊
水
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

盛
岡
藩
領
南
部
で
は
、
カ
セ
ド
リ
に
「
若
水
桶
に
て
水
を
か
け
る
」
と
い
い
）
146
（

、
ど

の
地
域
で
も
「
身
に
病
な
き
た
め
に
す
る
）
147
（

」
再
生
儀
礼
で
あ
っ
た
。
関
連
し
て
、
餅

を
入
れ
た
若
水
桶
に
若
水
を
汲
み
、
こ
れ
を
持
ち
帰
る
元
旦
の
若
水
迎
え
の
習
俗

や
、
若
水
を
家
人
な
ど
に
浴
び
せ
る
習
俗
が
想
起
さ
れ
る
。
若
水
桶
＝
〈
容
器
〉
の

な
か
の
餅
と
若
水
の
取
り
合
わ
せ
に
注
目
し
た
い
。
お
そ
ら
く
、
カ
セ
ド
リ
に
祝
い

の
水
を
浴
び
せ
る
習
俗
は
、
そ
う
し
た
家
人
に
若
水
を
浴
び
せ
る
習
俗
と
同
根
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
カ
セ
ド
リ
が
手
に
し
た
〈
容
器
〉
の
な
か
の
霊
水
も
、
月
の
霊
水

に
淵
源
す
る
若
水
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
会

津
藩
領
の
上
郷
で
は
〈
容
器
〉
の
な
か
の
霊
水
と
田
地
に
入
れ
る
水
が
同
一
視
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
田
県
神
社
の
小
正
月
の
豊
年
祭
に
見
ら
れ
た
田
の

水
口
に
陽
物
の
模
型
を
立
て
る
慣
行
が
想
起
さ
れ
る
（
第
二
章
）。
陽
物
の
模
型
＝

御
子
神
が
立
つ
水
口
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
水
は
、
古
く
は
豊
穣
を
も
た
ら
す
月
の
霊

水
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
会
津
郡
伊
南
古
町
の
カ
セ
ド
リ
が
、
養
蚕
用
具
の
「
わ
ら
だ
」
と
い
う

箱
様
の
〈
容
器
〉
を
も
っ
て
家
々
を
訪
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
（『
会
津
風
俗
帳
』

貞
享
二
年
〔
一
六
八
五
〕
成
）
148
（

）。
蚕
は
「
わ
ら
だ
」
の
な
か
で
脱
皮
し
て
成
長
す
る
。

史
料
に
は
、「
獅
子
蚕
、
鷹
蚕
、
舟
蚕
、
庭
蚕
と
て
四
度
ぬ
け
替
り
）
149
（

」
と
あ
る
。
こ

う
し
た
「
わ
ら
だ
」
を
持
っ
て
家
々
を
廻
る
カ
セ
ド
リ
の
存
在
は
、
古
く
は
〈
容
器
〉

の
な
か
の
御
子
神
が
脱
皮
成
長
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

関
連
し
て
、
秦
川
勝
（
河
勝
）
の
父
、
秦
酒
公
が
酒
瓶
の
な
か
で
成
長
し
た
と
語
る

『
聖
誉
鈔
』
の
記
事
や
）
150
（

、
蛇
の
姿
を
し
た
御
子
神
が
「
杯
」「
瓮
」「
甕
」
の
な
か
で

成
長
し
た
と
語
る
『
常
陸
国
風
土
記
』（
那
賀
郡
）
の
記
事
な
）
151
（

ど
が
想
起
さ
れ
る
が
、

「
わ
ら
だ
」
と
い
う
〈
容
器
〉
の
使
用
に
は
、
や
は
り
な
に
が
し
か
の
意
味
が
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。

以
上
雑
駁
な
検
討
で
は
あ
る
が
、
小
正
月
の
訪
問
者
が
携
帯
し
た
〈
容
器
〉
の
な

か
の
も
の
と
本
章
で
取
り
上
げ
た
「
疱
瘡
神
」
と
の
共
通
性
と
し
て
、
つ
ぎ
の
諸
点

を
推
定
し
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
皮
を
剥
ぎ
に
家
々
を
訪

れ
る
去
来
神
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
母
胎
に
も
擬
せ
ら
れ
る
べ
き
〈
容
器
〉
に
籠

る
御
子
神
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
三
に
〈
容
器
〉
が
霊
水
を
湛
え
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
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て
い
た
こ
と
な
ど
で
、
要
す
る
に
両
者
に
大
き
な
違
い
が
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、〈
容
器
〉
の
な
か
の
も
の
と
月
と
の
関
係
の
具
体
的
な
検

証
も
今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
。

本
章
で
は
、
第
三
章
と
第
四
章
で
試
み
た
推
論
を
補
強
す
べ
く
、
酒
湯
や
「
疱
瘡

神
」、
小
正
月
の
訪
問
者
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
注
目
し
た
い
の
は
、
本
章
で

取
り
上
げ
た
「
疱
瘡
神
」
が
境
界
の
神
と
酷
似
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
共

通
性
は
本
稿
で
推
定
し
た
も
の
の
ほ
か
に
も
少
な
く
な
い
が
、
大
き
な
違
い
は
一
方

が
他
界
＝
異
界
と
こ
の
世
の
間
を
去
来
す
る
神
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
他
方
が
地

境
や
村
の
中
央
の
辻
と
い
う
他
界
＝
異
界
と
こ
の
世
の
境
界
領
域
に
祀
ら
れ
た
神
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
両
者
は
も
と
は
一
つ
で
、
去
来
す
る
神
を
地
境
や

村
の
中
央
の
辻
に
祀
っ
た
も
の
が
境
界
の
神
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
章
で

見
た
「
疱
瘡
神
」
は
効
験
が
疱
瘡
の
治
癒
に
特
化
し
た
去
来
神
で
、
境
界
の
神
も
ま

た
同
様
に
機
能
分
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
境

界
の
神
の
淵
源
が
他
界
＝
異
界
と
こ
の
世
の
間
を
去
来
す
る
神
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
地
境
や
村
の
中
央
の
辻
ば
か
り
で
な
く
、
床
下
や
納
戸
な
ど
多
様
な
境
界
領
域

に
祀
ら
れ
た
神
々
も
境
界
の
神
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

❻
境
界
の
神
と
衣
類
・
片
袖
・
獣
皮

衣
類
・
片
袖
の
取
得　

第
三
章
〜
第
五
章
で
は
、
第
一
に
古
く
は
境
界
の
神
が
月

の
霊
水
に
よ
っ
て
人
間
の
身
の
皮
を
剥
ぐ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
、
第
二
に
そ

れ
ゆ
え
境
界
の
神
が
皮
膚
の
病
に
効
験
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
推

定
し
た
。
そ
う
し
た
皮
膚
の
病
の
一
つ
に
「
癩
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
本
章
で
は
、
第
一
の
推
定
を
「
賤
民
」
史
研
究
に
つ
な
げ
て
ゆ
く
た
め
に
、
人

間
の
身
の
皮
ば
か
り
で
な
く
、
衣
類
や
片
袖
、
獣
皮
も
剥
ぎ
取
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
こ
と
や
、
そ
れ
ゆ
え
境
界
の
神
に
そ
れ
ら
を
献
納
す
る
習
俗
が
生
ま
れ
た
こ
と
な

ど
を
推
定
す
る
。

中
世
の
経
典
な
ど
を
分
析
し
た
川
村
邦
光
に
よ
れ
ば
、
境
界
領
域
で
あ
る
三
途
の

川
の
ほ
と
り
に
は
奪
衣
婆
と
懸
衣
翁
が
い
て
、
奪
衣
婆
が
死
者
の
衣
類
を
剥
ぎ
、
懸

衣
翁
が
そ
れ
を
衣
領
樹
と
い
う
木
の
枝
に
懸
け
た
が
、
衣
類
が
な
け
れ
ば
皮
を
剥
い

だ
と
い
う
）
152
（

。
も
っ
と
も
、
史
料
的
に
は
懸
衣
翁
の
姿
が
見
ら
れ
る
事
例
は
少
な
く
、

多
く
は
奪
衣
婆
と
樹
木
の
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
奪
衣
婆
や
懸

衣
翁
は
境
界
の
神
の
変
形
で
あ
ろ
う
。

衣
領
樹
と
い
う
樹
木
が
衣
類
や
皮
を
取
得
し
た
こ
と
と
の
関
連
で
、
屋
内
に
籠
り

静
か
に
し
て
い
る
日
と
さ
れ
て
い
た
六
月
一
日
の
俗
信
が
想
起
さ
れ
る
。
菅
江
真
澄

は
「
け
ふ
の
朔ツ
イ
タ
チ旦

を
脱
ヌ
ケ
ノ
ツ
イ
タ
チ

月
立
と
い
ひ
な
ら
は
し
て
、
桑
の
林
の
も
と
に
行
ケ
ば
、
空

蝉
の
も
ぬ
け
の
か
ら
の
ご
と
く
魂タ
マ
シ
ヒ魄

と
び
さ
り
て
、
人ヒ
ト

脱ガ
ラ

の
み
残
り
止
マ
れ
る
と

て
、
桑
の
木
一
ト
本
見
て
も
恐
れ
か
し
こ
み
、
蚕
の
養
も
、
よ
べ
に
と
り
て
け
ふ
は

も
の
せ
ず
」
と
の
べ
て
い
る
（『
は
し
わ
の
わ
か
ば
』
天
明
六
年
〔
一
七
八
六
〕
六

月
一
日
条
）
153
（

）。
真
澄
の
い
う
「
人ヒ
ト
ガ
ラ脱

」
と
は
魂
が
飛
び
去
っ
た
あ
と
の
死
骸
の
こ
と

で
は
な
く
、「
空
蝉
の
も
ぬ
け
の
か
ら
」
や
蛇
の
抜
け
殻
の
よ
う
な
人
間
の
身
の
皮

で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
六
月
一
日
に
人
間
の
皮
が
む

け
て
綺
麗
に
な
る
と
か
蛇
が
脱
皮
す
る
な
ど
と
い
う
俗
信
ば
か
り
で
な
く
（
第
三

章
）、「
桑
の
林
の
も
と
」
に
身
の
皮
を
残
し
て
他
界
＝
異
界
へ
送
ら
れ
て
し
ま
う
と

い
う
俗
信
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
六
月
一
日
の
桑
の
木
の
あ
る
空
間
は
、

他
界
＝
異
界
と
こ
の
世
の
境
界
領
域
と
見
な
さ
れ
、
そ
こ
に
入
り
込
ん
だ
人
間
の
身

の
皮
を
桑
の
木
が
剥
ぐ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
霊
水
に
よ
っ
て
む

か
れ
た
皮
が
桑
の
木
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
と
い
う
ム
ケ
朔
日
の
俗
信

や
、
衣
領
樹
の
場
合
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
剥
ぎ
取
ら
れ
た
皮
が
桑

の
木
の
枝
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
察
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
境
界
領
域
に
お
い
て
桑
の
木
が
皮
を
剥
い
で
取
得
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
う
し
た
桑
の
木
の
枝
を
神
体
と
す
る
家
の
神
に
奥
羽
の
オ
シ
ラ
サ
マ
が
あ
っ

た
。
オ
シ
ラ
サ
マ
の
男
女
二
神
の
神
体
は
「
谷
を
隔
て
生
ひ
立
る
桑
の
樹
の
枝
」（
菅
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江
真
澄
『
月
の
出
羽
路　

仙
北
郡
』
二
一
巻
）
で
あ
っ
た
が
）
154
（

、
こ
の
よ
う
に
、
境
界

領
域
で
あ
る
地
境
に
生
え
て
い
た
桑
の
木
は
神
聖
な
樹
木
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
枝
が

オ
シ
ラ
サ
マ
の
神
体
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
オ
シ
ラ
サ
マ
は
境
界
の

神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
お
そ
ら
く
、
祭
日
な
ど
に
手
で

ひ
き
さ
い
た
布
を
オ
シ
ラ
サ
マ
に
包
頭
形
に
着
せ
る
習
い
で
あ
っ
た
の
も
、
オ
シ
ラ

サ
マ
が
皮
や
衣
類
を
剥
い
で
取
得
す
る
境
界
の
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
男
女
二
体
の
オ
シ
ラ
サ
マ
に
も
御
子
神
の
イ
メ
ー
ジ
が
と
も

な
っ
て
お
り
、
田
植
え
で
人
手
が
足
り
な
く
な
る
と
、
オ
シ
ラ
サ
マ
が
童
子
の
姿
と

な
っ
て
手
伝
い
に
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
っ
た
）
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（

。

オ
シ
ラ
サ
マ
の
場
合
と
同
様
に
、
境
界
の
神
に
衣
類
を
着
せ
る
習
俗
が
広
く
見
ら

れ
た
。
た
と
え
ば
『
名
彙
』
に
よ
る
と
、
栃
木
県
塩
谷
郡
矢
板
村
の
「
は
し
か
地
蔵
」

の
場
合
は
、「
平
日
も
子
供
を
つ
れ
て
詣
る
が
、
ハ
シ
カ
流
行
の
と
き
は
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
。
幼
児
の
衣
物
を
石
像
に
き
せ
、
石
の
か
け
ら
を
持
ち
帰
る
」
と
い
う
）
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（

。
そ

れ
は
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
の
場
合
に
も
見
ら
れ
、「
淡
路
の
三
原
郡
五
色
町
相

原
字
中
村
な
ど
の
島
の
中
央
山
間
部
落
で
は
オ
サ
イ
サ
ン
と
よ
ぶ
二
体
の
自
然
石
を

山
麓
の
小
高
い
と
こ
ろ
に
ま
つ
り
、
同
族
あ
る
い
は
地
縁
の
も
の
が
共
同
で
、
正
月

二
十
日
、
九
月
二
十
日
（
今
は
新
暦
十
月
二
十
日
）
に
祭
り
を
行
な
う
。
こ
の
と
き
、

『
寒
帷
に
秋
袷
』
と
い
っ
て
、
正
月
に
は
一
枚
、
秋
に
は
二
枚
の
紙
の
衣
を
着
せ
か

け
て
、
白
餅
と
甘
酒
な
ど
を
供
え
て
い
る
」
と
い
う
）
157
（

。
新
春
と
晩
秋
の
二
回
、
オ
サ

イ
サ
ン
と
呼
ぶ
二
体
の
サ
イ
ノ
カ
ミ
の
自
然
石
に
新
し
い
衣
類
を
着
せ
掛
け
る
祭
り

が
と
り
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
衣
類
を
着
せ
る
習
俗
も
、
皮
や
衣
類

を
剥
い
で
取
得
す
る
境
界
の
神
へ
の
信
仰
に
起
因
し
て
成
立
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
片
袖
で
あ
る
。
峠
や
坂
、
辻
な
ど
の
境
界
の
神
に
は

片
袖
を
ほ
し
が
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
素
性
法
師
の
「
た
む
け
に
は

つ
ゞ
り
の
袖
も
き
る
べ
き
に
も
み
ぢ
に
飽
け
る
神
や
返
さ
む
」（『
古
今
和
歌
集
』
巻

第
九
「
羈
旅
歌
」
第
四
二
一
番
）
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（

）
の
歌
や
、「
逢
は
な
く
に
夕
占
を
問
ふ
と
幣
に
置

く
に
わ
が
衣
手
は
ま
た
そ
継
ぐ
べ
き
」（『
万
葉
集
』
巻
第
一
一
、二
六
二
五
番
）
159
（

）
の

歌
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
峠
を
通
過
す
る
と
き
や
辻
占
の
際
、
境
界
の
神
に

片
袖
を
捧
げ
る
習
俗
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
袖
取
松
の
俗
信
や
袖
掛
松

の
伝
説
も
あ
り
、
た
と
え
ば
『
改
訂
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
の
「
ソ
デ
ト
リ
マ
ツ
」

の
項
に
は
、「
静
岡
県
榛
原
郡
川
崎
町
仁
田
口
に
あ
り
、（
略
）
こ
の
前
で
倒
れ
る
と

袖
を
と
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
る
）
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」
と
見
え
、
中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』
の

「
ソ
デ
カ
ケ
マ
ツ
」
の
項
に
は
、「
播
磨
神
崎
郡
豊
富
村
字
酒
井
に
袖
掛
松
と
云
ふ
老

松
が
あ
る
。
塩
冶
判
官
高
貞
の
夫
人
自
刃
の
際
袖
を
截
り
此
松
に
掛
け
た
と
云
ふ
）
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（

」

と
見
え
る
。
自
刃
に
よ
っ
て
他
界
＝
異
界
へ
赴
く
と
き
片
袖
を
松
に
掛
け
た
と
い
う

こ
の
伝
説
も
、
境
界
領
域
に
生
え
た
聖
樹
が
片
袖
を
剥
い
で
取
得
す
る
と
い
う
観
念

や
、
そ
れ
に
片
袖
を
手
向
け
る
習
俗
を
基
盤
に
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
片
袖
は
衣
類
や
皮
と
置
換
可
能
で
あ
っ
た
。
瀬
川
清
子
は
「
死
者
が
あ

の
世
へ
の
道
を
と
ぼ
〳
〵
と
辿
る
時
に
、
必
ず
三
途
の
川
を
渡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
さ
う

で
あ
る
。
そ
の
川
の
側
に
シ
ヤ
ウ
塚
の
婆
さ
ん
が
居
つ
て
経
帷
子
の
片
袖
を
も
ぐ
、

そ
れ
で
死
衣
は
、
片
袖
は
、
縫
ひ
つ
け
ず
一
寸
と
め
て
置
く
も
の
だ
、
と
聞
か
さ
れ
、

又
イ
ロ
（
喪
服
―
註
）
を
縫
ふ
人
達
の
間
に
立
ま
じ
つ
て
、
見
も
し
た
こ
と
で
あ
る
」

と
回
想
し
て
い
る
）
162
（

。「
シ
ヤ
ウ
塚
の
婆
さ
ん
」
と
は
衣
類
や
皮
を
剥
ぎ
取
る
奪
衣
婆

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
衣
掛
松
や
衣
掛
石
な
ど
、
袖
掛
松
と
同
類
の
伝
説
も
広
く

分
布
し
て
い
た
）
163
（

。

で
は
、
境
界
の
神
に
と
っ
て
衣
類
や
片
袖
、
皮
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を

探
る
た
め
に
、
室
町
時
代
の
金
春
禅
竹
の
『
明
宿
集
』
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。『
明

宿
集
』
の
内
容
は
、
謡
曲
「
翁
」
に
登
場
す
る
「
翁
即
宿
神
の
立
場
か
ら
猿
楽
芸
の

神
聖
さ
を
説
い
て
お
り
、
諸
仏
・
諸
神
、
祖
師
・
先
徳
、
人
麿
・
業
平
、
秦
河
勝
・

一
座
の
棟
梁
ら
を
す
べ
て
翁
の
本
体
・
化
現
な
い
し
使
者
と
す
る
、
徹
底
し
た
翁
神

聖
論
で
あ
る
」
と
い
う
）
164
（

。
た
し
か
に
『
明
宿
集
』
に
は
「
翁
ヲ
宿
神
ト
申
タ
テ
マ
ツ

ル
」
と
あ
る
が
）
165
（

、
注
目
し
た
い
の
は
「
翁
」
の
着
用
す
る
「
水
干
ワ
、
母
ノ
胎
ニ
シ

テ
ワ
胞エ

ナ衣
ト
イ
ワ
レ
シチ
ハ
ヤノ

袖
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
）
166
（

。「

」
は
袖
な
し
の
肩
衣

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「

ノ
袖
」
は
切
り
取
ら
れ
た
片
袖
の
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
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て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
記
述
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
片
袖
は
母
胎
の
「
胞

衣
」
に
あ
た
り
、「
水
干
」
は
そ
う
し
た
片
袖
、
つ
ま
り
「
胞
衣
」
に
等
し
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
『
明
宿
集
』
で
は
、「
翁
」
＝
「
宿
神
」
は
胎
内
神
＝

御
子
神
で
、
衣
類
（
水
干
）
や
片
袖
（

の
袖
）
は
「
胞
衣
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
胎
内
神
は
胎
内
と
外
界
を
行
き
来
す
る
御
子
神
で
、
母
胎

と
一
体
の
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
胎
内
神
＝
御
子
神
と
表
記

す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

「
宿
神
」
が
胎
内
神
＝
御
子
神
で
、
そ
の
信
仰
が
母
子
神
信
仰
を
骨
子
と
す
る
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
猿
楽
の
祖
「
秦
ノ
河
勝
ハ
、
翁
ノ
化
現
疑
ヒ
ナ
シ
」
と
す
る

理
由
を
の
べ
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
）
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（

。

（
秦
ノ
河
勝
ハ
―
註
）
業
ヲ
子
孫
ニ
譲
リ
テ
、
世
ヲ
背
キ
、
空
舟
ニ
乗
リ
、
西

海
ニ
浮
カ
ビ
給
イ
シ
ガ
、
播
磨
ノ
国
南
波
尺
師
ノ
浦
ニ
寄
ル
。
蜑ア
マ

人
舟
ヲ
上
ゲ

テ
見
ル
ニ
、
化
シ
テ
神
ト
ナ
リ
給
フ
。
当
所
近
離
ニ
憑
キ
祟
リ
給
シ
カ
バ
、
大

キ
ニ
荒
ル
ヽ
神
ト
申
ス
。
ス
ナ
ワ
チ
大
荒
神
ニ
テ
マ
シ
マ
ス
也
。
コ
レ
、
上
ニ

記
ス
ト
コ
ロ
ノ
、
母
ノ
胎
内
ノ
子
ノ
胞
衣
、

ノ
袖
ト
申
セ
ル
ニ
符
号
セ
リ
。

﹇
胞
衣
ワ
ス
ナ
ワ
チ
荒
神
ニ
テ
マ
シ
マ
セ
バ
、
コ
ノ
義
合
エ
リ
﹈。
ソ
ノ
後
、

坂シ
ヤ
ク
シ越
ノ
浦
ニ
崇
メ
、
宮
造
リ
ス
。
次
ニ
、
同
国
山
ノ
里
ニ
移
シ
タ
テ
マ
ツ
テ
、

宮
造
リ
ヲ
ビ
タ
ヽ
シ
ク
シ
テ
、
西
海
道
ヲ
守
リ
給
フ
。
所
ノ
人
、
猿
楽
ノ
宮
ト

モ
、
宿
神
ト
モ
、
コ
レ
ヲ
申
タ
テ
マ
ツ
ル
ナ
リ
。
コ
ヽ
ヲ
以
テ
モ
、
翁
ニ
テ
マ

シ
マ
ス
ト
知
ル
ベ
シ
。

前
半
部
分
で
は
、「
秦
ノ
河
勝
」
も
胎
内
神
＝
御
子
神
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
と
「
翁
」

は
同
体
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
胞
衣
」
は
「
荒
神
」
な
の
で
あ
る

か
ら
、「
秦
ノ
河
勝
」
が
「
大
荒
神
」（
祟
り
神
）
に
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が

「
荒
神
」
の
胎
内
神
＝
御
子
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
は
「
上
ニ
記
ス
ト
コ

ロ
ノ
、
母
ノ
胎
内
ノ
子
ノ
胞
衣
、

ノ
袖
ト
申
セ
ル
ニ
符
号
ス
ル
」、
つ
ま
り｢

翁｣

が
胎
内
神
＝
御
子
神
で
あ
る
こ
と
に
「
符
号
」
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
秦
ノ
河
勝
」
と
「
翁
」

は
同
体
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
半
部
分
で
は
、「
秦
ノ
河
勝
」
＝
「
大

荒
神
」（
祟
り
神
）
が
地
域
社
会
で
祀
ら
れ
、「
宿
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
、「
秦
ノ
河
勝
」
と
「
宿
神
」
の
「
翁
」
は
同
体
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
胎
内
神
＝
御
子
神
で
あ
る｢

宿
神｣

は
、
地
境
の
神
＝
境
界
の
神
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
服
部
幸
雄
は
喜
田
貞
吉
や
柳
田
国
男
の
議
論
を
ふ
ま
え

て
、「
シ
ャ
グ
ジ
・
シ
ャ
ク
ジ
ン
・
サ
グ
ジ
ン
」「
シ
ュ
ク
シ
ン
・
シ
ュ
グ
ジ
ン
・

シ
ュ
グ
ジ
」
な
ど
、「
い
ず
れ
も
辺
境
に
斎
き
祀
ら
れ
て
、
外
敵
を
降
伏
す
る
地
境

鎮
護
の
神
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、（
略
）
い
わ
ゆ
る
シ
ュ

ク
（
夙
）
の
人
た
ち
や
、
放
浪
す
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
篤
く
崇
敬
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
」
と
の
べ
、「
宿
神
」
を
「
地
境
鎮
護
の
神
」
と
し
て
い

る
）
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。「
鎮
護
」
や
「
外
敵
」
の
「
降
伏
」
と
い
う
機
能
に
つ
い
て
は
、
な
お
一
層
の

検
討
が
求
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
宿
神
」
が
「
辺
境
に
斎
き
祀
ら
れ
」

た
境
界
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
『
明
宿
集
』
で
は
、
衣
類
や
片
袖
は
「
宿
神
」
と
い
う
御
子
神
を
覆

う
「
胞
衣
」
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
御
子
神
は
そ
こ
に
籠
り
、
霊
力
を
更
新
し

た
の
で
あ
る
が
、
関
連
し
て
、
藪
田
嘉
一
郎
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
が
注
目
さ
れ

る
）
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（

。「
翁
」
は
能
楽
の
う
ち
最
も
神
聖
な
も
の
で
、
神
楽
そ
の
も
の
と
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
神
聖
は
そ
の
仮
面
に
凝
集
し
て
い
ま
す
。
仮
面
は
神
と
し
て
扱
わ
れ
、
演

者
は
舞
台
に
於
て
こ
れ
を
著
け
、
神
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
翁
面
の
特

色
は
切
顎
に
あ
り
ま
す
。
下
顎
が
分
離
し
て
い
て
、
紐
を
以
て
繫
い
で
あ
り
ま

す
。
髑
髏
は
下
顎
骨
が
分
離
し
て
お
り
、
そ
れ
が
下
顎
骨
だ
け
の
信
仰
が
起

こ
っ
た
所
以
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
切
顎
の
翁
面
は
離
れ
た
下
顎
骨
を
綴
じ
合

わ
せ
た
髑
髏
を
模
し
た
も
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
決
し
て
単
な
る
老
人

相
を
模
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
ま
い
。

「
翁
」
の
仮
面
は
髑
髏
を
模
し
た
も
の
で
、
頭
骨
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

死
を
表
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、「
翁
」
の
着
用
す
る｢

水
干｣

は
「
胞
衣
」

と
さ
れ
、
誕
生
を
表
現
し
て
い
る
。
も
し
藪
田
の
指
摘
が
正
し
け
れ
ば
、「
翁
」
は
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死
の
状
態
か
ら
新
鮮
な
霊
力
を
帯
び
て
復
活
＝
再
生
し
て
く
る
胎
内
神
＝
御
子
神
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
衣
類
や
片
袖
が
「
胞
衣
」
に
あ
た
る
と
い
う
理
解
は
、
金
春
禅
竹
固
有

の
も
の
で
は
な
く
、
民
俗
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
の
中
山

太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』
の
「
ソ
デ
ノ
ジ
ュ
リ
キ
」（
袖
の
呪
力
）
の
項
に
は
、

「
阿
波
で
は
人
魂
を
左
の
袖
で
受
て
、
死
人
の
家
に
入
れ
て
や
る
と
、
死
人
が
甦
る

と
云
ふ
」
と
見
え
る
。
お
そ
ら
く
、
衰
弱
し
た
「
人
魂
」
が
「
左
の
袖
」
＝
片
袖
に

籠
り
、
復
活
＝
再
生
す
る
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
衣
類
や
片
袖
を
「
胞
衣
」
と
す
る
理
解
が
あ
っ
た
。
そ
う
理
解
さ

れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
境
界
の
神
が
御
子
神
を
覆
う
「
胞
衣
」、
す
な
わ
ち
衣
類
や

片
袖
を
ほ
し
が
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
も
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
奥
羽
の
オ
シ
ラ
サ
マ
や
淡
路
島
の
オ
サ
イ
サ
ン
の
場
合

は
、
男
女
二
体
と
も
母
神
の
胎
内
に
籠
る
御
子
神
＝
胎
内
神
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
境
界
の
神
は
身
を
覆
い
、
籠
る
た
め
に
衣
類
や
片
袖
を
、
あ
る

い
は
人
間
の
身
の
皮
を
剥
い
で
取
得
す
る
と
信
じ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
衣
類
や
片
袖

を
献
納
す
る
習
俗
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

獣
皮
な
ど
の
取
得　

つ
ぎ
に
、
境
界
の
神
と
獣
皮
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
。
ま
ず
、
北
東
北
の
オ
シ
ラ
祭
文
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
は
長

者
の
姫
と
名
馬
の
悲
恋
物
語
＝
馬
娘
婚
姻
譚
で
あ
る
。

前
述
し
た
人
間
の
身
の
皮
が
桑
の
木
の
枝
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
と
い
う
俗
信
と

の
関
連
で
注
目
し
た
い
の
は
、
自
害
し
捨
て
ら
れ
た
馬
を
探
し
歩
く
姫
が
、
桑
の
木

の
枝
に
さ
ら
さ
れ
た
馬
の
皮
を
見
つ
け
る
場
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
は
る
か
南

の
桑
の
木
の
枝
に
さ
ら
し
置
き
た
る
皮
を
御
覧
ず
」
と
か
「
み
ん
な
み
の
桑
の
木
の

枝
に
ご
そ
曝
し
置
い
で
ぞ
皮
を
御
覧
ず
」、「
み
ん
な
み
の
桑
に
こ
そ
さ
ら
し
置
い
た

る
皮
を
御
覧
ず
る
」
な
ど
と
語
る
オ
シ
ラ
祭
文
が
あ
っ
た
）
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（

。
そ
れ
は
長
者
の
八
人
の

「
舎
人
」
が
剥
い
だ
皮
で
あ
る
。

桑
の
木
で
は
な
く
、
榎
の
木
の
登
場
す
る
オ
シ
ラ
祭
文
も
あ
っ
た
）
171
（

。
そ
の
祭
文
で

は
、
姫
が
馬
を
探
し
当
て
た
場
面
が
、「
い
ぬ
き
七
本
の
元も
と

に
頭か
う
べを

見
つ
け
、
い
ぬ

き
七
本
の
う
ら
み
か
は
を
見
つ
け
」
と
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
「
い
ぬ
き
」
は
榎
、

「
う
ら
」
は
枝
先
の
こ
と
で
、「
う
ら
み
」
は
「
う
ら
に
」
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
榎

の
木
の
枝
先
に
皮
を
見
つ
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
般
に
榎
の
木
は
道
祖
神
と
も

さ
れ
る
聖
樹
で
あ
り
、
こ
の
祭
文
に
お
い
て
も
境
界
の
神
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
い
ぬ
き
七
本
の
元
に
頭
を
見
つ
け
」

と
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
八
人
の
「
舎
人
」
が
置
い
た
馬
の
頭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
い
ぬ
き
七
本
の
元
に
頭
を
収
め
」
と
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
「
舎
人
」
の
行

為
に
何
ら
か
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
馬
の
死
骸
を
処
理
す
る

際
、「
お
ま
ち
が
い
申
す
も
我
ら
が
故
と
思
召
し
、
榎
の
木
七
本
そ
の
う
ち
に
入
り

申
す
べ
し
」
と
か
「
榎
の
木
七
本
な
そ
の
う
ち
に
は
い
り
参
ら
す
べ
し
」
な
ど
と
）
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（

、

自
害
し
た
馬
に
語
り
か
け
た
と
い
う
祭
文
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
馬
の
頭
を
榎
の
木
の
下
に
置
く
と
い
う
行
為
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
っ
た
の
か
。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
奥
州
津
軽
の
黒
石
の
里
の
近
く
、
鹿
ケ
沢
と
い
う

山
路
の
傍
ら
に
あ
っ
た
岩
の
こ
と
で
あ
る
。
菅
江
真
澄
に
よ
れ
ば
、「
め
ぐ
り
は
五

尋
六
尋
の
岩
の
面
に
、
鹿
の
頭
の
大
な
る
も
、
ち
い
さ
き
も
、
い
く
ば
く
と
な
う

ひ
し
〳
〵
と
ほ
り
た
り
。
又
木
の
な
か
に
小
岩
の
あ
る
に
も
、
お
な
じ
鹿
の
頭
か

た
あ
り
」
と
い
う
（『
つ
が
ろ
の
つ
と
）
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』）。
岩
の
表
面
に
無
数
の
鹿
の
頭
の
形
が
彫

ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、「
こ
ゝ
に
近
き
村
々
の
鹿
踊
の

し
ゝ
が
し
ら
、
と
し
へ
て
舞
ふ
る
び
も
て
ゆ
け
ば
、
此
石
の
め
ぐ
り
に
ほ
り
埋
む
」

（
同
前
）
と
い
う
習
俗
か
ら
推
定
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
岩
の
周
囲
に
埋
め
ら
れ
た

「
し
ゝ
が
し
ら
」（
元
来
は
野
生
獣
の
頭
か
）
が
古
く
は
岩
に
籠
っ
て
再
生
す
る
と
信

じ
ら
れ
、
そ
う
し
た
胎
内
神
＝
御
子
神
が
岩
の
表
面
の
彫
刻
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
千
葉
徳
爾
に
よ
れ
ば
、
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
椎
葉
村
の
大
藪
で
は
、「
道
路
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の
分
岐
点
」
や
「
聚
落
に
入
る
口
」、
つ
ま
り
境
界
領
域
に
「
コ
ー
ザ
ケ
サ
マ
」
が

祀
ら
れ
て
い
る
と
い
い
、
山
で
「
猟
犬
が
死
ん
だ
ら
コ
ー
ザ
ケ
サ
マ
に
な
る
の
で
、

木
で
棚
を
作
り
上
げ
て
お
き
、
帰
宅
し
た
ら
神
官
を
た
の
ん
で
山
キ
ヨ
メ
を
す
る
。

大
藪
に
は
コ
ー
ザ
ケ
サ
マ
が
十
一
カ
所
に
あ
る
の
で
、
自
分
の
犬
が
死
ん
だ
ら
そ
の

場
所
に
近
い
コ
ー
ザ
ケ
サ
マ
に
ま
つ
り
こ
む
。
そ
れ
は
二
、三
年
す
る
と
棚
の
上
で

骨
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
を
ま
つ
り
こ
む
コ
ー
ザ
ケ
サ
マ
の
所
に
持
っ
て
行
き
、
お
い

て
来
る
」
と
い
う
）
174
（

。
つ
ま
り
、
死
ん
だ
猟
犬
の
骨
を
境
界
の
神
の
も
と
に
置
い
て
く

る
と
、
そ
れ
も
境
界
の
神
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
八
人
の
「
舎
人
」
が
「
い
ぬ
き
七
本
の
元
に
頭
を
収
め
」

た
の
は
、
境
界
の
母
子
神
へ
の
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
、
自
害
し
た
馬
に
対
す
る

「
榎
の
木
七
本
そ
の
う
ち
に
入
り
申
す
べ
し
」
と
か
「
榎
の
木
七
本
な
そ
の
う
ち
に

は
い
り
参
ら
す
べ
し
」
な
ど
と
い
う
文
句
も
、
馬
の
再
生
を
願
う
気
持
ち
を
あ
ら
わ

し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
頭
骨
と
化
す
馬
の
頭
を
榎
の
木
の
下

に
置
い
た
の
は
、
胎
内
神
＝
御
子
神
と
し
て
の
再
生
を
期
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
オ
シ
ラ
祭
文
に
登
場
し
た
榎
の
木
は
頭
骨
を
納

受
し
、
胎
内
に
籠
ら
せ
る
母
神
で
あ
り
、
復
活
＝
再
生
す
る
胎
内
神
で
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
榎
の
木
の
枝
先
に
あ
っ
た
馬
の
皮
は
、
衣
類
や
片
袖
な

ど
と
同
様
に
榎
の
木
と
い
う
境
界
の
母
子
神
へ
の
捧
げ
物
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
察

さ
れ
る
。
そ
れ
は
桑
の
木
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

関
連
し
て
、「
皮
張
石
」
を
め
ぐ
る
伝
説
が
想
起
さ
れ
る
。
近
世
後
期
の
『
紀
伊

続
風
土
記
』（
巻
四
七
）
に
は
、
伊
都
郡
三
谷
荘
皮
張
村
の
「
皮
張
石
」
に
つ
い

て
、「
村
の
東
、
山
ノ
上
に
あ
り
、
長
一
丈
許
幅
四
尺
許
の
石
二
あ
り
」、「
相
伝

ふ
、
狩
場
明
神
猪
鹿
の
皮
を
此
石
に
張
し
と
い
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
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（

。
ま
た
、
奥

州
伊
達
郡
と
の
郡
境
を
な
す
伊
具
郡
川
張
村
の
『
風
土
記
御
用
書
出
』（
安
永
八
年

〔
一
七
七
九
〕
成
）
に
は
、「
高
二
丈
四
尺
、
廻
リ
五
丈
」
の
「
皮
張
石
」
に
つ
い
て
、

「
小
野
篁
卿
并
二
人
之
猟
師
番
二
番
三
大
猪
御
退
治
被
成
、
此
石
江
皮
を
張
付
申
由
」

と
記
さ
れ
て
い
る
）
176
（

。
こ
れ
ら
の
伝
説
も
、
石
神
に
獣
皮
を
捧
げ
る
習
俗
の
存
在
を
示

唆
し
て
お
り
、
そ
れ
は
前
述
し
た
オ
サ
イ
サ
ン
と
呼
ぶ
二
体
の
自
然
石
に
紙
の
衣
類

を
着
せ
掛
け
る
祭
り
と
類
似
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、『
延
喜
式
』
に
記
さ
れ
た
朝
廷
の
境
界
祭
祀
で
あ
る
）
177
（

。

そ
の
特
徴
は
牛
皮
・
猪
皮
・
鹿
皮
・
熊
皮
と
い
う
獣
皮
の
使
用
に
あ
り
、
他
の
朝
廷

祭
祀
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
道
饗
祭
」
は
「
京
城
四
隅
」

に
お
い
て
「
八
衢
比
古
」「
八
衢
比
売
」「
久
那
斗
」
と
い
う
境
界
の
神
を
祭
る
も
の

で
、
そ
の
祭
料
の
な
か
に
「
牛
皮
二
張
。
猪
皮
。
鹿
皮
。
熊
皮
各
四
張
」
が
見
え
る
。

ま
た
、「
障
神
祭
」
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
「
京
城
四
隅
」
で
と
り
行
わ
れ
、
前
田
晴

人
に
よ
る
と
、「
障
神
祭
の
障
神
と
は
『
サ
ヘ
ノ
神
』
ま
た
は
『
サ
ヒ
ノ
神
』
と
訓

む
べ
き
も
の
」
と
い
う
）
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。
そ
の
祭
料
と
し
て
「
熊
皮
。
牛
皮
。
鹿
皮
。
猪
皮
各
四
張
」

が
見
え
る
。「
蕃
客
送
堺
神
祭
」
の
場
合
は
「
牛
皮
。
熊
皮
。
鹿
皮
。
猪
皮
各
二
張
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
「
畿
内
堺
」
で
「
祭
却
送
神
」
す
る
祭
り
で
あ
る
が
、「
送
神
」

と
は
「
蕃
客
」
と
と
も
に
訪
れ
る
神
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
「
宮
城
四
隅
疫
神
祭
」
や｢

京
城
四
隅｣

疫
神
祭
も
と
り
行
わ
れ
、
や

は
り｢

牛
皮
。
熊
皮
。
鹿
皮
。
猪
皮
各
四
張｣

と
あ
り
、「
畿
内
堺
十
処
疫
神
祭
」

に
つ
い
て
は
「
堺
別
（
略
）
牛
皮
。
熊
皮
。
鹿
皮
。
猪
皮
各
一
張
」
と
あ
る
。
こ
う

し
た
「
疫
神
」
は
「
疱
瘡
神
」
と
同
様
に
病
の
平
癒
と
い
う
心
願
を
か
な
え
る
去
来

神
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
い
う
の
は
、『
日
本
霊
異
記
』（
中
巻
、
第
二
五
）

に
「
讃
岐
国
山
田
郡
に
、
布
敷
臣
衣
女
と
い
ふ
ひ
と
有
り
き
。
聖
武
天
皇
の
み
代
に

衣
女
忽
に
病
を
得
た
り
き
。
時
に
偉
し
く
百
味
を
備
け
て
、
門
の
左
右
に
祭
り
、
疫

神
に
賄
ひ
て
饗
し
ぬ
）
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（

」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
で
に
病
に
罹
患
し
た

「
衣
女
」
が
「
門
」
と
い
う
境
界
領
域
で
「
疫
神
」
祭
祀
を
と
り
行
っ
て
お
り
、
そ

れ
が
通
説
で
い
う
よ
う
な
境
界
内
部
へ
の
「
疫
神
」
の
侵
入
を
阻
止
し
、
感
染
を
回

避
す
る
た
め
の
祭
祀
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、「
門
の
左

右
に
」
と
あ
る
か
ら
「
疫
神
」
は
男
女
二
神
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
疱
瘡
神
」
が
疱
瘡
を
発
症
さ
せ
る
祟
り
神
で
も
あ

り
、
境
界
の
神
の
「
宿
神
」
も
「
大
荒
神
」（
祟
り
神
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
「
疫
神
」
も
「
疱
瘡
神
」
と
同
様
に
疫
病
を
流

行
さ
せ
る
祟
り
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
、
し
た
が
っ
て
人
び
と
は
病
の
平
癒
ば
か

り
で
な
く
、
疫
病
流
行
の
終
息
を
願
っ
て
「
疫
神
」
祭
祀
を
執
行
し
た
も
の
と
推
察

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
疫
神
」
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
神
々
（
境
界
の
神
と
去
来
す

る
神
）
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
単
な
る
「
鬼
魅
」
や
「
疫

鬼
」
な
ど
と
は
異
質
な
存
在
で
、
人
間
の
身
の
皮
や
衣
類
、
片
袖
ば
か
り
で
な
く
、

獣
皮
も
ほ
し
が
り
、
そ
れ
を
納
受
す
る
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
中
村
英
重
は
「
道
饗
祭
」
に
言
及
し
て
、「
こ
れ
ら
の
皮
は
被
物
（
か

ぶ
り
も
の
）
と
し
て
歌
舞
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
」
と
推
定
し
て
お
り
）
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、
高
野
山
領
紀

伊
国
名
手
荘
と
粉
川
寺
領
丹
生
屋
村
と
の
境
に
お
け
る
牛
神
祭
に
言
及
し
た
網
野
善

彦
も
、
こ
れ
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
）
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（

。
た
し
か
に
動
物
の
新
し
い
皮
が
「
被
物
」
と

し
て
「
歌
舞
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
」
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
人
間
が
被
っ
た

場
合
で
も
、
信
仰
的
に
は
境
界
の
神
が
そ
れ
で
身
を
覆
う
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、「
牛
皮
二
張
」
が
「
八
衢
比
古
」
と
「
八
衢
比
売
」

の
分
、「
猪
皮
。
鹿
皮
。
熊
皮
各
四
張
」
が
「
京
城
四
隅
」
の
「
久
那
斗
」
の
分
と

な
ろ
う
か
。
し
か
し
「
疫
神
祭
」
や
「
障
神
祭
」
で
は
、
四
種
類
の
獣
皮
が
そ
れ
ぞ

れ
「
一
張
」
で
ワ
ン
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
獣
皮
は
幕
と
し
て

使
用
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
幕
は
内
と
外
の
境
目
と
な
り
、〈
容
器
〉
や
「
胞

衣
」
に
も
通
じ
、
籠
る
空
間
を
創
出
す
る
か
ら
、
そ
う
し
た
使
用
法
は
境
界
祭
祀
に

ふ
さ
わ
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
問
題
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た

い
。以

上
か
ら
、
古
く
は
境
界
の
神
に
獣
皮
を
献
納
す
る
習
俗
の
存
在
し
た
こ
と
が
推

定
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
習
俗
も
、
人
間
の
身
の
皮
ば
か
り
で
な
く
、
獣
皮
も
ほ
し

が
り
、
そ
れ
を
剥
い
で
取
得
す
る
境
界
の
神
や
去
来
す
る
神
へ
の
信
仰
を
基
盤
に
し

て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

最
後
に
、
境
界
の
神
に
よ
る
皮
の
取
得
と
皮
膚
の
病
の
治
癒
と
の
関
係
に
つ
い
て

触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
疣
が
樹
木
や
石
に
移
動
す
る
と
い
う
俗
信
が
想
起
さ
れ

る
。
長
野
県
諏
訪
郡
上
諏
訪
町
の
「
川
岸
村
沢
に
も
疣
形
の
突
起
の
あ
る
石
が
あ
る

が
、
子
供
た
ち
は
疣
が
出
来
る
と
自
分
の
疣
と
石
の
疣
に
棒
を
渡
し
て
、
疣
々
一
本

橋
渡
れ
と
唱
え
る
」
と
い
う
）
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。
こ
の
俗
信
も
、
病
に
侵
さ
れ
た
皮
を
剥
い
で
取
得
す

る
境
界
の
神
へ
の
信
仰
の
名
残
と
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。
ま
た
、
福
井
県
三
方

郡
三
方
町
常
神
で
は
、「
種
痘
し
た
後
で
餅
を
つ
き
、
屋
内
に
棚
を
設
け
て
小
豆
を

疱
瘡
の
よ
う
に
く
っ
つ
け
た
起
き
上
が
り
小
法
師
を
祭
」
り
、「
一
週
間
も
た
つ
と

棧
俵
に
赤
紙
を
敷
き
、
そ
れ
に
起
き
上
が
り
小
法
師
と
餅
を
載
せ
て
道
の
四
辻
に
送

る
」
と
い
う
）
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。
こ
う
し
た
「
小
豆
を
疱
瘡
の
よ
う
に
く
っ
つ
け
た
起
き
上
が
り
小
法

師
」
も
、「
疣
形
の
突
起
の
あ
る
石
」
と
同
様
に
、
病
に
侵
さ
れ
た
皮
を
剥
ぎ
取
り
、

そ
れ
で
身
を
覆
う
神
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
本
章
で
は
、
境
界
の
神
に
衣
類
や
片
袖
、
獣
皮
な
ど
を
捧
げ
る
習
俗
に
つ

い
て
検
討
し
、
そ
う
し
た
習
俗
の
成
立
基
盤
が
、
人
間
の
身
の
皮
ば
か
り
で
な
く
、

衣
類
や
片
袖
、
獣
皮
を
剥
ぎ
取
り
、
そ
れ
で
身
を
覆
う
境
界
の
神
へ
の
信
仰
、
母
子

神
信
仰
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
た
。
ま
た
、
境
界
の
神
と
頭
骨
な
ど
と
の
関
係
に

も
言
及
し
た
。

む
す
び
に
か
え
て

境
界
の
神
の
本
来
の
姿
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
本
稿
で
は
、
第
一
に
境
界
の
神
に

対
す
る
信
仰
が
母
子
神
信
仰
、
と
く
に
胎
内
神
＝
御
子
神
へ
の
信
仰
を
骨
子
と
し
て

い
た
こ
と
、
第
二
に
境
界
の
神
が
月
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
、
月
の
霊
水
に
よ
っ

て
人
間
の
身
の
皮
を
剥
い
で
取
得
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
そ
れ
ゆ

え
皮
膚
の
病
の
治
癒
と
い
う
祈
願
に
応
え
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
第
四
に
境

界
の
神
が
衣
類
や
片
袖
、
獣
皮
も
剥
い
で
取
得
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
第

五
に
そ
れ
ゆ
え
境
界
の
神
に
そ
れ
ら
を
献
納
す
る
習
俗
が
生
ま
れ
た
こ
と
、
第
六
に

取
得
し
た
皮
や
衣
類
、
片
袖
に
よ
っ
て
身
を
覆
い
、
そ
こ
に
籠
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
こ
と
な
ど
を
推
定
し
た
。
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ま
た
、「
賤
民
」
史
研
究
と
の
関
連
で
は
、
皮
膚
の
病
に
「
癩
」
が
含
ま
れ
る
こ

と
や
、
借
り
受
け
て
持
ち
帰
っ
た
小
石
＝
子
石
（
御
子
神
）
が
出
産
の
現
場
に
立
ち

会
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
推
定
も
看
過
で
き
な
い
。
す

な
わ
ち
、
母
胎
か
ら
流
出
す
る
経
水
＝
月
水
が
霊
水
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
、

境
界
の
神
が
頭
骨
を
納
受
し
、
胎
内
神
＝
御
子
神
と
し
て
再
生
さ
せ
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
境
界
の
神
へ
の
衣
類
や
獣
皮
の
献
納
が
、
酒
湯
の
場

合
と
同
様
に
、
そ
れ
ら
を
剥
い
で
取
得
す
る
境
界
の
神
の
行
為
の
人
間
に
よ
る
代
行

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
黒
田
日
出
男
は
古
代
の
市
神
や

中
世
の
山
の
神
な
ど
の
境
界
の
神
が
、「
生
首
」
を
「
生
贄
」
と
し
て
納
受
し
た
と

推
測
し
て
い
る
が
）
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（

、「
生
贄
」
概
念
と
併
せ
て
、
境
界
の
神
に
捧
げ
ら
れ
た
「
生
首
」

や
鹿
の
頭
の
行
方
に
つ
い
て
は
、
な
お
一
層
の
検
討
、
慎
重
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
本
来
的
な
境
界
の
神
は
「
身
に
付
け
て
い
る
表
皮
」（
は
じ
め
に
）
や
、

死
・
産
・
血
と
密
接
な
関
わ
り
合
い
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
死
や
産
、
血
な
ど
を
「
穢
れ
」
と
し
て
忌
避
す
る
神
々
へ
の
信
仰
を
核
と
し
た

比
較
的
新
し
い
文
化
と
、
境
界
の
神
へ
の
信
仰
を
核
と
し
た
民
俗
文
化
と
の
対
抗
関

係
や
両
者
の
相
剋
、
そ
し
て
前
者
に
よ
る
後
者
の
圧
伏
も
し
く
は
後
者
の
周
縁
化
と

い
う
歴
史
的
過
程
が
想
定
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
、
境
界
の
神
の
発
揮
し
た
霊
力
と
し
て
、
皮
膚
の
病
の
治

癒
や
頭
骨
の
再
生
な
ど
に
見
ら
れ
た
復
活
＝
再
生
＝
誕
生
さ
せ
る
霊
力
に
注
目
し
た

が
、
境
界
の
神
が
死
を
も
た
ら
す
神
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
は
あ
ま
り
言
及
し
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
最
後
に
、「
脱ヌ
ケ
ノ
ツ
イ
タ
チ

月
立
」
の
俗
信
や
「
宿
神
」
に
も
見
ら
れ
た
境
界
の

神
の
祟
り
神
と
し
て
の
性
格
に
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
も
し
く
は
二
年
に
東
西
の
両
京
の
道

辻
に
陰
陽
の
形
を
刻
ん
だ
男
女
二
体
の
人
形
が
祀
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
災

厄
の
侵
入
を
阻
止
し
た
り
、
災
厄
を
追
却
し
た
り
す
る
「
岐
神
」
で
あ
っ
た
が
、「
御

霊
神
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
災
厄
を
発
生
さ
せ
る
祟
り
神
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

奥
州
名
取
郡
笠
島
の
道
祖
神
も
、
参
拝
せ
ず
に
馬
上
の
ま
ま
神
前
を
通
行
し
た
実
方

中
将
（
歌
人
と
し
て
著
名
な
陸
奥
守
兼
左
近
衛
中
将
藤
原
実
方
）
に
神
罰
を
下
し
、

馬
も
ろ
と
も
殺
し
た
と
伝
え
ら
れ
（『
源
平
盛
衰
記
』
巻
の
七
）、
オ
シ
ラ
サ
マ
も
祭

ら
れ
な
け
れ
ば
祟
り
を
な
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
地
蔵
は
境
界
の
神
に
本

来
的
な
祟
り
神
と
し
て
の
性
格
を
ほ
と
ん
ど
喪
失
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
「
御
子
神
祭
」
で
あ
る
。『
備
後
国
福
山
領
風
俗
問
状

答
』
に
は
、
六
月
「
十
三
日
、
御
子
神
祭
と
て
、
神
酒
・
燈
明
を
供
へ
、
赤
飯
・
鱠

等
仕
候
。
酒
造
・
酢
・
醤
油
・
糀
な
と
商
売
仕
候
家
は
、
と
り
わ
き
て
念
入
候
。
此

祭
に
限
り
他
人
を
雑
へ
す
、
家
内
限
に
て
祝
ひ
申
候
。
十
一
月
・
十
二
月
も
同
様
に

て
、
若
失
念
仕
り
不
祭
候
時
は
、
瘡
を
発
し
候
と
申
習
は
し
候
」
と
あ
る
）
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（

。
お
そ
ら

く
、
納
戸
な
ど
の
家
内
の
境
界
領
域
に
祀
ら
れ
て
い
た
御
子
神
で
、
そ
れ
は
小
石
＝

子
石
や
陽
物
の
模
型
な
ど
と
同
一
の
神
格
で
あ
ろ
う
。「
酒
造
・
酢
・
醤
油
・
糀
な

と
商
売
仕
候
家
、
と
り
わ
き
て
念
入
候
」
と
あ
る
の
は
、
境
界
の
神
に
共
通
の
発
酵

さ
せ
る
霊
力
を
信
じ
て
い
た
か
ら
で
、
年
に
三
度
、
家
業
の
守
護
神
と
し
て
祭
っ

た
の
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、「
不
祭
候
時
は
、
瘡
を
発
し
候
と
申
習
は
し
候
」

と
あ
る
こ
と
で
、
御
子
神
が
瘡
の
病
を
発
症
さ
せ
る
祟
り
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
関
連
し
て
、
中
世
の
『
親
長
卿
記
』（
文
明
三
年
〔
一
四
七
一
〕
後
八
月
六
日
・

七
日
条
）
186
（

）
に
見
え
る
「
疱
瘡
之
悪
神
」
と
い
う
記
載
も
、
疱
瘡
を
発
症
さ
せ
る
祟
り

神
と
し
て
の
「
疱
瘡
神
」
と
い
う
認
識
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

「
癩
」
の
発
症
に
つ
い
て
は
、
月
に
対
す
る
信
仰
と
の
関
係
が
と
く
に
注
目
さ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
奥
州
八
戸
藩
一
一
代
当
主
左
近
将
監
が
「
癩
」
を
患
っ
た
原
因
を

占
わ
せ
る
と
、
羽
州
月
山
へ
の
肉
食
禁
忌
の
誓
い
を
破
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
「
月

山
の
御
と
か
め
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
記
述
が
、
梅
内
祐
訓
『
聞
老

遺
事
』（
文
政
五
年
〔
一
八
二
二
〕
序
）
に
見
え
る
）
187
（

。
月
山
の
神
は
月
読
尊
と
さ
れ

て
お
り
、「
癩
」
の
発
症
の
原
因
を
月
神
に
求
め
る
発
想
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
、
月
山
の
祭
神
は
「
室
町
時
代
ま
で
は
八
幡
大
菩
薩
と
さ
れ
て
い
た
ら
し

い
）
188
（

」
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
八
幡
信
仰
が
母
子
神
信
仰
と
無
関
係
で
な
か
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
奈
良
坂
の
境
界
の
神
の
こ
と
も
想
起
さ
れ
よ
う
（
第
四
章
）。
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ま
た
、
信
州
を
訪
れ
た
野
田
泉
光
院
は
、『
日
本
九
峰
修
行
日
記
』（
文
化
一
三
年

〔
一
八
一
六
〕
五
月
二
○
日
条
）
189
（

）
に
「
更
科
郷
姥
捨
山
、
田
毎
の
月
名
所
一
見
に
行

く
、
姥
捨
山
は
大
石
也
」
と
記
し
て
い
る
が
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
の
「
信
濃

国
絵
図
」
に
よ
る
と
、
そ
の
付
近
に
さ
ら
に
「
男
石
」「
女
石
」
の
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
）
190
（

。
一
方
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
八
月
の
十
五
夜
に
こ
こ
を
訪
れ
た
菅
江

真
澄
は
、「
姨
捨
山
」
＝
「
姨
石
」
の
「
し
た
つ
か
た
の
た
い
ら
か
な
る
岩
の
つ
ら

に
、
香
く
ゆ
ら
し
、
男
女
集
て
月
を
待
て
、
な
も
あ
み
だ
ぶ
ち
と
、
ね
ん
ず
す
り
、

ひ
た
ぶ
る
に
と
な
へ
つ
ゝ
、
月
を
拝
み
た
い
ま
つ
れ
る
こ
と
ま
め
や
か
に
聞
え
た

る
は
、
い
か
に
秀
た
る
言
の
葉
に
な
が
め
た
り
と
も
、
此
男
女
の
、
ひ
た
み
ち
に
月

を
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
に
は
、
え
も
、
を
よ
ぶ
べ
う
も
露
あ
ら
じ
」
と
の
べ
て
、
住
人
の

「
月
を
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
」
を
賞
賛
し
て
い
る
（『
わ
か
こ
ゝ
ろ
）
191
（

』）。
す
で
に
上
杉
輝
虎

（
謙
信
）
が
当
地
の
八
幡
宮
に
納
め
た
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
八
月
の
願
文
に
「
田

毎
の
月
」
に
か
か
わ
る
記
載
が
あ
り
）
192
（

、
郡
境
を
な
す
こ
の
地
域
に
泉
光
院
や
真
澄
が

訪
れ
た
時
代
よ
り
は
る
か
に
古
く
か
ら
石
神
信
仰
と
月
に
対
す
る
信
仰
の
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、「
此
月
の
影
落
つ
る
田
は
八
幡
の
社
領

の
由
、
因
て
此
田
へ
肥
し
入
る
れ
ば
障
り
あ
る
と
て
糞
し
を
入
れ
ず
、
障
り
と
云
ふ

は
癩
病
に
な
る
と
の
事
也
」
と
い
う
社
人
か
ら
の
泉
光
院
の
伝
聞
で
あ
る
。「
月
の

影
落
つ
る
田
は
八
幡
の
社
領
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
月
に
対
す
る
信
仰
と
八

幡
信
仰
と
の
結
び
つ
き
が
推
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
幡
神
の
神
罰
と
し
て
の

「
癩
」
の
発
症
と
い
う
伝
承
が
、
月
に
対
す
る
信
仰
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
関
連
し
て
、「
癩
」
を
「
天
刑
病
」
と
称
し
た
こ
と
や
天
刑
星
が
月
の

傍
ら
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
）
193
（

、「
癩
」
の
発
症
と
月
と
の
深
い
関
係
を

示
唆
し
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
備
後
国
福
山
藩
領
に
は
御
子
神
が
瘡
の
病
を
発
症
さ
せ
る
と

い
う
伝
承
が
あ
り
、「
疱
瘡
神
」
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
癩
」
が
瘡
の
病
の
一

つ
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
境
界
の
神
が
月
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
と
推
定
さ

れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
古
く
は
祟
り
神
と
し
て
の
境
界
の
神
に
「
癩
」
の
発
症
の
原

因
を
見
い
だ
す
観
念
も
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
境
界

の
神
は
本
来
的
に
は
「
癩
」
の
平
癒
と
い
う
心
願
を
か
な
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

を
発
症
さ
せ
る
と
も
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
研
究
史
の
な
か
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
中
世
社
会
で
は
「
癩
」
が
「
大
乗
誹
謗
・
前
世
の
罪
業
の
現
報
」

と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
が
）
194
（

、
民
俗
的
世
界
で
は
「
癩
」
は
ど
の
よ

う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
う
し
た
問
題
の
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
本
稿
で
は
、「
賤
民
」
の
祀
っ
て
い
た
境
界
の
神
に
も
触
れ
つ
つ
、
皮
膚

の
病
と
境
界
の
神
に
対
す
る
信
仰
と
の
関
係
を
検
証
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て

境
界
の
神
の
本
来
の
姿
を
推
定
し
た
。
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
の
べ
た
問
題
意
識

と
の
関
連
で
い
え
ば
、
本
来
的
な
境
界
の
神
と
比
較
し
な
が
ら
中
世
・
近
世
「
賤
民
」

が
祀
っ
て
い
た
神
々
の
特
質
を
改
め
て
探
り
、
そ
う
し
た
神
々
と
「
身
に
付
け
て
い

る
表
皮
」
を
剥
い
で
取
得
す
る
「
賤
民
」
の
権
利
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
「
癩
者
」

に
対
す
る
監
督
権
と
の
関
係
を
明
確
に
す
る
作
業
が
つ
ぎ
に
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ

は
別
稿
に
譲
り
た
い
）
195
（

。

註（
1
）　

東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
発
行
、
作
品
社
発
売

（
2
）　

三
浦
圭
一
「
生
業
と
差
別
・
近
世
へ
の
転
回
」『
週
刊
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
』
七
六
（
朝

日
新
聞
社
、
一
九
八
七
年
）
七
―
二
九
四
頁

（
3
）　

三
浦
圭
一
『
日
本
中
世
賤
民
史
の
研
究
』（
部
落
問
題
研
究
所
出
版
部
、
一
九
九
○
年
）

二
一
二
頁

（
4
）　

丹
生
谷
哲
一
「
ケ
ガ
レ
と
キ
ヨ
メ
・
王
朝
国
家
の
身
分
構
造
」『
週
刊
朝
日
百
科
日
本
の
歴

史
』
七
六
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
年
）
七
―
三
○
二
頁

（
5
）　

藤
沢
靖
介
『
部
落
の
歴
史
像
―
東
日
本
か
ら
起
源
と
社
会
的
性
格
を
探
る
―
』（
解
放
出
版

社
、
二
○
○
一
年
）

（
6
）　

宮
田
登
『
神
の
民
俗
誌
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）

（
7
）　

新
村
出
『
広
辞
苑　

第
二
版　

補
訂
版
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）

（
8
）　
『
笠
島
道
祖
神
記
』『
仙
台
叢
書
』
第
五
巻
（
復
刻
版
、
宝
文
堂
、
一
九
七
一
年
、
原
漢
文
）

一
七
九
頁

（
9
）　
『
道
祖
神
縁
起
』
斎
藤
報
恩
館
蔵
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（
10
）　

新
村
拓
『
日
本
医
療
社
会
史
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
）
三
九
二
頁

（
11
）　
『
耽
奇
漫
録
』
下
（
日
本
随
筆
大
成
第
一
期
別
巻
）（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

二
八
五
頁

（
12
）　
『
新
群
書
類
従
』
二
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
○
六
年
）
五
三
九
頁

（
13
）　

日
本
思
想
大
系
八
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
一
五
五
頁

（
14
）　

服
部
幸
雄
「
ひ
ゃ
く
だ
ゆ
う
」『
大
百
科
事
典
』
一
二
（
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
）

（
15
）　

仁
井
田
好
古
等
編
『
紀
伊
続
風
土
記
』（
帝
国
地
方
行
政
会
出
版
部
、
一
九
一
○
〜
一
一
年
）

国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、http://kindai.ndl.go.jp/

）

（
16
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
九
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）
五
六
四
頁

（
17
）　

日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
五
○
年
初
版
、
一
九
七
一
年
改
版
。
以
下
、『
日
本
伝
説
名
彙
』

は
『
名
彙
』
と
略
記
。

（
18
）　

和
歌
森
太
郎
「
地
蔵
信
仰
」『
和
歌
森
太
郎
著
作
集
』
第
一
○
巻
（
弘
文
堂
、
一
九
八
一
年
）

一
五
三
頁

（
19
）　

内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
三
巻
（
未
来
社
、
一
九
七
二
年
）

四
一
○
頁
。
以
下
、『
真
澄
全
集
』
第
一
巻
と
略
記

（
20
）　

内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
四
巻
（
未
来
社
、
一
九
七
三
年
）
五
八

頁
。
以
下
、『
真
澄
全
集
』
第
四
巻
と
略
記

（
21
）　

笹
本
正
治
『
辻
の
世
界
』（
名
著
出
版
、
一
九
九
一
年
）

（
22
）　

小
松
和
彦
「
他
界
」『
週
刊
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
』
一
三
二
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
八

年
）
一
二
―
三
二
六
頁

（
23
）　
『
真
澄
全
集
』
第
四
巻
、
一
二
二
頁

（
24
）　

九
州
大
学
総
合
研
究
博
物
館
蔵
（
九
州
大
学
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、http://record.

m
useum

.kyushu-u.ac.jp/

）

（
25
）　
『
名
彙
』
一
二
五
頁

（
26
）　
『
日
本
伝
説
大
系
』
第
七
巻
（
み
ず
う
み
書
房
、
一
九
八
二
年
）
二
五
○
頁

（
27
）　
『
未
刊
随
筆
百
種
』
第
二
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）
一
七
九
頁

（
28
）　
『
馬
琴
日
記
』
第
二
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
）
三
一
五
頁

（
29
）　

宮
城
県
史
編
纂
委
員
会
編
『
宮
城
県
史
』
二
七
（
復
刻
版
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
七
年
）

七
九
九
頁

（
30
）　
『
真
澄
全
集
』
第
四
巻
、
一
二
二
頁
、
図
版
〔
六
九
二
〕

（
31
）　
『
甲
子
夜
話
』
二
（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
）
二
五
五
頁

（
32
）　
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
第
一
巻
（
雄
山
閣
、
一
九
五
七
年
）
三
一
三
頁

（
33
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
三
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
八
一
年
）
四
七
七
頁

（
34
）　

沼
沢
喜
一
「
田
県
神
社
の
豊
年
祭
」『
民
族
学
研
究
』
二
一
―
一
・
二
（
一
九
五
七
年
）

（
35
）　

鯨
井
千
佐
登
『
境
界
紀
行
―
近
世
日
本
の
生
活
文
化
と
権
力
―
』（
辺
境
社
発
行
、
勁
草
書

房
発
売
、
二
○
○
○
年
）

（
36
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
三
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）
五
五
二
頁
。
天
明
八

年
（
一
七
八
八
）
の
見
聞

（
37
）　
『
真
澄
全
集
』
第
一
巻
、
三
一
一
頁

（
38
）　
『
道
祖
神
縁
起
』
斎
藤
報
恩
館
蔵

（
39
）　

沼
沢
喜
一
「
田
県
神
社
の
豊
年
祭
」『
民
族
学
研
究
』
二
一
―
一
・
二
（
一
九
五
七
年
）

（
40
）　

天
慶
元
年
（
九
月
二
日
）
の
記
事
は
『
本
朝
世
紀
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
九
巻
（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）、
天
慶
二
年
（
九
月
二
日
）
の
記
事
は
『
扶
桑
略
記
』『
新
訂
増

補
国
史
大
系
』
第
一
二
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）
に
見
え
る
。

（
41
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
八
八
『
曾
我
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
一
一
六
頁

（
42
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
九
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）
五
六
四
頁

（
43
）　

同
前

（
44
）　

伊
能
嘉
矩
「
陸
中
に
於
け
る
生
殖
器
崇
拝
の
一
例
」『
東
京
人
類
学
会
雑
誌
』
二
四
八

（
一
八
八
六
年
）

（
45
）　
『
名
彙
』
四
五
二
頁

（
46
）　
『
真
澄
全
集
』
第
四
巻
、
四
○
頁

（
47
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）
七
七
頁

（
48
）　

大
島
建
彦
『
道
祖
神
と
地
蔵
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
二
年
）
一
四
八
頁

（
49
）　
『
名
彙
』
四
六
○
頁

（
50
）　

朝
倉
治
彦
編
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』
四
・
江
戸
の
巻
Ⅱ
（
角
川
書
店
、
一
九
八
○
年
）

一
七
八
頁

（
51
）　
『
南
方
熊
楠
全
集
』
二
（
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）
二
五
八
頁

（
52
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）
一
一
七
頁

（
53
）　
『
雍
州
府
志
』
上
（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
二
○
○
二
年
）
一
六
九
頁

（
54
）　

小
島
瓔
礼
「
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
婚
姻
」『
宗
教
研
究
』
一
七
一
（
一
九
六
二
年
）

（
55
）　
『
名
彙
』
四
六
二
頁

（
56
）　

宮
本
常
一
「
周
防
大
島
民
間
療
法
」『
旅
と
伝
説
』
八
―
一
二
（
一
九
三
五
年
）

（
57
）　

麻
生
磯
次
・
富
士
昭
雄
『
決
定
版　

対
訳
西
鶴
全
集
』
六
（
明
治
書
院
、
一
九
七
九
年
）

九
一
頁

（
58
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）
一
二
七
頁

（
59
）　

柳
田
国
男
は
、「
幕
臣
佐
野
越
前
守
が
、
寛
政
十
一
年
の
書
上
に
依
れ
ば
、
も
と
こ
の
家
の

旧
物
（
杓
子
―
註
）
に
し
て
、
こ
れ
を
同
国
（
越
前
国
―
註
）
の
日
吉
家
に
伝
へ
、
彼
家
よ

り
こ
れ
を
湯
ノ
尾
峠
に
納
め
、
峠
の
茶
屋
が
そ
の
版
画
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
記

す
『
祠
曹
雑
識
』（
一
二
）
を
紹
介
し
て
い
る
（『
史
料
と
し
て
の
伝
説
』〔
一
九
二
八
年
〕『
定

本
柳
田
國
男
集
』
第
四
巻
〔
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
〕
二
四
六
頁
）。
版
画
で
は
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
杓
子
の
代
用
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
60
）　

林
英
夫
編
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』
一
八
・
諸
国
の
巻
Ⅲ
（
角
川
書
店
、
一
九
八
○
年
）
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三
二
五
頁

（
61
）　

柳
田
国
男
『
史
料
と
し
て
の
伝
説
』（
一
九
二
八
年
）『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
四
巻
（
筑

摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）。
柳
田
は
「
内
部
が
『
う
つ
ぼ
』
な
る
」
も
の
と
の
べ
て
い
る
。
し

か
し
「
う
つ
ぼ
」
で
は
な
く
、
霊
水
を
湛
え
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
本

稿
で
は
〈
容
器
〉
と
表
現
し
た
。

（
62
）　

加
藤
嘉
一
「
栃
木
県
芳
賀
郡
茂
木
町
地
方
」『
旅
と
伝
説
』
八
―
一
二
（
一
九
三
五
年
）

（
63
）　

柳
田
国
男
『
史
料
と
し
て
の
伝
説
』（
一
九
二
八
年
）『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
四
巻
（
筑

摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）
二
五
二
頁
、
二
五
四
頁
、
二
六
○
頁

（
64
）　

内
田
武
志
『
星
の
方
言
と
民
俗
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
三
年
）
三
六
六
頁

（
65
）　
『
名
彙
』
一
二
五
頁

（
66
）　

同
前
、
一
二
六
頁

（
67
）　

大
島
建
彦
ほ
か
編
『
遊
歴
雑
記
』
五
巻
（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
五
年
）
二
一
二
〜
一
七
頁

（
68
）　

宮
城
県
史
編
纂
委
員
会
編
『
宮
城
県
史
』
二
四
（
復
刻
版
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
七
年
）

七
一
一
頁
、
七
一
四
頁

（
69
）　

深
野
稔
生
『
天
翔
け
る
船
紀
行
』（
無
明
舎
出
版
、
二
○
○
○
年
）
二
○
六
〜
○
七
頁

（
70
）　

同
前
、
二
一
二
頁
、
二
一
四
頁
所
引
の
「
船
形
山
雞
運
寺
由
緒
系
譜
」

（
71
）　
『
仙
台
叢
書　

封
内
風
土
記
』
第
二
巻
（
宝
文
堂
、
一
九
七
五
年
）
四
九
六
頁

（
72
）　
『
改
訂
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
三
（
一
九
五
五
年
、
平
凡
社
）
の
「
ジ
ュ
ウ
ニ
イ
シ
」「
ジ
ュ

ウ
ニ
ニ
ン
ゴ
ヤ
」「
ジ
ュ
ウ
ニ
ヤ
マ
ノ
カ
ミ
」
な
ど
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
73
）　
『
名
彙
』
四
七
三
頁

（
74
）　

朝
倉
治
彦
編
『
仮
名
草
紙
集
成
』
第
三
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
二
年
）
二
六
四
頁

（
75
）　

桜
井
舟
山
著
・
桜
井
勉
校
『
但
馬
考
』（
黒
田
篤
郎
刊
、
一
八
九
四
年
）
国
立
国
会
図
書
館

蔵
（
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、http://kindai.ndl.go.jp/
）

（
76
）　

澁
澤
敬
三
・
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
新
版
絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民
生

活
絵
引
』
第
三
巻
（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）

（
77
）　

黒
田
日
出
男
『
境
界
の
中
世　

象
徴
の
中
世
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）

二
五
五
頁

（
78
）　

鯨
井
千
佐
登
『
境
界
の
現
場
―
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
歴
史
学
―
』（
辺
境
社
発
行
、
勁
草
書
房

発
売
、
二
○
○
六
年
）

（
79
）　

荒
木
繁
・
山
本
吉
左
右
編
注
『
説
経
節
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
）
一
四
七
頁

（
80
）　

榎
戸
貞
治
郎
「
栃
木
県
芳
賀
郡
の
年
中
行
事
」『
旅
と
伝
説
』
九
―
六
（
一
九
三
六
年
）

（
81
）　
『
名
彙
』
三
九
三
頁

（
82
）　

ニ
コ
ラ
イ
･
Ａ
･
ネ
フ
ス
キ
イ
『
月
と
不
死
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）
八
頁

（
83
）　

石
田
英
一
郎
「
月
と
不
死
」『
桃
太
郎
の
母
』（
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
八
四
年
）

四
六
〜
四
七
頁
。
初
版
は
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
五
六
年

（
84
）　

ニ
コ
ラ
イ
･
Ａ
･
ネ
フ
ス
キ
イ
『
月
と
不
死
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）

八
〜
一
○
頁

（
85
）　

慶
世
村
恒
任
『
新
版
宮
古
史
伝
』（
富
山
房
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
二
○
○
八
年
）
六
〜

八
頁

（
86
）　

石
田
英
一
郎
「
月
と
不
死
」『
桃
太
郎
の
母
』（
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
八
四
年
）

二
三
頁

（
87
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
『
万
葉
集
』
三
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
二
年
）
二
三
八
頁

（
88
）　

加
藤
嘉
一
「
栃
木
県
芳
賀
郡
茂
木
町
地
方
」『
旅
と
伝
説
』
八
―
一
二
（
一
九
三
五
年
）

（
89
）　

岸
田
定
雄
「
主
に
摂
津
豊
中
町
」『
旅
と
伝
説
』
八
―
一
二
（
一
九
三
五
年
）

（
90
）　

松
前
健
「
月
と
水
」、
谷
川
健
一
他
編
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
２
太
陽
と
月
』（
小
学
館
、

一
九
八
三
年
）
一
三
六
頁

（
91
）　

佐
伯
隆
治
「
民
間
医
療
に
関
す
る
資
料
」『
民
間
伝
承
』
七
―
五
（
一
九
四
二
年
）

（
92
）　

吉
成
直
樹
『
俗
信
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
第
三
章
「『
夏
の
若
水
』
は
存
在
す
る
か
」（
白
水

社
、
一
九
九
六
年
）

（
93
）　

大
林
太
良
『
正
月
の
来
た
道
』（
小
学
館
、
一
九
九
二
年
）

（
94
）　

中
村
義
雄
『
魔
よ
け
と
ま
じ
な
い
』（
塙
書
房
、
一
九
七
八
年
）
一
二
五
頁

（
95
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
八
八
『
曾
我
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
一
一
九
〜
二
○
頁

（
96
）　

内
田
武
志
『
星
の
方
言
と
民
俗
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
三
年
）
三
六
六
頁

（
97
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
八
八
『
曾
我
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
一
一
六
頁

（
98
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
『
万
葉
集
』
二
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
○
年
）
四
七
七
頁

（
99
）　
「
ニ
コ
ラ
イ
・
Ａ
・
ネ
フ
ス
キ
イ
氏
書
翰
翻
刻
（
一
）」、
ニ
コ
ラ
イ
・
Ａ
・
ネ
フ
ス
キ
イ

『
月
と
不
死
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）
一
九
七
頁

（
100
）　

石
塚
尊
俊
「
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
序
説
」『
国
学
院
雑
誌
』
四
六
―
三
（
一
九
四
○
年
）

（
101
）　
『
名
彙
』
四
五
一
頁
、
四
五
九
頁

（
102
）　

日
本
思
想
大
系
二
○
『
寺
社
縁
起
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
一
七
二
頁

（
103
）　

同
前
、
一
七
一
〜
七
二
頁
。
一
部
日
本
語
の
語
順
に
変
更
し
て
引
用
し
た
。

（
104
）　

小
林
行
雄
「
な
り
か
ぶ
ら
」『
大
百
科
事
典
』
一
一
（
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
）

（
105
）　

藪
田
嘉
一
郎
『
能
楽
風
土
記
』（
檜
書
店
、
一
九
七
二
年
）
三
一
七
頁

（
106
）　

同
前
、
三
一
九
〜
二
六
頁
。
史
料
の
引
用
に
あ
た
り
、
日
本
語
の
語
順
に
変
更
し
た
箇
所

が
あ
る
。
ま
た
、（　

）
内
の
助
詞
は
引
用
者
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
107
）　

同
前
、
三
二
七
頁

（
108
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
一
『
古
事
記　

祝
詞
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
一
一
○
頁

（
109
）　

藪
田
嘉
一
郎
『
能
楽
風
土
記
』（
檜
書
店
、
一
九
七
二
年
）
三
三
八
頁

（
110
）　

服
部
幸
雄
「
宿
神
論
（
下
）」『
文
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
二
月
）

（
111
）　

内
田
武
志
『
星
の
方
言
と
民
俗
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
三
年
）
三
六
五
頁

（
112
）　
『
名
彙
』
四
六
二
頁

（
113
）　

同
前
、
四
六
六
頁
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（
114
）　
『
日
本
教
育
文
庫　

衛
生
及
遊
戯
篇
』（
同
文
館
、
一
九
一
一
年
）

（
115
）　

早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
蔵
（
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
・
早
稲
田
大
学
学
術
情
報
検
索
シ
ス
テ
ム
、

http://w
ine.w

ul.w
aseda.ac.jp/

）

（
116
）　
『
御
鷹
匠
同
心
片
山
家
日
常
襍
記
抄
』『
日
本
常
民
生
活
資
料
叢
書
』
第
一
一
巻
（
三
一
書

房
、
一
九
七
三
年
）
四
三
四
頁

（
117
）　
『
朝
野
群
載
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
二
九
巻
上
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
八
年
）

四
八
三
頁

（
118
）　

槇
佐
知
子『
医
心
方　

巻
十
四　

蘇
生
・
傷
寒
篇
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）
五
○
三
頁

（
119
）　

槇
佐
知
子
前
掲
書
現
代
語
訳

（
120
）　
「
げ
っ
け
い
」（
波
平
恵
美
子
「
月
経
と
タ
ブ
ー
」）『
大
百
科
事
典
』
四
（
平
凡
社
、
一
九

八
四
年
）

（
121
）　

松
前
健
「
月
と
水
」、
谷
川
健
一
他
編
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
２
太
陽
と
月
』（
小
学
館
、

一
九
八
三
年
）
一
五
六
頁

（
122
）　

早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
蔵
（
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
・
早
稲
田
大
学
学
術
情
報
検
索
シ
ス
テ
ム
、

http://w
ine.w

ul.w
aseda.ac.jp/

）

（
123
）　

川
部
裕
幸
「
疱
瘡
の
酒
湯
儀
礼
と
『
生
ま
れ
清
ま
り
』
の
観
念
」『
成
城
文
藝
』
一
九
四
号

（
二
○
○
六
年
）

（
124
）　
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
』
五
（
学
習
研
究
社
、
一
九
七
六
年
）
六
八
八
頁

（
125
）　
『
日
本
名
著
全
集
』
第
一
三
巻
（
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
）
一
九
二
頁
。
な

お
、
挿
絵
は
Ｈ
・
Ｏ
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
『
疱
瘡
神
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
二
○
三

頁
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
126
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）
五
八
九
頁

（
127
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
七
『
謡
曲
百
番
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
四
一
三
〜
一
四

頁
。
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
128
）　

横
道
万
里
雄
「
し
ょ
う
じ
ょ
う
」『
大
百
科
事
典
』
七
（
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
）

（
129
）　

西
野
春
雄
「
猩
々
」、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
七
『
謡
曲
百
番
』（
岩
波
書
店
、
一
九

九
八
年
）
四
一
二
頁

（
130
）　

東
京
学
芸
大
学
附
属
図
書
館
蔵
（
東
京
学
芸
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
、http://ir.u.-gakugei.

ac.jp/

）

（
131
）　
『
謡
曲
大
観
』
第
二
巻
（
明
治
書
院
、
一
九
六
四
年
）
一
三
四
八
頁

（
132
）　

ニ
コ
ラ
イ
・
Ａ
・
ネ
フ
ス
キ
イ
『
月
と
不
死
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）
八
頁

（
133
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
三
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
八
一
年
）
一
八
○
〜
八
一
頁

（
134
）　

筑
波
大
学
図
書
館
蔵
。
杏
雨
書
屋
所
蔵
本
の
挿
絵
が
、
高
橋
昌
明
『
酒
呑
童
子
の
誕
生
』

（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
）
一
○
一
頁
に
、
ま
た
、
筑
波
大
学
図
書
館
所
蔵
本
の
挿
絵
が
、

Ｈ
・
Ｏ
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
『
疱
瘡
神
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
一
八
七
頁
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

（
135
）　
『
真
澄
全
集
』
第
一
巻
、
二
○
○
頁

（
136
）　
『
馬
琴
日
記
』
第
二
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
）
三
一
五
頁

（
137
）　
『
真
澄
全
集
』
第
四
巻
、
二
四
三
頁
、
図
版
〔
九
一
六
〕

（
138
）　

折
口
信
夫
「
春
来
る
鬼
」（
一
九
三
一
年
）『
折
口
信
夫
全
集
』
第
一
五
巻
（
中
公
文
庫
、

中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）

（
139
）　
『
真
澄
全
集
』
第
四
巻
、
二
六
○
頁
、
図
版
〔
九
一
六
〕

（
140
）　

内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
訳
『
真
澄
遊
覧
記
』
五
（
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
）
一
二
八
〜

二
九
頁

（
141
）　

松
本
信
廣
『
日
本
神
話
の
研
究
』（
鎌
倉
書
房
、
一
九
四
六
年
）
九
五
頁

（
142
）　

菅
江
真
澄
『
か
す
む
こ
ま
が
た
』（
天
明
六
年
〔
一
七
八
六
〕
一
月
一
二
日
条
）『
真
澄
全

集
』
第
一
巻
、
三
三
○
頁

（
143
）　

和
田
甚
五
兵
衛
『
二
郡
見
聞
私
記
』（
天
保
六
年
〔
一
八
三
五
〕
序
）
巻
九
、『
南
部
叢
書
』

第
九
冊
（
南
部
叢
書
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
）
三
一
一
頁

（
144
）　
「
メ
ク
サ
レ
エ
ン
ズ
コ
」『
改
訂
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
四
（
平
凡
社
、
一
九
五
六
年
）

（
145
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
三
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
八
一
年
）
三
四
一
頁

（
146
）　

和
田
甚
五
兵
衛
『
二
郡
見
聞
私
記
』（
天
保
六
年
〔
一
八
三
五
〕
序
）
巻
九
、『
南
部
叢
書
』

第
九
冊
（
南
部
叢
書
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
）
三
一
一
頁

（
147
）　

菅
江
真
澄
『
か
す
む
こ
ま
が
た
』『
真
澄
全
集
』
第
一
巻
、
三
三
一
頁

（
148
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
三
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
八
一
年
）
三
三
二
頁

（
149
）　

同
前
、
三
三
六
頁

（
150
）　

服
部
幸
雄
「
宿
神
論
（
中
）」『
文
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
一
月
）
と
同
「
宿
神
論

（
下
）」『
文
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
二
月
）
に
考
察
が
あ
る
。『
大
日
本
仏
教
全
書
』

第
一
一
二
冊
（
名
著
普
及
会
、
一
九
八
七
年
）
四
六
五
〜
六
六
頁

（
151
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
二
『
風
土
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
七
九
〜
八
一
頁

（
152
）　

川
村
邦
光
『
地
獄
め
ぐ
り
』
第
Ⅲ
章
「
三
途
の
川
の
奪
衣
婆
」（
筑
摩
書
房
、
二
○
○
○
年
）

（
153
）　
『
真
澄
全
集
』
第
一
巻
、
三
九
三
頁

（
154
）　

内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
八
巻
（
未
来
社
、
一
九
七
九
年
）

一
四
四
頁

（
155
）　

佐
々
木
喜
善
「
農
業
手
伝
神
」『
東
北
文
化
研
究
』
二
―
三
（
一
九
二
九
年
）

（
156
）　
『
名
彙
』
四
六
二
頁

（
157
）　

和
歌
森
太
郎
「
民
俗
資
料
の
歴
史
学
的
意
味
」（
一
九
六
三
年
）『
和
歌
森
太
郎
著
作
集
』

第
一
○
巻
（
弘
文
堂
、
一
九
八
一
年
）
二
八
二
頁

（
158
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
一
三
九
頁

（
159
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
『
万
葉
集
』
三
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
二
年
）
六
九
頁

（
160
）　
「
ソ
デ
ト
リ
マ
ツ
」『
改
訂
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
二
（
一
九
五
五
年
、
平
凡
社
）

（
161
）　

中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』（
覆
刻
版
、
名
著
普
及
会
、
一
九
八
○
年
）。
正
編
が
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一
九
三
三
年
に
、
補
遺
が
一
九
三
五
年
に
刊
行
さ
れ
、
改
訂
版
が
一
九
四
一
年
に
刊
行
さ
れ

て
い
る
。

（
162
）　

瀬
川
清
子
「
袖
の
民
俗
」『
民
間
伝
承
』
八
―
一
（
一
九
四
二
年
）

（
163
）　
『
名
彙
』
二
二
頁
〜
二
四
頁
、
一
五
四
頁

（
164
）　

表
章
「
世
阿
弥
と
禅
竹
の
伝
書
」、
日
本
思
想
大
系
二
四
『
世
阿
弥　

禅
竹
』（
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
）
五
八
一
頁

（
165
）　

日
本
思
想
大
系
二
四
『
世
阿
弥　

禅
竹
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）
四
○
三
頁

（
166
）　

同
前
、
四
○
二
頁

（
167
）　

同
前
、
四
○
五
頁

（
168
）　

服
部
幸
雄
「
宿
神
論
（
下
）」『
文
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
二
月
）

（
169
）　

藪
田
嘉
一
郎
『
能
楽
風
土
記
』（
檜
書
店
、
一
九
七
二
年
）
一
七
○
頁

（
170
）　
「
オ
シ
ラ
祭
文
」（
ま
ん
の
ふ
長
者
物
語
）『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
一
七
巻
（
三
一

書
房
、
一
九
七
二
年
）
三
四
一
頁
、
三
四
二
頁
、
三
四
四
頁

（
171
）　
『
本
田
安
次
著
作
集　

日
本
の
伝
統
芸
能　

第
一
四
巻
』（
錦
正
社
、
一
九
九
七
年
）

一
○
五
〜
○
八
頁

（
172
）　
「
オ
シ
ラ
祭
文
」（
き
ん
ま
ん
長
者
物
語
）『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
一
七
巻
（
三
一

書
房
、
一
九
七
二
年
）
三
三
二
頁
、
三
三
六
頁

（
173
）　
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
三
巻
（
未
来
社
、
一
九
七
二
年
）
二
五
七
頁

（
174
）　

千
葉
徳
爾
『
狩
猟
伝
承
研
究　

補
遺
篇
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
○
年
）
八
二
〜
八
三
頁

（
175
）　

仁
井
田
好
古
等
編
『
紀
伊
続
風
土
記
』（
帝
国
地
方
行
政
会
出
版
部
、
一
九
一
○
〜
一
一
年
）

国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、http://kindai.ndl.go.jp/

）

（
176
）　

宮
城
県
史
編
纂
委
員
会
編
『
宮
城
県
史
』
二
三
（
復
刻
版
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
七
年
）

六
三
四
〜
三
五
頁

（
177
）　
『
延
喜
式
』（
巻
第
一
・
巻
第
三
・
巻
第
八
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
二
六
巻
（
吉
川
弘

文
館
、
二
○
○
四
年
）

（
178
）　

前
田
晴
人
『
日
本
古
代
の
道
と
衢
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
一
六
九
頁

（
179
）　

中
田
祝
夫
全
訳
注
『
日
本
霊
異
記
（
中
）』（
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
七
九
年
）

一
八
九
頁

（
180
）　

中
村
英
重
「
古
代
の
境
界
神
」『
仏
教
民
俗
研
究
』
第
四
号
（
一
九
七
七
年
）

（
181
）　

網
野
善
彦
『
日
本
論
の
視
座
―
列
島
の
社
会
と
国
家
―
』（
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
小
学

館
、
一
九
九
三
年
）
三
二
五
頁

（
182
）　
『
名
彙
』
一
二
五
頁

（
183
）　

桂
井
和
雄
『
俗
信
の
民
俗
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
三
年
）
一
二
九
頁

（
184
）　

黒
田
日
出
男
「
首
を
懸
け
る
」『
月
刊
百
科
』
三
一
○
（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）

（
185
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
九
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）
六
九
五
頁

（
186
）　
『
増
補
史
料
大
成　

親
長
卿
記
一
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）
六
七
〜
六
八
頁

（
187
）　
『
南
部
叢
書
』
第
二
冊
（
南
部
叢
書
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
）
五
四
一
頁

（
188
）　

花
見
恭
「
民
間
信
仰
と
神
仏
習
合
―
修
験
道
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
思
想
』
六
○
七
（
岩
波
書

店
、
一
九
七
五
年
）

（
189
）　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
巻
（
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）
一
五
八
頁

（
190
）　

浅
倉
有
子
「
姨
捨
の
月
と
真
澄
―
「
田
毎
」
の
景
観
の
成
立
―
」『
真
澄
学
』
第
五
号
（
東

北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
○
一
○
年
）

（
191
）　
『
真
澄
全
集
』
第
一
巻
、
九
六
頁

（
192
）　

浅
倉
有
子
前
掲
論
文

（
193
）　

原
田
禹
雄
『
天
刑
病
考
』（
言
叢
社
、
一
九
八
三
年
）

（
194
）　

丹
生
谷
哲
一
「
中
世
の
非
人
と
『
癩
』
差
別
」、
沖
浦
和
光
・
徳
永
進
編
『
ハ
ン
セ
ン
病
―

排
除
・
差
別
・
隔
離
の
歴
史
』（
岩
波
書
店
、
二
○
○
一
年
）

（
195
）　

鯨
井
千
佐
登
『
境
界
の
現
場
―
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
歴
史
学
―
』（
辺
境
社
発
行
、
勁
草
書
房

発
売
、
二
○
○
六
年
）
や
同
「
皮
を
む
く
境
界
の
神
」『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
九
二
七

（
至
文
堂
、
二
○
○
八
年
）、
同
「
境
界
の
神
と
仙
台
藩
の
『
癩
人
小
屋
』」『
佐
賀
部
落
解
放

研
究
所
紀
要
』
二
九
（
二
〇
一
二
年
）
な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
仙
台
高
等
専
門
学
校
総
合
科
学
系
文
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
一
日
審
査
終
了
）
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Among the rights of “senmin” in medieval and early modern Japan, the following three attract special attention: 

（1） the right to strip and obtain the skins of dead oxen and horses, （2） the right to strip and obtain the clothes of 

corpses to be buried, and （3） the right to take “lepers” along. The medieval historian Keiichi Miura said “the skins 

of oxen and horses were regarded as clothes” and treated （1） and （2） on the “same level.” Kiyoshi Yokoi also said “I 

do not believe that stripping and obtaining the skins is unrelated to receiving the clothes of corpses” and raised the 

issue of how to consider “the right and behavior of stripping worn superficial skins.” On the other hand, （3） was a 

medieval right, and the “lepers” taken along became a member of the group of “senmin.” Because “leprosy” is a skin 

disease that causes symptoms on “superficial skins,” the rights of “senmin” might have to be understood as related 

to all the “worn superficial skins” including （3）.

It is very likely that the religious sources of the “right to strip worn superficial skins” of dead oxen, horses, and 

human bodies, and the right of supervision of “lepers” were believed to be in the gods of the boundaries in ancient 

times. The gods of the boundaries were worshipped in the boundaries of lands and also believed in by “senmin.” This 

article attempts to ascertain the original figure of the gods of the boundaries.

This article presumes the following: in ancient times, the belief in the gods of the boundaries was based on that 

in the mother-child gods, especially the belief in the fetal or child god; the gods of the boundaries had the character 

of moon gods and were believed to strip and obtain human skins, animal skins, clothes, and single sleeves; based on 

such belief, the custom of offering animal skins, clothes, and single sleeves to the gods of the boundaries was started; 

it was believed that the gods of the boundaries not only healed skin diseases but also caused them. In other words, 

this article presumes a close relationship between the gods of the boundaries and “worn superficial skins” and 

presents the future task of verifying the character of “senmin” as agents for the gods of the boundaries.

Key words: Moon, boundary, dosojin, “leprosy,” animal skin, “senmin”

Skin Disease and Gods of the Boundaries : 
A Step toward the Study of the History of Japanese “Senmin”
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